
厚生労働省　令和３年の地方からの提案等に関する対応方針に対するフォローアップ状況

区分 分野 団体名 支障事例 見解
補足
資料

3 B　地
方に
対する
規制
緩和

03_医
療・福
祉

特定教
育・保育
施設等の
定員弾力
化に係る
公定価格
の減算調
整措置の
見直し

特定教育・保育施設等の定
員弾力化に係る公定価格の
減算調整措置について、意図
的な受入調整による措置適
用の回避を防止し、適正な利
用定員の設定及び施設型給
付費等の適正化を促すため、
指導監督してきたにもかかわ
らず、利用定員の変更申請等
が行われない場合には、公定
価格を減算調整できることと
するなど、一定期間の経過を
待たずに減算措置を講ずるこ
とができるように仕組みを見
直す。

当市には、利用定員を恒常的に超え児童を受け入れて
いるが、定員変更の市の求めに応じず、変更申請を行
わない保育所がある。その理由は、公定価格の区分に
おいて、高い単価が維持された常態で費用が支給され
るためである。恒常的に利用定員を超える特定教育・保
育施設等に対しては、公定価格の減算調整措置が講じ
られているが、当該減算調整措置の適用に当たって
は、①直前の連続する５年度間（幼稚園及び認定こども
園（１号認定）にあっては２年間）常に利用定員を超え、
かつ、②各年度の年間平均在所率が120％以上である
ことが要件となる。当該保育所は、直近４年は平均在所
率が120％を超えていた。令和３年度（５年目）について
も、定員を超え利用申込があったため、市の受入人数
の増枠要請にもかかわらず、120％未満となるように意
図的に調整を行った。この行為は５年目の平均在所率
を120％未満とし、翌年度の減算調整措置の適用を意
図的に回避したものと推察でき、子ども・子育て支援法
における利用調整の協力義務や国の通知（保育所への
入所の円滑化について（平成10年２月13日付け児保第
３号））にも反する。また、確認に係る指導監査において
利用定員の変更を促しているが、本事案に対する効果
的な防止策とならないことから、当該減算調整措置の見
直しを求めるものである。

現行制度では、特定教育・保育施設等の利用定員
の変更は、当該施設等からの申請によることとされ
ており、市町村が当該申請に関与することは困難で
ある。公定価格上の減算調整措置は、恒常的に定
員を超える場合に、施設型給付費等を減算すること
で、特定教育・保育施設等が利用定員の変更申請
を適切に行うよう促す目的で講じられたものと考え
るが、適用要件が厳しく、また、一度要件から外れ
ると期間のカウントもリセットされるため、実効性に
乏しい。利用定員の見直しが必要であるにもかかわ
らず、適切に変更申請を行わない場合や、保育ニー
ズがあるにもかかわらず、意図的に受入調整を行
い、市町村の利用調整に応じない場合についても、
当該減算調整措置を適用することが可能となれば、
特定教育・保育施設等による恣意的な受入人数の
調整を防止し、住民の保育利用ニーズを満たすこと
につながるほか、利用定員の変更申請も促しやすく
なり、過大に支給されている施設型給付費等の適
正化も図れる。

子ども・子育て支援
法第32条第１項、第
42条第２項（平成24
年法律第65号）特
定教育・保育等に要
する費用の額の算
定に関する基準等
の実施上の留意事
項について（平成28
年８月23日付け府
子本第571号、28文
科初第727号、雇児
発0823第１号）、保
育所への入所の円
滑化について（平成
10年２月13日付け
児保第３号）

内閣
府、文
部科
学省、
厚生
労働
省

吉川
市、郡
山市

旭川市、
滋賀県、
守口市、
高松市、
宮崎県、
宮崎市、
延岡市

○当市においても類似の事例があり、該当の認定こども園は市の定員変更の求めに応じず、令和元年度に減算調整措置の適用を
受けたが、その後、わずかな定員変更（変更後も平均所在率が120％未満になるとは思えない程度のもの）を行うことにより、減算
調整措置の適用を意図的に回避したものと思われる。
○提案団体と類似した問題があり、見直しが必要と考える。
○複数年にわたり利用定員を超える児童が入所している施設が県内でも散見され、今後も恒常的に超えることが見込まれる場合
は利用定員の見直しを行うよう行政指導監査で市町に対して口頭指摘しているが、本提案で挙げられている背景とおそらく同じ考
えのもとに適切な対応がなされず、本来あるべき状態と比較して過大に給付費を支給しているケースがある。

保育所等においては、利用定員の範囲内で子どもを受け入れること
を原則としているが、年度の途中に保育の実施が必要な子どもが生
じた場合の対応や待機児童の解消のため、設備運営基準を満たし
た上で、利用定員を超えた子どもの受入れも可能としている。
公定価格では、この場合において、必要な職員体制の確保や、子ど
もの受入れのインセンティブといった観点から、利用定員の定員区分
に基づき適用される単価により施設型給付費等を支給し、利用定員
を超えている状態が一定期間継続する場合には減算する仕組みを
設けている。
※一方で、この仕組みは、減算が行われるまで定員変更を行うこと
を妨げるものではなく、教育・保育の提供は利用定員の範囲内で行
われることが原則であることを踏まえ、市町村において当該期間の
期限が到来する前に利用定員の変更を促すことは可能である。
なお、市町村は、児童福祉法に基づき、保育ニーズに対応した受け
皿の整備を行うこととされており、定員超過が続く場合においては、
保育の受け皿整備等により、その解消を図ることが考えられる。

当市におきましても、ご回答のとおり利用定員の超過が継続している保
育施設に対して、度々、利用定員の変更を要請しておりますが、当該保
育施設が応諾しない状況にあります。
当該保育施設は、子ども・子育て支援法における協力義務や国通知「保
育所への入所の円滑化について（平成10年２月13日付け児保第３号）」
に反する状況を理解しておりますが、減算措置が適用されないように、５
年目に意図的に受入人数を調整しております。
ご回答のとおり、子どもの受入れに対するインセンティブの意図は理解
できるものの、このような行為が継続することは、適正な給付費の支給と
利用調整に支障をきたすものであるため、提案のとおり、一定期間の経
過を待たずに減算措置を講ずることができるように仕組みを見直すよう
お願いするものです。
また、保育ニーズに対応した受け皿づくりについては、待機児童数が低
水準で推移していること、特定園に申込が偏ること、今後の児童人口の
推移を踏まえた場合に、直ちに新設する状況になく、現行制度の枠組み
により市として適切に対応しているものの、解決に至らない状況にある
ための提案であることをご理解いただくようお願いいたします。

7 B　地
方に
対する
規制
緩和

03_医
療・福
祉

保育所等
における
転園元と
転園先の
施設間同
士の情報
提供に係
る規定の
見直し

保育所及び地域型保育事業
所（以下「保育所等」という。）
において、利用児童が他施設
に転園した場合、転園元の保
育所等の設置者が、転園先
の施設に保育所児童保育要
録を送付することを規定する
（（任意規定ではなく、保育所
保育指針等において義務とし
て規定する。））。

就学前の子どもが利用する施設のうち、幼稚園は学校
教育法施行規則第24条第３項、幼保連携型認定こども
園は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な
提供の推進に関する法律施行規則第30条第３項に基づ
き、それぞれ「指導要録の写しを転園元から転園先の幼
稚園の園長、保育所の長又は認定こども園の長に送付
しなければならない」こととされている。
一方、保育所等については、保育所保育指針におい
て、就学時に保育所等から小学校に保育所児童保育要
録を送付することが規定されているのみであり、転園に
伴う児童保育要録の共有については規定されていな
い。そのため、保育所等から別の施設に転園したような
ケースにおいて、転園先で転園前の様子が分からな
かったり、伝えたい子どもの状況が伝えられなかったり
するといった支障が生じている。保育所等についても、
子どもが生涯にわたる人間形成にとって極めて重要な
時期にその生活時間の大半を過ごす場であり、施設間
の引継ぎを円滑に行う必要がある。また、地域型保育事
業所の大幅な増加により、地域型保育事業所を利用す
る機会も増えているため、今後さらに施設間同士の情報
提供の仕組みが重要となると考える。

転園先で転園前の様子を把握することで、他の保
育所等から転園してきた子どもが新しい施設で円滑
に生活をスタートさせることができる。また、アレル
ギー等に関する配慮事項について具体的な引継ぎ
がなされ、アナフィラキシーをはじめとする事故防止
を図ることができる
これらは、全ての保育所等において取り組まれるこ
とにより十分効果を発揮するものであると考えられ
ることから、任意規定ではなく義務規定とすることが
望ましいと考えている。また、幼稚園及び幼保連携
型認定こども園では従前から義務規定として定めら
れているため、保育所等においても義務規定として
定めることにより、就学前の子どもが利用する施設
間での整合が取れるものと考えている。

保育所保育指針
学校教育法施行規
則第24条第３項
就学前の子どもに
関する教育、保育
等の総合的な提供
の推進に関する法
律施行規則第30条
第３項

内閣
府、厚
生労
働省

越谷
市

宮城県、
富津市、
中野市、
豊橋市、
たつの
市、和歌
山市、香
川県、高
松市、宇
和島市、
熊本市、
宮崎県

○改定された保育所保育指針には保育所が教育施設であることが記された。　要録送付が義務づけられている幼稚園、認定こども
園同様、保育所も義務づけられることで、すべての子どもの転園時が円滑に図られるものと考える。

御指摘の保育所児童保育要録については、「最終年度の子どもにつ
いて作成すること。」としており、幼稚園や幼保連携型認定こども園
における指導要録とは異なり、毎年度作成することを求めていない。
（「保育所保育指針の適用に際しての留意事項について」（平成30年
３月30日付け厚生労働省子ども家庭局保育課長通知））
御提案のように、転園の際、転園先に保育所児童保育要録等の送
付を求める場合、新たに毎年度の保育所児童保育要録の作成を行
うこと、又は現に保育所において作成している保育の過程と子どもの
育ちに関する記録等を施設間で共有する事が必要となる。このた
め、保育士の業務負担の増大等につながるものであり、慎重な検討
が必要である。

本提案の目的は、転園時における施設間の円滑な情報共有の仕組み
の構築であり、必ずしも新たに毎年度の保育所児童保育要録の作成等
を求めるものではない。
当市では、令和２年から、保護者同意のもと保育所等の設置者が転園
先に情報提供を行う取組を開始した。実施に当たっては、保育要録の様
式を簡素化したものを転園時用に用意するとともに、伝えたい内容の記
載がある書類の写しを添付する形でも構わないこととするなど、事務負
担の増大につながらないよう配慮している。この取組について、現場の
保育所等からは、「伝えたいことに絞って記入すればよいため記入側の
煩雑さは感じていない。」、「お子さんが１日の大半を過ごす保育所等が
変わる場面で、次の環境にしっかり引き継ぐことができる意義を感じ
る。」との意見をいただいている。このように、例えば既存の児童票の写
しを送り合うだけにするなど各市区町村の実情にあわせた方法によれ
ば、保育士の業務負担の増大にはつながらないものと考える。
転園時の引継ぎは、幼稚園や認定こども園では既に行われている取組
であり、全ての保育所等が行うことで、市区町村や県をまたぐ場合等を
含めた転園時の円滑な引継ぎが可能となることから、全国統一的に仕
組みを整備する必要があると考える。また、地方独自の取組において
は、児童の情報共有にあたり保護者の同意を得ることは避けられない
が、支援・引継ぎが必要な児童ほど同意を得にくいという実情があること
から、義務規定化することで、幼稚園や認定こども園では既に行われて
いる取組と同様、保護者の同意なく引継ぎが可能となるようお願いした
い。

根拠法令等
制度の
所管・関
係府省

団体名 その他（特記事項）

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞

各府省からの第１次回答
管理
番号

提案区分

提案事項名 求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）

各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの見解



厚生労働省　令和３年の地方からの提案等に関する対応方針に対するフォローアップ状況

見解
補足
資料

措置方法
（検討状況）

実施（予定）
時期

これまでの措置（検討）状況 今後の予定

― 【全国知事会】
提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検討を
求める。
【全国市長会】
提案の実現を求めるものであるが、都市自治体が
これまでから行っている待機児童解消を目的とした
弾力的運用については利用調整を行っていること
から、待機児童解消を目的として行う弾力運用に
ついては考慮する必要があるとの意見が寄せられ
ているため、その点については配慮していただきた
い。

公定価格では、年度途中入所への対応や待機児童の解消
のため定員を超えて受入れを行う場合に、子どもの受入れの
インセンティブといった観点から、利用定員の定員区分に基
づき適用される単価により施設型給付費等を支給しているも
のであり、本提案により、保育所等での受入れが進まなくな
ることが懸念されるため、定員を恒常的に超過する場合の減
算調整の見直しを行うことは困難である。
また、保育所等において定員変更が見込まれない場合に
は、それを踏まえた上で、地域の保育の受け皿を活用して適
切に利用調整等を行うことが考えられる。

５【厚生労働省】
（50）子ども・子育て支援法（平24法65）
（ⅲ）教育・保育施設の設置者又は地域型保育事業を行う者については、実
際の利用者数が利用定員を恒常的に上回っているときは、当該利用定員を適
切に見直し、確認の変更を行う必要があることを、地方公共団体に令和３年度
中に改めて周知する。
（関係府省：内閣府及び文部科学省）

通知 令和４年３月２３日通知済み  「子ども・子育て支援法に基づく教育・保育給付認定
等並びに特定教育・保育施設及び特定地域型保育
事業者の確認に係る留意事項等について」（平成26
年９月10日通知、令和４年３月23日最終改正）にて地
方公共団体宛に通知済み

― 【全国知事会】
提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検討を
求める。

児童票等の保育所において作成されている子どもの育ち等
に関する記録について、ご提案を踏まえ、保護者の同意を得
た上で、可能な限り転園時に転園先の保育所に送付すること
を市町村に対して依頼することとし、その際、保育士の負担
軽減に配慮する観点から、令和３年３月に公表した「保育分
野の業務負担軽減・業務の再構築のためのガイドライン」に
おいて示されている様式等を活用いただきたいことを併せて
周知することとする。
一方で、送付を全国の保育所に義務付けることについては、
①たとえ転園時に限ることとしても保育士の負担の増大につ
ながりうるものであること
②保育所は子どもを養護するための場所でもあるため、家庭
の状況など機微な情報が含まれうることから、その取扱には
慎重になる必要があること
③福祉の実施にあたっては利用者の実情をよく伺った上で対
応すべきものであり、一部地域の事情のみをもって判断する
べきではないことから、総合的な状況を踏まえて判断する必
要があり、今後の検討課題とさせていただきたい。

５【厚生労働省】
（２）児童福祉法（昭22法164）
（ⅷ）保育所等の利用児童が他施設に転園する際の児童に関する情報提供に
ついては、「保育分野の業務負担軽減・業務の再構築のためのガイドライン」
（令３厚生労働省子ども家庭局）に示す児童票の様式を活用するなど、保育士
の事務負担に配慮した上で、可能な限り情報提供を行うことを保育所等に促
すよう、地方公共団体に令和３年度中に通知する。
（関係府省：内閣府）

事務連絡 令和４年３月 「児童の転園の際の転園元から転園先への情報提供
について」（令和４年３月24日事務連絡）
自治体及び保育所に対して、児童の転園の際には、
保護者の同意を得た上でできる限り子どもの育ち等
に関する情報を送付することが望ましいこと、その際
には、「保育分野の業務負担軽減・業務の再構築の
ためのガイドライン」（令３厚生労働省子ども家庭局）
に示す児童票の様式を活用することを検討いただき
たい旨、通知済み。

対応方針の措置（検討）状況各府省からの第１次回答を踏まえた追加提案団体からの見解

全国知事会・全国市長会・全国町村会からの意見 提案募集検討専門部会からの主な再検討の視点（重点事項） 各府省からの第２次回答
令和３年の地方からの提案等に関する対応方針（令和３年12月21日閣議決定）記載内容

※提案提出年以降の対応方針に記載があるものは当該対応方針の記載内容を
＜当該対応方針決定年＞として併記



区分 分野 団体名 支障事例 見解
補足
資料

根拠法令等
制度の
所管・関
係府省

団体名 その他（特記事項）

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞

各府省からの第１次回答
管理
番号

提案区分

提案事項名 求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）

各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの見解

茨木
市

札幌市、
郡山市、
川口市、
富津市、
川崎市、
福井市、
佐久市、
関市、浜
松市、滋
賀県、草
津市、八
尾市、羽
曳野市、
府中町、
山陽小野
田市、徳
島県、香
川県、高
松市、鹿
児島市

○令和２年度における当市による指導監査においても、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点により実地による指導を自粛した
事例があった。
○新型コロナウイルスの問題により実地による指導監査ができない状況が長期化しており、適切な事業運営が行われているかの
確認ができていない、また監査等周期が守られていない状況にあり、監督庁として責任が果たせていないだけでなく法人や事業者
も不安に感じている。国としても、現状において有効な指導方法について例示してもらいたい。
○当該社会福祉法人は、特別養護老人ホームを経営しており、令和２年度に法人指導監査の対象であったが、老人ホームが医療
施設に隣接する形で経営されていたことから、新型コロナウイルス感染症拡大予防を理由として、指導監査の対応を拒否された。
厚生労働省が指導監査においては柔軟な対応を求めるという通知を発出していたことから、令和２年度は当該法人における指導監
査を中止し、令和３年度に延期という対応にしたが、今年度においても引き続き指導監査を拒否される可能性が高い。したがって、
このような法人への柔軟な対応が可能になることから、リモート監査又は書面監査などの現地への立入を伴わない指導監査が認
められることは非常に有意であると考える。
○提案団体と同様、高齢者施設におけるクラスター発生防止の観点から、家族等であっても入所者との面会を不可とされていた施
設もあり、こうした施設側での感染対策が徹底されているなか、必ずしも実地による指導を要するかどうかについては、柔軟な対応
とされたい。
○特定教育・保育施設、認可外保育施設について、当市でも感染拡大防止の観点により一部施設は現地への立ち入りは行わず、
書面提出等で実施を行っており、今後のことも考えると書面・リモートでの実施も可能としていただきたい。
○当団体においても、実地での指導監査に制限がかかる中、質問票や自己点検表、備付書類の提出、電話によるヒアリング等に
よって、施設の運営状況の確認を行ったところであるが、制度上、これらは監査とみなすことができない状況となっている。また、当
団体では、島しょ地域などの遠隔地にある施設や法人に対する指導監査を担っているが、コロナ禍において実施を見送った。特に
医療資源が乏しい地域において感染拡大防止の観点からリモートでの実施が可能になれば、指導監査を円滑に実施することがで
きる。
○介護保険事業所等に対する指導について、令和２年度以降においては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点か
ら、高齢者虐待や不正請求等の重大な法令違反が疑われるものを除き、原則として、事業所の訪問ではなく、来庁による報告等に
より行わざるを得ない状況が生じている。しかしながら、介護保険法第23条等においては、文書の提出、報告や質問の方法や場所
について定めはないものの、国の要綱上、「事業所において行う」ことを念頭においており、来庁による指導や書面指導等、事業所
の訪問によらない指導方法については位置付けられていない。新型コロナウイルス感染症が終息した場合であっても、年々増加傾
向にある介護保険事業所等に対する指導を着実に行うためには、指導項目の効率化のみならず、指導方法そのものの見直し・検
討が必要であり、確認内容によっては、必ずしも事業所の訪問によらない指導でも確認を行うことは可能であることから、実効性が
担保されるのであれば、事業所の訪問によらない指導方法についても、要綱上の位置づけがされるべきと考える。
○監査方法を定めた法令や要綱では、監査方法を実地に限定しているため、これらによると法定の監査を行えない状況である。そ
のため、今般のコロナ禍のような状況下においても法定の指導監査が実施できるよう、現地を伴わず書面やリモート等による実施
情報についても検討をお願いしたい。それにより、実地監査に比べて感染症拡大による実施時期の変動リスクを少なくでき、滞りな
く効率的に監査等を実施できる。また、感染症拡大時においても接触機会を減らすことができ、感染者発生等の施設運営上のリス
クも軽減できる。
○当団体においても高齢者施設を中心としたクラスター発生により、現地に出向く法人・施設の指導監査の実施が困難な状況に
なっている。このままの状況が継続した場合、法人における運営状況の確認ができないため、書面やリモートを活用した法人・施設
監査について検討するも、現地に出向いた監査でない場合は、監査実績としてカウントされない旨、国から見解が示されている。コ
ロナ等の状況下においても、地域の実情に応じた法人等への適切な指導助言の取組みが促進されるよう現地に出向く指導・監査
の実施に代わる、監査の実施方法について国において検討をお願いしたい。
○提案団体と同様に、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点より、現地への立入を控えており、ワクチン接種が進んで
きているとはいえ、今後しばらくは、実地での監査ができない見込みである。このような状況を鑑み、平時の指導監査方法に加えて
今般のコロナ禍のような状況下における指導監査方法について、事務的・財政的な負担にも配慮してお示しいただきたい。
○当市においても同様に新型コロナウイルス感染症の影響により実地指導を行えていない状況があるが、書面やリモート等による
指導の有効な方法については課題があり、慎重な検討を要すると思われる。
○内部通報等による現地確認の必要性が高いと判断される案件については、感染防止対策をした上で行っている。実地指導につ
いては、代替手段として、書面による検査と電話確認で行っているが、いわゆる実地指導としてカウントできないのは厚生労働省に
確認して承知して いる。コロナ禍においては、事業所の運営の質を確保するためには書面による検査も有効と考えられるため、実
地指導に相当するものとして認めてもらえるとありがたい。
○通常時に関しても、例えば過去３年間指導事項等がなく、適正な運営を行っている施設等についても、実地調査を書面やリモート
で実施することにより、施設等と行政の事務効率化が図られる。
○今般の新型コロナ禍の中、社会福祉法人及び社会福祉施設に対する指導監査等について、当県は令和２年度において、書面が
認められていないもの（社会福祉法人、社会福祉施設のうち児童福祉施設等）について、未実施若しくは例外的に書面により行っ
た。令和３年度は、書面及び施設外での指導監査等を実施している状況。
○当市では、実地指導は毎年10件程度実施していますが、新型コロナウイルス感染症の影響で令和２年度の実施件数は１件のみ
でした。
○当市も提案団体と同様の状況にあり、実地指導等の実施を見合わせた場合、サービスの質の確保及び保険請求の適正化につ
いて指導をする機会が失われることになると考え、前年度から書面指導という手法で従来の事前提出書類に加え、一連のケアマネ
ジメントプロセスに関する書類も提出していただき（メール可）、電話によるヒアリング及び書類に基づく指導を実施し、場合によって
はメールで参考資料を送付するなど、懇切丁寧な指導に努めている。実地で行えない場合を考慮していただき、非常時における柔
軟な手法を用いた指導のあり方の検討をお願いしたい。※上記は、定期的な指導を行う場合の事例であり、監査や必要時の現地
確認は除く。
○令和２年度から、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、当市が指定する介護サービス事業者の実地指導を行えて
いない状況である。
○新型コロナウイルス感染者の増加に伴い、緊急を要する実地指導・指導監査を除いては事業所への立ち入りを中止している。そ
のため、事業所の運営状況を確認できない状況が継続している。事業所に対する適正な運営指導を行う上でも、実地指導が行え
ない状況下での指導体制の構築について検討をお願いしたい。

【社会福祉法人】
今般の新型コロナウイルス感染症を踏まえて、感染症のまん延を防
止する必要性が高く、実地による監査が困難と国が判断する場合に
は、当該年度において、社会福祉法第56条に規定する社会福祉法
人に対する指導監査のうち「一般監査」について、実地による監査に
限定しなくても支障がないと所轄庁が判断した法人を対象に、指導
監査ガイドラインに沿った監査内容の実効性を確保した上で、書面
やリモート方式のみによる監査も可能とする特例的な枠組みの創設
を検討することとしたい。
【老人福祉施設等】
老人福祉施設の監査について、定期的に実施する監査は、原則毎
年１回、実地での実施を求めているが、前回監査の結果によっては
書面による監査を認めている。
介護保険施設等の指導について、コロナ禍の対応として、実地指導
は柔軟な対応とすることや、集団指導はオンライン等を活用した方法
について検討し実施を求めている。
有料老人ホームの指導について、集団指導はオンライン等を活用し
た方法を示している。
提案を踏まえ、オンライン等が可能なものは、オンライン等を活用し
た実施も差し支えないとする旨の通知の発出等を含め、改めて検討
する。
【児童福祉施設等】
児童福祉施設に対しては、現状、児童福祉法施行令により、都道府
県知事が１年に１回以上の実施検査を行うこととしているが、今般の
新型コロナウイルス感染症の流行の状況をふまえ、感染拡大防止対
策と両立した指導監査の在り方等について検討を行うこととしてい
る。
認可外保育施設、及び幼保連携型認定こども園についても、上記児
童福祉施設の指導監査の在り方等も踏まえ、必要に応じて検討を
行ってまいりたい。
【障害福祉施設】
指定障害福祉サービス事業者等に対しては、指定又は施設基準の
基本的事項を確認することにより、原則、定期的に実地で指導を行っ
ており、当該指導については、特に利用者等に対するサービス提供
状況及び給付費の請求事務が適正に行われているかの確認が重要
であり、現地での確認を伴わないリモート等の方法で適切な指導が
可能かどうか、慎重な検討が必要であると考えているが、一方で、感
染拡大防止の観点も重要であるため、感染拡大防止と両立した指導
監査の在り方等について検討を行っていきたい。
（別紙あり）

14 B　地
方に
対する
規制
緩和

03_医
療・福
祉

社会福祉
法人及び
社会福祉
施設等へ
の指導監
査等の実
地を伴わ
ない手法
の検討

社会福祉法人及び社会福祉
施設等（保育所・幼保連携型
認定こども園・地域密着型特
別養護老人ホーム、認可外
保育施設・有料老人ホーム、
指定障害福祉サービス事業
所、指定介護保険サービス事
業所等）に対する指導監査・
立入調査・実地指導等の実
施は、実地による実施が原則
とされている。そこで、昨今の
新型コロナウイルス感染症の
感染拡大防止等の観点か
ら、実地によらずとも監査等
の実施ができるよう、書面や
リモート等による方法も可能
としていただきたい。

社会福祉法人及び社会福祉施設等に対する指導監査・
立入調査は実地を伴っての実施が原則とされている
が、昨今の新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止
の観点より、現地への立入を控えている。
昨年度は、法人・施設側からの要望もあり、現地には赴
かず、調査票や自主点検表などの書面提出と電話等で
の聞き取りにより、運営状況の把握を行ったが、監査方
法を定めた法令や要綱には、監査方法を実地に限定す
るものや、実地によらない弾力的な監査も可能である旨
を記載していないものが多く、これらに拠ると法定の監
査を行えていない状況である。
現状も感染収束の気配が見えず、再開できる見通しも
立たないため、今後もしばらく実地での監査の未実施が
続く可能性が高い。
そのため、今般のコロナ禍のような状況下においても法
定の指導監査が実施できるよう、現地を伴わずリモート
等による実施について検討をお願いしたい。

施設職員や施設利用者等との接触機会を削減で
き、感染リスクを大きく軽減できる。また、感染拡大
防止の観点に限らず、現地への立入が困難な状況
下においても滞りなく監査等を実施できる。さらに、
当日の移動時間が省略でき、実施効率が上がる。

「社会福祉法第56
条」、「児童福祉法
第24条の34、第46
条、59条」、「就学前
の子どもに関する教
育、保育等の総合
的な推進に関する
法律第19条」、「老
人福祉法第18条、
29条」、「障害者の
日常生活及び社会
生活を総合的に支
援するための法律
第11条」、「介護保
険法第24条」等

内閣
府、厚
生労
働省

【社会福祉法人】
概ねお示しのとおり、検討願いたい。
また、書面やリモート方式のみによる指導監査を実施するにあたって、
ガイドラインに沿った監査内容の実効性が確保されるための手法につい
ても具体にお示し願いたい。
【老人福祉施設等】
一部施設類型においては、条件によっては書面等を活用した監査が既
に認められているが、前回監査の結果が不適当であった施設や、新規
施設については依然として書面等による監査の対象とできないため、そ
れらも含めて網羅的に取り扱えるように検討願いたい。なお、監査時期
の延期は、監査を行うことが困難な事由が長期化した場合の抜本的な
解決策とはなり得ないことから、こういった状況下においても適切に監査
が実施できるよう書面等による監査を実施できるような取扱いを検討い
ただきたい。
【児童福祉施設等】
概ねお示しのとおり、検討願いたい。
認可外保育施設及び幼保連携型認定こども園についても、児童福祉施
設との均衡に留意し実施されるべきと考えるため、同様の頻度・手法で
実施できるよう検討願いたい。
【障害福祉施設等】
首都圏や関西圏においては昨年より断続的に緊急事態宣言措置、まん
延防止等重点措置の対象となり、感染状況が落ち着くことがなく、特に
不正が疑われるような事業所への指導をどのように行うべきか苦慮して
いる。今後もしばらく感染収束する見込みも見えないため、次善の策とし
てリモート等による指導が行えるよう特例的な措置を早急に検討願いた
い。



見解
補足
資料

措置方法
（検討状況）

実施（予定）
時期

これまでの措置（検討）状況 今後の予定

対応方針の措置（検討）状況各府省からの第１次回答を踏まえた追加提案団体からの見解

全国知事会・全国市長会・全国町村会からの意見 提案募集検討専門部会からの主な再検討の視点（重点事項） 各府省からの第２次回答
令和３年の地方からの提案等に関する対応方針（令和３年12月21日閣議決定）記載内容

※提案提出年以降の対応方針に記載があるものは当該対応方針の記載内容を
＜当該対応方針決定年＞として併記

（２）（ⅸ）
周知メールの発出

令和4年4月8日 地方公共団体による認可外保育施設に対する実地に
よらない指導監督の取組事例等をまとめた事例集を
発出した。

（２）（ⅹ）
政令改正等

政令：令和５年３月27日公
布、令和５年４月１日施行
省令：令和５年３月31日公
布、令和５年４月１日施行

児童福祉施設に対する一般指導監査については、児
童福祉法施行令及び同法施行規則を改正し、新型コ
ロナウイルス感染症等の感染拡大防止等の観点か
ら、保育等の質の確保と実効的な指導監査等の両立
に留意しつつ、実地によらない方法での実施を可能と
した。

（５）（ⅰ）
障害者支援施設のうち、児
童福祉施設については、児
童福祉法の政令改正［児童
福祉施設（障害児入所施設
及び児童発達支援セン
ター）］、事務連絡発出を行
う。
上記以外の施設について
も、事務連絡発出を行う。

令和５年３月27日 障害者支援施設等のうち、児童福祉施設（障害児入
所施設及び児童発達支援センター）については、児
童福祉法施行令及び同法施行規則が改正され、新
型コロナウイルス感染症等の感染拡大防止等の観点
から、質の確保と実効的な指導監査等の両立に留意
しつつ、実地によらない方法での実施が可能となっ
た。
また、障害者支援施設及び児童福祉施設（障害児入
所施設及び児童発達支援センター）、指定障害福祉
サービス事業者及び指定障害児通所支援事業者に
対する一般検査及び実地指導等に関する基本事項
について「新型コロナウイルス感染症の発生に伴う障
害者支援施設等に対する一般監査並びに指定障害
福祉サービス事業者等及び指定障害児通所支援事
業者等に対する実地指導について」（令和５年３月27
日付け事務連絡）にて、一定の条件を満たした場合
は、オンライン等を活用するなど実地によらない一般
監査を実施しても差し支えない旨、都道府県等宛て
に周知した。

(24)

（37）（ⅱ）

（37）（ⅲ）

（45）（ⅶ）

（49）
通知

令和5年3月31日 幼保連携型認定こども園に対する一般指導監査につ
いては、「就学前の子どもに関する教育、保育等の総
合的な提供の推進に関する法律に基づく幼保連携型
認定こども園に対する指導監査について（平成27年
12月７日付け内閣府子ども・子育て本部統轄官、文
部科学省初等中等教育局長及び厚生労働省雇用均
等・児童家庭局長連盟通知）」を改正し、新型コロナ
ウイルス感染症等の感染拡大防止等の観点から、教
育・保育の質の確保と実効的な指導監査等との両立
に留意しつつ、実地によらない方法での実施が可能
であることを明確化した。

【八尾市】【社会福祉法人】
「一般監査」について実地による監査について、実地によ
る監査に限定しなくても支障がないと所轄庁が判断した
法人を対象に（中略）書面やリモート方式のみによる監査
も可能とする（後略）とあるが、社会福祉法人の指導監査
事務が法定受託事務であることを考えると、『支障がない
と判断』することについても、判断するための指標はお示
しいただく必要があると考える。

【全国知事会】
提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検討を
求める。
【全国市長会】
提案の実現を求めるものであるが、指導監査等の
方法について、有効な具体的方法を示していただ
きたいとの意見が寄せられているため、その点に
ついては配慮していただきたい。

【社会福祉法人】
ガイドラインに沿った監査内容の実効性を確保するための方
法及び実地による監査に限定しなくても支障がないと所轄庁
が判断する際の考え方については、今後Q&A等において、
所轄庁の判断の余地を確保しつつ、お示しすることを検討し
たい。
【老人福祉施設等】
今般の提案団体からの見解については、第１次回答におい
て、老人福祉施設、介護保険施設等及び有料老人ホームに
ついて対応を検討しているものであり、前回の定期監査等の
結果において運営に問題があった施設及び新規施設につい
てもこれに含まれている。
なお、関係通知の発出等については、速やかに検討の上、
対応する予定である。
【児童福祉施設等】
児童福祉施設に対しては、現状、児童福祉法施行令第38条
（昭和23年政令第74号）により、都道府県知事が、児童福祉
法（昭和22年法律第164号）第45条第１項の規定に基づき定
められた基準を遵守しているかについて１年に１回以上の実
施検査を行うこととしている。
今般、新型コロナウイルス感染症の流行により、児童福祉施
設における平時からの感染症等に対する備えや、感染症流
行時の業務継続の重要性が再認識され、また、各地方自治
体による児童福祉施設への指導監査についても、感染防止
対策と両立した実施が求められている。
これらを踏まえ、児童福祉施設における感染拡大防止と両立
した指導監査の在り方等について検討を行っている。
認可外保育施設についても、質の確保に留意しつつ、上記
児童福祉施設の指導監査の在り方等も踏まえ、検討を行う
予定である。
なお、幼保連携型認定こども園の指導監査については、上記
児童福祉施設の指導監査の在り方等も踏まえ、必要な検討
を行ってまいりたい。
【障害福祉施設】
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止と両立した障害
者福祉施設等に対する指導監査の在り方については、「児童
福祉施設等の感染防止対策・指導監査の在り方に関する研
究会」における議論等を踏まえて、実地によらない指導監査
が可能なケース等について検討する。

＜令３＞
５【厚生労働省】
（２）児童福祉法（昭22法164）
（ⅸ）認可外保育施設に対する指導監督については、新型コロナウイルス感染
症等の感染拡大防止の観点から、地方公共団体の実地によらない指導監督
の取組事例を、令和３年度中に周知する。
（ⅹ）児童福祉施設に対する一般指導監査については、新型コロナウイルス感
染症等の感染拡大防止の観点から、実地によらない方法での実施を可能とす
る方向で見直すことを検討し、令和３年度中に結論を得る。その結果に基づい
て必要な措置を講ずる。
（５）児童福祉法（昭22法164）及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的
に支援するための法律（平17法123）
（ⅰ）障害者支援施設等に対する一般監査については、新型コロナウイルス感
染症等の感染拡大防止の観点から、実地によらない方法での実施を可能とす
る方向で見直すことを検討し、令和３年度中に結論を得る。その結果に基づい
て必要な措置を講ずる。
（24）社会福祉法（昭26法45）
社会福祉法人に対する一般監査については、新型コロナウイルス感染症等の
感染拡大防止の観点から、実地によらない方法での実施を可能とする方向で
見直し、その旨を地方公共団体に令和３年度中を目途に通知する。
（37）老人福祉法（昭38法133）
（ⅱ）老人福祉施設に対する一般監査については、新型コロナウイルス感染症
の感染拡大防止の観点から、実地によらない方法での実施を可能とし、その
旨を地方公共団体に通知する。
［措置済み（令和３年11月10日付け厚生労働省老健局総務課介護保険指導
室事務連絡）］
（ⅲ）有料老人ホームに対する指導については、新型コロナウイルス感染症の
感染拡大防止の観点から、実地によらない方法での実施を可能とし、その旨
を地方公共団体に通知する。
［措置済み（令和３年11月10日付け厚生労働省老健局高齢者支援課事務連
絡）］
（45）介護保険法（平９法123）
（ⅶ）介護保険施設等に対する指導については、新型コロナウイルス感染症の
感染拡大防止の観点から、実地によらない方法での実施を可能とし、その旨
を地方公共団体に通知する。
［措置済み（令和３年11月10日付け厚生労働省老健局総務課介護保険指導
室事務連絡）］
（49）就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する
法律（平18法77）
幼保連携型認定こども園に対する一般指導監査については、新型コロナウイ
ルス感染症等の感染拡大防止の観点から、実地によらない実施方法につい
て検討し、令和３年度中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講
ずる。
（関係府省：内閣府）

＜令４＞
5【厚生労働省】
（１）児童福祉法（昭22法164）
（ⅲ）児童福祉施設に対する一般指導監査については、新型コロナウイルス感
染症等の感染拡大防止等の観点から、保育等の質の確保と実効的な指導監
査等の両立に留意しつつ、令和４年度中に政令を改正し、実地によらない方
法での実施を可能とする。
（４）児童福祉法（昭22法164）及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的
に支援するための法律（平17法123）
（ⅲ）障害者支援施設等に対する一般監査については、新型コロナウイルス感
染症等の感染拡大防止等の観点から、障害福祉サービス等の質の確保と実
効的な指導監査等との両立に留意しつつ、今後、改正予定の児童福祉法施
行令等の内容も踏まえて実地によらない方法での実施が可能であることを明
確化し、地方公共団体に令和４年度中を目途に通知する。
（45）就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する
法律（平18法77）
（ⅰ）幼保連携型認定こども園に対する一般指導監査については、新型コロナ
ウイルス感染症等の感染拡大防止等の観点から、教育・保育の質の確保と実
効的な指導監査等との両立に留意しつつ、今後、改正予定の児童福祉法施
行令等の内容も踏まえて実地によらない方法での実施が可能であることを明
確化し、地方公共団体に令和４年度中を目途に通知する。[再掲]
（関係府省：内閣府）
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03_医
療・福
祉

保育事業
等に関す
る類似基
準に係る
省令改正
の施行時
期の統一

「家庭的保育事業等の設備
及び運営に関する基準」及び
「特定教育・保育施設及び特
定地域型保育事業並びに特
定子ども・子育て支援施設等
の運営に関する基準」におい
て、類似する内容の基準改正
を行う場合は、当該基準に係
る省令改正の施行時期を統
一することを求める。

市町村が「家庭的保育事業等の設備及び運営に関する
基準」及び「特定教育・保育施設及び特定地域型保育
事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関
する基準」を条例で定める場合には、国が定める上記基
準に従い又は参酌し定めることとされている。
しかしながら、両基準において、共に類似する内容の改
正であるにもかかわらず、省令改正の施行時期が異な
るため、市町村における条例改正についても別々の時
期に行わなければならない状況が生じており、条例改正
に係る事務負担が増大することに加え、条例改正にあ
たり類似した内容にもかかわらず改正時期が異なる理
由についての説明を求められるなど、議会での説明に
窮している。条例改正の時期については、各自治体の
裁量によるところであるが、当該省令には従うべき基準
や参酌すべき基準が含まれていることから、各々の省
令改正の施行時期にあわせて速やかに条例改正を行う
必要がある。

条例改正を同時期に行うことができるため、条例改
正に伴う事務及び説明等の効率化が見込める。

家庭的保育事業等
の設備及び運営に
関する基準、特定
教育・保育施設及び
特定地域型保育事
業並びに特定子ど
も・子育て支援施設
等の運営に関する
基準

内閣
府、厚
生労
働省

茨木
市

旭川市、
いわき
市、水戸
市、前橋
市、千葉
市、横浜
市、川崎
市、中野
市、大阪
府、枚方
市、広島
市、三原
市、松山
市、宇和
島市、高
知県、熊
本市、宮
崎市、鹿
児島市

○「家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準」及び「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子
育て支援施設等の運営に関する基準」において、類似する内容の基準改正を行う場合が多いにも関わらず、詳細な内容が公開さ
れる時期がそれぞれ異なるため、事務処理や議会対応の中で、事務が煩雑化している現状がある。
○令和３年３月23日付で厚生労働省が児童福祉法施行規則、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を含む厚生労働省
令に関し、電磁的記録等を認める旨の改正を行い、令和３年７月１日施行とされているところである。当市においても関係条例を改
正する手続きを行っていますが、内閣府においても、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援
施設等の運営に関する基準及び子ども・子育て支援法施行規則について、電磁的方法による対応も可能である旨の包括的な規定
を追加する改正を行う方向で検討を進めており、改正時期が統一されていないことで、条例改正のタイミングがずれ支障が生じてい
る。
○当市でもそれぞれ条例にて定めており、改正の際は同一の内容であるにもかかわらず、省令改正の施行時期が異なるため、類
似した内容を議会へそれぞれ説明しなければならない。事務としても煩雑であるため施行時期の統一について当市としても希望す
る。
○当市において、今般、電磁的記録に係る基準省令の改正が行われているが、府令の改正は行われておらず、施行時期は統一す
ることが予定されているものの、公布の時期が異なっており、結果的に条例改正の手続きが間に合わないというケースもある。

御指摘の「家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準」及び
「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・
子育て支援施設等の運営に関する基準」など、今後類似する内容の
改正を行う場合には、各基準省令の所管省庁間で、改正内容や時
期について情報共有等を行うなど、緊密に連携を図りつつ、適切に
対応してまいりたい。

条例改正を行うにあたっては、議会上程に係る事務や準備に費やす時
間が負担になっていることを理解いただいた上で、回答のとおり今後類
似する内容の改正を行う場合には、各基準省令の所管省庁間で、改正
内容や時期について情報共有等を行うなど、緊密に連携を図りつつ、適
切な対応をお願いしたい。
また、基準省令の改正の公布から施行までに十分な期間を設け、市町
村が条例改正を行うにあたり、十分な準備期間が持てるよう検討をお願
いしたい。
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06_環
境・衛
生

給水装置
工事主任
技術者免
状の交付
番号等の
確認環境
整備

水道法に基づく、給水装置工
事主任技術者免状の交付番
号等について、水道事業者
が、データベース等のオンラ
イン上で確認できるよう、必要
な措置を講じること。

【現行制度】
指定給水装置工事事業者の指定の申請、更新及び新
たな給水装置工事主任技術者の選任等に当たっては、
選任等する給水装置工事主任技術者の免状の交付番
号等を確認するため、実態として、免状又は給水装置工
事主任技術者証の原本の提示又は写しの提出を求め
ている。
【支障事例】
指定給水装置工事事業者の指定の申請等の手続につ
いては、免状の交付番号等についても紙面により確認し
ているが、インターネットを介した手続の導入可能性の
検討に当たり、免状の交付番号等については電子的に
確認することができないため、電子的な確認ができるよ
うにしてほしい。また、指定の有効期間満了までに行う
必要がある更新手続の際、免状の書換え交付手続中の
場合等、有効期間満了までに書換え交付等を受けられ
ない場合がある。さらに、免状の返納命令を受けている
者をリアルタイムで把握するためにも、免状情報をオン
ラインで確認することは有効と考える。

指定給水装置工事事業者の新規指定や更新、新た
な給水装置工事主任技術者の選任等に当たり、紙
面によらずに交付番号等を確認することができ、申
請者の利便性が高まる。

水道法第25条の２
第２項第２号及び第
４号、第25条の３の
２第４項、第25条の
７、第25条の４第２
項、水道法施行規
則第19条第２号、第
34条第１項第３号

厚生
労働
省

東京
都

令和２年11月30
日「地方公共団
体におけるＤＸ推
進に関する要望
（第２弾）」として
国に提出

北海道、
旭川市、
ひたちな
か市、桐
生市、千
葉県、神
奈川県、
川崎市、
名古屋
市、稲沢
市、堺
市、鳥取
県、倉敷
市、広島
市、宇和
島市、糸
島市

○【現行制度】
指定給水装置工事事業者の指定の申請、更新、新たに選任する給水装置工事主任技術者に当たっては、選任する給水装置工事
主任技術者の免状の写しの提出を求めている。
【支障事例】
現行制度において、選任する給水装置工事主任技術者の免状の写しを紙面により確認しているが、水道事業者が免状の交付番号
をオンラインにて確認出来ることで、リアルタイムに免許情報（免許の返納命令を受けているもの等）を確認することは有効であると
考える。
○指定更新手続の際、免状の写しを紛失しているケースがあり、再交付までに更新手続きを受けられない場合がある。
免状の返納命令を受けている者をリアルタイムで把握するためにも、免状情報をオンラインで確認することは有効と考える。
水道法で定められている諸手続について、国で統一したシステムを開発・導入してほしい。
○電子化により添付書類の確認等が省略でき、事務の効率化が図られることから、インターネットを介した手続きの導入を求め、導
入の際には当市でも活用を検討する。
○当市においても電子申請システムの導入を検討しているが、法令により、確認書類の原本（免状の写し）提出が求められている。
【対応】電子申請を導入する際は、確認書類の（免状の写し）が必要なため、電子データとしてアップロードを事業者にしていただくこ
とになる。
電子申請の趣旨のひとつには、事業者が簡易に手続きを行うことであると考えていますので、法令改正により交付番号で確認でき
るような制度構築を検討していただきたい。

給水装置工事主任技術者の免状に記載されている氏名や免状番号
については、それらが個人情報に該当することから、原則、免状を取
得した本人が厚生労働省に照会することで、メール等で回答すること
としている。また、免状の返納命令がなされた場合、その事実と免状
に記載されている情報について、厚生労働省から各水道事業者に対
し都度情報提供を行っているところ。
その上で、いただいた御要望を踏まえ、やむを得ない事情等により、
水道事業者が速やかに免状番号等を確認する必要がある場合につ
いては、当該水道事業者が給水装置工事主任技術者と思われる本
人の合意を得ていることを前提に、水道事業者から厚生労働省に
メール等で直接照会して確認することができるようにする等、対応を
してまいりたい。

給水装置工事主任技術者免状の交付番号については、免状又は給水
装置工事主任技術者証により確認しているが、インターネットを介した手
続の導入可能性の検討に当たり、現状では電子的な確認手続が存在し
ないため、電子的な方法による効率的な確認手続の構築が本提案の趣
旨である。
インターネットを介した指定の申請等の全件について各水道事業者から
厚生労働省へメール等により照会することは現実的ではない。
現行の仕組みの下で可能な確認方法としては、申請者がスキャナーで
読み取った免状の電子データを送信する等の方法が考えられるが、申
請者側の設備次第では必ずしも対応可能であるとは限らない。申請者
の利便性を高めるためにも、データベース構築に限らずとも、例えば必
要な情報が入力されたＥｘｃｅｌ等に水道事業者がアクセスできるようにす
る等、確認方法につき再考いただきたい。
なお、やむを得ない事情等により水道事業者が速やかに免状番号等を
確認する必要がある場合については、御提案のとおり、水道事業者から
厚生労働省にメール等で直接照会して確認することができるようにする
等の対応についても併せて検討を要望する。

食品衛生法等の一部を改正する法律（平成30年法律第46号）が令
和３年６月１日に完全施行され、HACCP（ハサップ）に沿った衛生管
理が、営業以外の場合で継続的に不特定又は多数の者に食品を供
与する施設（以下「集団給食施設」という。）においても実施すること
が求められるようになりました。
集団給食施設におけるHACCPに沿った衛生管理については、令和
２年８月５日付け事務連絡「食品衛生法等の一部を改正する法律の
施行に伴う集団給食施設の取扱いについて（情報提供）」にて示すと
おり、中小規模等の集団給食施設（同一メニューを300食以上又は
一日750食以上提供する調理施設以外の施設）においては、大量調
理施設衛生管理マニュアル（平成９年３月24日付け衛食第85号別添
最終改正：平成29年６月16日付け生食発0616第１号）によらず、関
係業界団体等が作成し厚生労働省が内容を確認した手引書（小規
模な一般飲食店向け、旅館・ホテル向けの手引書等）を参考にし簡
略化した方法により、衛生管理を実施することが可能となっていま
す。こうした運用に沿って、中小規模等の児童福祉施設等において
も、大量調理施設衛生管理マニュアルではなく、当該手引書を参考
に簡略化した方法による衛生管理を実施いただけます。
例えば、大量調理施設衛生管理マニュアルにおいては、衛生管理の
実施記録は９つの様式で示しておりますが、「小規模な一般飲食店
向け」の手引書においては、「一般的衛生管理（検収の記録や従業
員の健康管理など、どの食品についても行うべき共通事項）の記録」
と「重要管理（食品の調理方法にあわせて行うべき事項）の実施記
録」の２つに集約されました。記録を求めている各事項についても、
「良・否」のいずれかに丸印を記載することにより、記録できるように
するなど簡略化が図られております。
これら手引書については、どなたでも自由に活用いただけるよう厚生
労働省のホームページ上で公開しているほか、児童福祉施設の給
食関係者等を対象とした研修等で周知しています。（参考）
・「HACCPの考え方を取りいれた衛生管理のための手引書」（小規模
な一般飲食店向け）
https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000479903.pdf
・「旅館・ホテルにおけるHACCPの考え方を取り入れた衛生管理手
引書」https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000489843.pdf
なお、従来通知している大量調理施設衛生管理マニュアルに従って
衛生管理を実施している場合は、当該マニュアルがHACCPの概念
に基づき策定されていることから、新たな対応は生じません。

当該手引書について、回答いただいたとおり簡略化した方法による衛生
管理が示されているため、内容についてよく確認し、事業者の負担を軽
減できるよう簡素化できる内容を検討していきたい。
一方で、具体的な支障事例として示した生鮮果実・野菜の保存温度につ
いては触れられておらず、手引書（１）配達された食材のチェックの中で
「決められた保存温度で保管されているかなどを確認します」との表現
に留まる。そのため、結局は温度管理の方法として、大量調理施設衛生
管理マニュアルに基づいて実施する必要があり、実態と乖離した管理項
目となっている。
このことから、少なくとも前述の生鮮果実・野菜の保存温度管理の項目
については、現場の実態に合うよう手引書又は同マニュアルの見直しを
検討いただきたい。
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児童福祉
施設等の
衛生管理
に係る大
量調理施
設衛生管
理マニュ
アルに基
づく記録
事務等の
簡素化

児童福祉施設及び認可外保
育施設の衛生管理に係る参
考資料である「大量調理施設
衛生管理マニュアル」につい
て、衛生管理に関しての点検
及び記録の必要性や記録簿
等の様式及び保管期間等に
ついて、マニュアル策定時点
からの食材の保存、運搬技
術等の向上も踏まえた上で検
討し、可能な限り簡素化する
ことを求める。

児童福祉施設等の衛生管理について、「児童福祉施設
等における衛生管理の改善充実及び食中毒発生予防
について（平成９年６月30日付け通知）」に基づき、「大
量調理施設衛生管理マニュアル」等を用いて衛生管理
を行うよう各施設に対して指導監査を行っている。
当該マニュアルには、衛生管理に関する調理や保管等
に係る点検項目や手順が示されていることに加え、点検
時にあわせて記録及び記録簿の保管が必要な項目が
多数設定されており、例えば、調理従事者の健康状態
や食材の温度管理等に関する記録を行う必要がある
が、「記録を必要とするものが多すぎる」という現場から
の指摘や簡素化の要望を多く受けている。特に、原材料
の取扱い等点検表による検収の記録簿の品目ごとの温
度の記録や、毎日実施する従事者等の衛生管理点検
表、調理器具等及び使用水、調理等における点検表、
食品保管時の記録簿、食品の加熱加工の記録簿、検食
保管管理マニュアル等、記録事務の負担が大きいこと
に加え、各記録簿等の書類の保管もままならない状態
である。マニュアルが策定された平成９年時点から何度
か改正が行われているものの、点検手順や記録項目を
追加する方向の検討しか行われておらず、項目を削減
するための検討は行われていない。策定時点から考え
れば、食材の保存技術なども向上していることから、必
要のない又は実態と合わない記載内容もあるのではな
いかと考えられる。具体的な例としては、生鮮果実・野
菜の保存温度について、特に根菜類は基本的に常温で
保存されているが、マニュアルに基づき納品時には10℃
前後まで温度を下げる必要があり、実態と乖離した管理
項目となっている。また、前述のような管理項目の削減
とあわせて、記録簿等様式の統合や押印の省略等を含
めた様式の簡素化や保管期間の短縮についても検討い
ただきたい。
当該マニュアルはあくまで参考であり、市町村において
独自に管理・記録項目を簡素化することを妨げるもので
はないとの指摘も想定されるが、児童の生命・身体の安
全に係る重要なものであるため、各市町村において独
自に国の示すマニュアルを変更することは事実上困難
であることから、国において必要な見直しを行っていた
だきたい。

現場の実態等を踏まえて衛生管理マニュアルを簡
素化することで、衛生管理に関する事務作業及び保
管の負担が軽減され、児童福祉施設等における衛
生管理をさらに推し進めることができる。

児童福祉施設等に
おける衛生管理の
改善充実及び食中
毒発生の予防につ
いて（平成９年６月
30日付け児企第16
号　厚生省児童家
庭局企画課長通
知）
大量調理施設衛生
管理マニュアル（平
成９年３月24日付け
衛食第85号（最終
改正　平成29年６月
16日付け生食発
0616第１号））

厚生
労働
省

松山
市、今
治市、
新居
浜市、
西条
市、大
洲市、
四国
中央
市、西
予市、
東温
市、上
島町、
久万
高原
町、砥
部町、
内子
町

本件は、事務の
簡素化・柔軟な
対応の実現を意
図するものであ
る。提案募集の
対象外や、既に
制度化されてい
る内容を含むか
もしれないが、具
体的な実現手法
として、厚生労働
省による補助制
度等で該当施設
の通信環境やタ
ブレット端末の整
備を支援するとと
もに、通信環境・
端末整備後の施
設において、タブ
レットによるタッチ
操作で必要な記
録の作成・保存
ができる基本ソフ
トを厚生労働省
から配信すること
で、業務の電子
化・簡素化が進
むのではないか
と考える。（各自
治体・事業者が
基本ソフトのカス
タマイズを行える
仕様で配信して
いただければ、
活用しやすいの
ではないか。）基
本ソフトの作成時
に、現在の様式
や内容の整理も
同時に実施可能
と考える。

旭川市、
横浜市、
川崎市、
和歌山
市、香川
県、宮崎
市

○大量調理施設衛生管理マニュアル標準作業書のすべての工程が必ず必要か再検討していただきたい。例えば、調理台の水洗
いは３回以上行うことが記載されているが、本マニュアルのⅡ５（１）⑩に記載があるドライシステムと調理台の水洗いを３回以上行
うことは両立が難しく、工程の簡素化と現状に合わせた工程の検討をいただきたい。
○平成９年度以降、保育・教育施設等では大量調理施設衛生管理マニュアルに準じて衛生管理を行っていますが、令和３年６月施
行の食品衛生法の一部改正によりHACCPに沿った衛生管理が義務付けられました。HACCP導入に伴い、従前以上に調理工程ご
との温度の測定や記録が求められ、その対象項目も増えています。調理の現場では、限られた調理従事者が限られた時間の中で
離乳食、乳・幼児食、おやつを作る必要があり、この状況下では現場の負担が非常に大きくなります。また、検食（検査用保存食）
は、50ｇ程度保存できない乾物等も１食分の保存を求めている（園児の乾物の１食分は0.1～５ｇ程度）など、現場の実態に即してい
ない状況もあります。そのため、現場の実態に合った取扱いにしていただきたい。



見解
補足
資料

措置方法
（検討状況）

実施（予定）
時期

これまでの措置（検討）状況 今後の予定

対応方針の措置（検討）状況各府省からの第１次回答を踏まえた追加提案団体からの見解

全国知事会・全国市長会・全国町村会からの意見 提案募集検討専門部会からの主な再検討の視点（重点事項） 各府省からの第２次回答
令和３年の地方からの提案等に関する対応方針（令和３年12月21日閣議決定）記載内容

※提案提出年以降の対応方針に記載があるものは当該対応方針の記載内容を
＜当該対応方針決定年＞として併記

― 【全国知事会】
提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検討を
求める。

各基準省令の所管省庁間で、改正内容や時期について情報
共有等を行うなど、緊密に連携を図りつつ、適切に対応して
まいりたい。
また、改正にあたっては、各自治体における条例改正にかか
る準備期間等を踏まえ、可能な限り公布から施行までの期間
を確保できるよう対応してまいりたい。

５【厚生労働省】
（７）児童福祉法（昭22法164）及び子ども・子育て支援法（平24法65）
（ⅱ）家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準（平26厚生労働省令
61）及び特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子
育て支援施設等の運営に関する基準（平26内閣府令39）については、市区町
村の円滑な事務に資するよう、府省間で緊密に連携を図り、同趣旨の内容の
改正を行う場合には原則として時期を統一する。
（関係府省：内閣府）

－ － 市町村の円滑な事務に資するよう、府省間で緊密に
連携を図り、同趣旨の内容の改正を行う場合には原
則として時期を統一するように検討した。

前段
通知

令和４年２月７日通知済 「中小規模調理施設における衛生管理の徹底につい
て」の一部改正について（令和４年２月７日付け薬生
食監発0207第１号）

後段
通知

令和４年８月31日通知済 「中小規模で調理を行う児童福祉施設等における衛
生管理について」（令和４年８月31日付け子総発0831
第１号、子保発0831第１号、子家発0831第１号、子子
発0831第２号、子母発0831第２号、障障発0831第１
号）

― 【全国知事会】
提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検討を
求める。

本件要望については、指定給水装置工事事業者の新規及び
更新の申請において記載が求められている、給水装置工事
主任技術者の交付番号に関するものであるが、水道法にお
いて、申請時に交付番号等を確認するための給水装置工事
主任技術者免状またはその写しを添付することは義務付け
ていないところ。
また、給水装置工事主任技術者免状の発行数は30万件を超
えており、その個人情報を水道事業者と共有することは最低
限の範囲とすべきことから、ネットワーク上で免状番号等の
個人情報を自由に閲覧できるようにする、又は、全ての免状
番号等の個人情報が入力されているExcel等データを水道事
業者に提供する等の措置は困難である。
一方で、一次回答のとおり、やむを得ない事情等により、水
道事業者が速やかに免状番号等を確認する必要がある場合
については、当該水道事業者が給水装置工事主任技術者と
思われる本人の合意を得ていることを前提に、水道事業者か
ら厚生労働省にメール等で直接照会して確認することができ
る体制を年内までに構築することしたい。

５【厚生労働省】
（31）水道法（昭32法177）
（ⅱ）給水装置工事主任技術者免状（25条の５）の交付番号については、水道
事業者（３条５項）から国に電子メール等により確認することを可能とし、当該
確認方法について令和３年度中に水道事業者に周知する。

事務連絡の発出 令和４年４月中 水道事業者による給水装置工事主任技術者の情報
の厚生労働省への照会は、所定の様式を用いて電
子メールで行うことができる旨を令和３年度全国水道
関係担当者会議（令和４年３月９日）にて周知した。

【全国知事会】
提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検討を
求める。

HACCPに沿った衛生管理では、事業者自身が、自らが使用
する原材料や製造方法等に応じた衛生管理計画を作成し、
実施状況を記録し、保存し、衛生管理計画の効果を定期的
に検証し、必要に応じて見直すことにより、衛生管理の向上
につなげていくことが求められます。この制度の下で、大量調
理施設衛生管理マニュアルについては、大量調理施設にお
ける衛生管理に関し、HACCPの概念に基づく標準的なマニュ
アルとして示しているものであることから、衛生上支障がなけ
れば、当該マニュアル等を参考とし、各施設の実態に応じ
て、自らが使用する原材料や製造方法等に応じた計画を作
成し、管理することは問題ありません（例：使用する原材料や
製造方法に応じ保存温度を設定する等）。中小規模等の児
童福祉施設等については、大量調理施設衛生管理マニュア
ルの他、手引書を参考に衛生管理を実施することが可能で
あることを明確化するため、関係通知の改正を検討します。

５【厚生労働省】
（３）児童福祉法（昭22法164）及び食品衛生法（昭22法233）
児童福祉施設等における衛生管理については、個々の現場の実態を踏まえ
た適切な衛生管理の推進を図るため、「中小規模調理施設における衛生管理
の徹底について」（平９厚生省生活衛生局食品保健課長）及び「児童福祉施設
等における衛生管理の改善充実及び食中毒の予防について」（平９厚生省児
童家庭局企画課長）等の通知を改正し、同一メニューを１回300食以上又は1
日750食以上提供するもの以外の施設に対して、地方公共団体は「大量調理
施設衛生管理マニュアル」（平９厚生省生活衛生局長）に限らず、厚生労働省
が内容を確認した手引書等を参考に指導を行うことも可能であることを令和３
年度中に明確化する。
それを前提に、上記の取扱いを踏まえた児童福祉施設への指導に資する方
策について検討し、令和４年中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措
置を講ずる。

―
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制度の
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団体名 その他（特記事項）

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞

各府省からの第１次回答
管理
番号

提案区分

提案事項名 求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）

各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの見解

○当市でも限度額認定更新にかかる事務処理は大きな負担となっており、提案自治体の約２倍（3,000件以上）の件数を毎年処理し
ている。資産状況の申告を義務付けることは困難だと思われること、資産形態も多様化していることなどから、本提案に合わせて資
産要件の抜本的な見直しを検討いただきたい。
○介護保険負担限度額認定証の認定期間は８月１日から７月31日までの１年間となっていることから、６月の市民税の確定から短
期間で約1,100件の更新に係る事務処理を行う必要があり、毎年度多大な事務負担が生じている。また、要介護認定を受け施設に
入所している被保険者及びその家族にとっても、本人及びその配偶者の預貯金等を確認するため、更新時期が来るたびに預貯金
等のわかるものの写しを提出いただくことは、口座の有無や通帳等がどこにあるかが不明な場合もあり，大きな負担となっている。
○介護保険では、負担限度額認定証の更新のほか、負担割合の判定及び証の交付、保険料の本算定など時期が重なる業務が多
い。特に負担限度額認定証の更新は、市民税確定後の短期間に1,000件弱の審査を行う必要があるが、口座の有無や通帳等がど
こにあるかが不明のケースも多く、その審査には時間を要するため、事務負担が大きくなっている。
○当市においては、介護保険負担限度額の認定更新に当たり、年間約1,600件の更新について、住所地への申請勧奨通知の発
送、申請書類の受付及びチェック（不備・不足があった場合は申請者等への連絡等）、システムへの入力及び認定証等の出力など
の事務処理を行っており、毎年度多大な事務負担が発生している。特に、申請漏れや申請書の不備、預貯金額を証明するための
添付書類の提出漏れ等が多く、これらのチェックや再提出等に多くの手間がかかっている状況にある。負担限度額の認定期間が複
数年とすることができれば、申請者としても毎年度の申請が不要となるため、申請者側・行政側の双方にとって負担軽減を図ること
ができるものと考える。
○全ての預貯金等の提出を依頼しているが、全ての預貯金等かどうかについては確認ができないため、却って受給者にとって不公
平である。当市では、システムの税情報の年金額と非課税年金額が通帳の入金と合っているかどうかを調べることで、その他に通
帳がないかを調べている。また、毎年2,500件以上の申請があるが、今年度は制度改正のため、システム改修のリリースが７月に
入ってからになる。帳票委託にデータを提供するのが、７月20日のため、リリース後、審査及び入力となり期間がほとんどない。シス
テムの情報のみで自動更新ができるような内容であれば、受給者及び行政双方の事務負担が軽減する。
○多大な事務負担が生じている点では当市も同様であり、見直しについては賛同する。具体的な手法として、通帳の写しの提出対
象者を絞り、申請手続きを要するものについても絞り込みをすればよいのではないかと考える。課税状況や資産状況に大きな変動
が見込まれない大半の者については継続して認定できるよう、法改正を望むものである。
○当市でも同じく更新時期に短期間で大量に事務処理を行う必要があり、毎年度事務負担は生じている。事務負担を改善するた
め、認定期間を見直すこと、毎年の課税要件調査を行うことには賛同する。
○当市でも、更新に係る事務処理については毎年度多大な事務負担が生じている。

介護保険の特定入所者介護サービス費（いわゆる補足給付）におい
ては、低所得者向けの福祉的な給付として、基本的な受給要件につ
いて、市町村民税世帯非課税であることや預貯金等の額が一定以
下であることを定めている。このうち、市町村民税非課税に該当する
か否かの判定は年に１度行われることから、適正な給付事務の執行
の観点から、「介護保険制度における利用者負担等の事務処理の
取扱いについて」（令和３年７月５日付け老介発0705第１号厚生労働
省老健局介護保険計画課長通知）において、負担限度額認定証の
有効期限は１年としている。
また、預貯金等要件の判定にあたっては、同通知において、
・預金通帳の写し等の提出については、施設への継続入所中の場
合には必ずしも毎年の添付まで求めなくてよいこと
・金融機関に対する預貯金額の照会については、全件実施ではな
く、個別に疑義がある場合などに実施すること
など、申請者及び保険者における負担軽減に係る取扱いをお示しし
ているところである。
その上で、同通知は地方自治法第245条の４第１項に基づく技術的
助言であることも踏まえ、預貯金等の変動により給付の対象外となる
ケースの実態や負担限度額認定証の有効期限を延長した場合の過
誤調整事務の発生見込み等について把握しつつ、国としての更なる
対応の要否について検討してまいりたい。

03_医
療・福
祉

介護保険
負担限度
額認定証
の認定期
間の見直
し

介護保険負担限度額認定証
の認定期間を１年から２年以
上とするなど期間を延長する
ことで申請手続及び介護保険
負担限度額認定証の交付事
務の簡略化を図り、申請者の
課税要件については、引き続
き年度ごとに確認ができるよ
う制度の見直しを図ること。
併せて、期間中に預貯金等
の資産に大幅な変化があり、
対象でなくなった場合等の申
し出の必須化及び明確化す
るよう見直しを図ること。

【現状】
介護保険負担限度額認定証の期間が１年間となってい
ることから、当市においては、毎年介護保険負担限度額
認定申請書及び要介護被保険者及びその者の配偶者
の預貯金等を確認するため、預貯金等のわかるものの
写し（以下「添付書類」という。）を提出いただいている。
【支障事例】
更新時期が一律で同時期（８月１日から７月31日まで）
であるため、６月の市民税の確定から短期間で約1,600
件の更新に係る事務処理を行う必要があり、毎年度多
大な事務負担が生じている。
介護認定を受けており、施設に入所している要介護被
保険者及びその家族に更新時期が来るたびに添付書
類を提出いただくことは、要介護被保険者が認知症であ
る場合など、口座の有無や通帳等がどこにあるかが不
明であるケースも多く、申請の際の支障となり、大きな負
担となっている。
添付書類がない場合は、同意書を提出いただき、金融
機関に預貯金等の調査を依頼しているが、どの金融機
関に預貯金を有しているか不明な場合も多々あり、この
場合においては、多くの金融機関に調査を依頼し、金融
機関からの回答を待つ必要があり、認定まで時間を有
する。
更新申請の際に対象外と判定されるのは、市町村民税
が課税者となる場合がほとんどであり、預貯金等の変動
で、対象外となる件数は年間を通しても、ごく少数であ
る。
市町村民税の要件については、市町村民税確定後に職
権で毎年度確認できるよう制度改正を行うことで、所得
が増加した者の審査を行うことは可能である。

【住民】
施設入所をしている高齢者、その家族及び介護職
員の負担の軽減を図ることができる。
毎年の介護保険負担限度額認定証の更新申請が
不要となり、手続きモレによって認定期間が超過し、
申請者において本制度の適用外になることに伴う費
用負担が発生することを防ぐことができる。
【市】
当市においては、介護保険負担限度額認定証を約
1,600件交付しており、市民税の確定から限られた
時間で、認定期間に切れ目がないように認定・発送
する必要があり、事務負担が大きいため、その事務
負担の軽減を図ることができる。

介護保険法施行規
則第83条の５及び
第83条の６

厚生
労働
省

苫小牧
市、陸前
高田市、
須賀川
市、所沢
市、佐久
市、関
市、大阪
市、寝屋
川市、生
駒市、広
島市、三
原市、府
中町、松
山市

高岡
市

「介護保険制度における利用者負担等の事務処理の取扱いについて」
（令和３年７月５日付け老介発0705第１号厚生労働省老健局介護保険
計画課長通知。以下「通知」という。）において預金通帳の添付省略など
事務の一部の省略についてお示しいただいているところではあるが、根
本的な事務負担である負担限度額認定申請等に関する事務処理自体
は省略できていないため、負担限度額認定証の有効期限を１年から２年
に延長する方向で検討していただきたい。
市町村民税が非課税に該当するかは被保険者からの申請によらずとも
把握可能であり、市区町村が年度毎に課税要件を確認すれば、負担限
度額認定証の有効期限を２年に延長しても差し支えないと考える。
本制度は、認定を受けている被保険者が認定更新の申請を行う際、対
象外となるのは課税所得条件による場合が多く、預貯金等の資産条件
により対象外となるのは少数であるため、預貯金額の変動により対象者
から外れる場合には、認定証の返還義務（省令に規定）の遵守や過誤
調整を行うこと等を条件に、市区町村の判断により、認定期間を２年に
延長できると考える。
併せて、通知には、具体的にどのような場合において預金通帳の写し等
の提出を省略してよいか等が明確に示されておらず、保険者において
省略という判断を行うことが困難となっていることから、円滑に制度運用
ができるよう更に具体的に示していただくなど、通知の記載内容につい
ても検討していただきたい。

31 B　地
方に
対する
規制
緩和

32 B　地
方に
対する
規制
緩和
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感染症の
予防及び
感染症の
患者に対
する医療
に関する
法律第12
条第１項
の医師の
届出にお
ける経由
先の追加

保健所設置市等以外の市町
村が設置した検査施設にお
いて、医師が同法第12条第１
項第１号に掲げる者を診断し
た場合は、施設を設置した市
町村長を経由して最寄りの保
健所長に届け出ることが可能
となるよう法改正を求める。

当市は、県の検査機関との距離が遠いこともあり、新型
コロナウイルス感染症の検体検査施設を整備し、令和２
年８月17日より検査を実施している。
現行の法制度では、当市が整備した検査施設におい
て、医師が診断した検査結果を、市には報告を受ける権
限がなく、新型コロナウイルス感染症の市内での感染状
況を迅速に把握するために市が費用を拠出して検査施
設を整備したのにもかかわらず、その結果の報告を受
けることができない。
市民の生命を守るため、市が検査施設の整備を行った
ことは、当然、市民に対して広報を行っているが、市が
整備したのに、その結果を市が知ることができないとい
うのは、市民の理解が得られにくく、「行政が感染情報を
隠しているのではないか」などといった、不安や不満の
要因になっているとともに、風評や憶測といった根拠の
ない情報が蔓延する原因となることも懸念される。
また、県による検査結果の判定及び発表は、全県下か
ら集まってくる検体の検査結果をまとめた上で行うた
め、１～２日以上遅れることも多いが、その間に感染が
拡大したり、風評や憶測が広がるなど、県が一括して行
うことによるデメリットが顕在化している。

市としても、県との密接な連携のもと、濃厚接触者
の調査等も一緒に行いたいと考えており、検査結果
の報告を市が受けられるようになった上で県・市が
連携して感染防止に取り組む「地方分権型感染防
止体制」を今後構築できればと考えている。
そのためにも、まず市が感染状況を迅速に把握し、
感染者やその家族等の人権にも十分に配慮しなが
ら、地域の実情に応じた適切な情報発信や迅速な
感染防止策の実施を市として行うことで、市民の不
安の軽減や風評・憶測といった根拠のない情報の
蔓延の防止にもつなげることができる。
また、ひとり親家庭や要介護者がいる家庭など、特
にケアが必要な者への市の迅速な対応も可能とな
る。

感染症の予防及び
感染症の患者に対
する医療に関する
法律第12条第１項

厚生
労働
省

延岡
市

－ － 感染症対策においては、感染症の発生状況等の情報を収集し、そ
れを迅速に分析し、その結果を基に必要な措置を講じていくことがま
ん延防止及び感染症の発生予防のため重要である。このため、感染
症法（以下「法」という。）においては、法第12条等に基づく医師等か
らの届出と、当該届出等を基にした法第15条に基づく積極的疫学調
査による感染症の発生動向等の把握により情報収集を行う仕組みと
なっている。法上、こうした仕組みによる情報を基に、患者への適切
な医療提供や就業制限等の感染拡大防止策を講じることとしてい
る。これらは広域的・専門的な対応が必要であり、都道府県に加え
保健所設置市・特別区も都道府県と同様の立場に立って権限を行使
することとなっている。
本提案により市町村が患者情報の把握から公表まで行うために医
師の届出を受けることとした場合、市町村において、通例都道府県
が行っている広域的・専門的な対応に類する対応を患者等に対して
行う責任を負う必要があるところ、保健所を有しない全国の市町村に
対してこれを一律に課すことは困難である。
また、医師の届出先が診断場所によって市町村長である場合と最寄
りの保健所である場合に分かれることとなること、経由機関を増やす
ことは、対応の着手が遅れるリスクがあること等から、新型コロナ対
策の渦中において、こうした届出の在り方を変更した場合、現場への
混乱が生じ対策に支障が出る蓋然性が高い。
加えて、患者情報は、都道府県との連携・協力のもと、必要な情報共
有と住民への情報提供が期待されている上、感染防止・プライバ
シーの観点の両面から慎重な取扱いが求められるところ、必ずしも
全ての市町村が十分な広域的・専門的体制を持たない中で、情報を
共有する市町村を増やすことは適当ではない。
これらを踏まえると、迅速性・広域性・専門性が求められる感染症対
策において、御提案のような市町村経由事務の新設は困難である
が、保健所を有しない市町村と都道府県との間の情報共有について
は様々な方法が考えられ、御提案の実現により想定する対応につい
ては、例えば、患者からの同意取得や、委託契約の改定等により検
査機関から結果報告を受けることや、県が保有・整理した情報を共
有頂くことで達成可能であると考えられる。従って、県との連携を密
にし、県に必要な情報提供の頻度を上げることを依頼する等により
対応可能であると考えている。

市町村は、子育て支援や要介護世帯支援、義務教育、未就学児教育な
どを総合的に担っており、感染者の家族の支援や国民への行政サービ
スの安定的な提供の確保等を考えると、市町村が迅速に対応すること
が極めて重要です。
また、風評被害への対応も、普段から地域住民との間で「顔の見える関
係」である市町村が関係者に直接説明することが最も効果的です。
そのため、第一報が市町村に入ることは非常に有意義なことです。
さて、本提案は都道府県の全ての業務権限移譲を求めるものではなく、
医師の届出を市町村経由とし、感染者やその家族へのケア、感染者の
勤務先等での風評拡大防止など、普段から住民との距離が近い市町村
ならではの業務に迅速に着手することを想定したものです。
提案実現の際は、市町村と都道府県それぞれの強みを活かした役割分
担を行うこととなりますが、「広域的・専門的な対応が必要」な業務は、こ
れまでどおり都道府県が担うことが適当であると考えています。
なお、貴省ご提案の「本人の同意取得や、委託契約改定等により検査
機関から結果報告を受ける」ことについては、すでに昨年県及び延岡市
医師会に同様の提案を行いましたが、感染症法第12条第１項の規定を
理由に断られています。したがって、国におきましては法改正を行ってい
ただく必要があると考えています。
なお、改正内容については、市が設置した施設か否かに関わらず、当該
市町村内の医療機関を対象として、「都道府県と市町村の協議により合
意が得られた場合は、医師の届出を市町村経由でできる」といった地域
の実情に応じて情報共有及び感染拡大防止対策等強化のための体系
を柔軟に形成できる内容がよいと考えています。
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これまでの措置（検討）状況 今後の予定

対応方針の措置（検討）状況各府省からの第１次回答を踏まえた追加提案団体からの見解

全国知事会・全国市長会・全国町村会からの意見 提案募集検討専門部会からの主な再検討の視点（重点事項） 各府省からの第２次回答
令和３年の地方からの提案等に関する対応方針（令和３年12月21日閣議決定）記載内容

※提案提出年以降の対応方針に記載があるものは当該対応方針の記載内容を
＜当該対応方針決定年＞として併記

法律 令和4年12月9日 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関
する法律等の一部を改正する法律（令和４年法律第
96号）、令和４年12月９日付け厚生労働省医政局長、
大臣官房医薬産業振興・医療情報審議官、健康局
長、大臣官房生活衛生・食品安全審議官、保険局長
通知

法律 令和4年12月9日

【苫小牧市】
負担限度額の認定において、更新申請である場合、預貯
金額の変動により該当から非該当に変更となるケースは
極めて少ないが、毎年、申請者は預貯金額が確認できる
書類を添付して申請を行うとともに、市においては全件の
預貯金額を確認している状況にある（金融機関に対する
預貯金額の照会については、個別に疑義があるケースに
のみ実施している。）。
市民税課税状況による区分変更等については、毎年、市
において職権により課税状況を確認し、変更がある場合
に限り対応することで足りるものと考えられ、申請者の収
入申告漏れ等がなければ過誤調整事務が発生する可能
性は低い。
このことから、負担限度額認定期間の延長について検討
いただきたい。
【所沢市】
介護保険のいわゆる補足給付は、低所得者でも施設入
所サービスを受けるために必要な支援であることは理解
しております。しかしながら、預金通帳等の写しの添付を
省略することについては、公平性を失するおそれを払拭
できないため、技術的助言に基づく保険者判断というので
はなく、法令上明確化することを望みます。また、金融機
関に対する照会については、既に必要最小限の範囲にと
どめていますが、それでも全体の事務処理の一部に過ぎ
ず、負担軽減としての解決策とはなり得ないものと考えま
す。なお、今年度当市から照会を実施したある金融機関
については、行政機関からの照会件数の激増により対応
に苦慮している旨の手紙が添えられていたことを申し添え
ます。
令和３年８月以降、補足給付の制度は大きな見直しがあ
りましたが、特にボーダーラインで認定を受けられない方
や段階が変わって負担増となる方については、年間を通
じた負担が大きく変わることがあり、ボーダーのあたりの
認定者と非認定者の負担のあり方は強く疑問が残りま
す。（資料１）
保有する資産を勘案する仕組みについても、資産は流動
的で変動しやすく、容易に移転してしまうため、公平な基
準を作るためのツールとして利用するには適さないので
はないかという点も非常に疑問が残ります。（資料２）
収入に基づく負担の逆転現象を生じさせず、資産要件も
利用しない、公平な新たな仕組みづくりを求めます。

有 【全国市長会】
提案の実現を求めるものであるが、申請者の課税
要件の確認について、申請者や自治体担当者の
負担が増加することを懸念する意見が寄せられて
いるため、その点については配慮していただきた
い。
【全国町村会】
事務負担の軽減に向け、提案団体の意見を十分
に尊重し、積極的に検討していただきたい。

○以下の対応を行うことによって認定期間を２年以
上としても支障はないのではないか。
　①提案団体によれば、補足給付の対象条件の課
税所得が非課税になるかどうかの確認は職権で可
能であるため、市区町村が年度毎に課税所得を確
認する。
　②本制度の対象者は高齢者が多く、認定更新の
申請を行う際に預貯金等の資産条件により対象外
となるのは少数である。この実態を踏まえ、預貯金
等の変動により対象外となる場合には、認定証の
返還義務の遵守や過誤調整の実施等を条件とす
る。
○市区町村の判断により認定期間を２年以上とし
て良いのであれば、左記通知（技術的助言）に地方
公共団体が地域の実情に応じて柔軟に年数を設
定できるよう明記すべきではないか。
○１次ヒアリングにおいて、預貯金等の資産を確認
するための調査が過大な事務負担になっていると
受け止めるとの説明があったが、これを踏まえ、市
区町村の負担軽減に資するよう策を講じるべきで
はないか。
○また、市区町村の実態を調査するとの説明が
あったが、当該調査を踏まえ、早急に対応策を検
討し、２次ヒアリングまでに見直しの方向性を示し
ていただきたい。

仮に補足給付の負担限度額認定証の有効期限を２年間とし
た場合、一定の事務負担の軽減が見込まれる一方、預貯金
等の額に変動がない場合であっても、２年目に収入要件に係
る市町村民税非課税に変動があった場合、高齢の受給者に
対して認定証返還の徹底を求めることや、当該返還前に給
付を受けてしまった場合には過誤調整の事務が発生するな
ど、かえって保険者の事務負担が増大するおそれがある。
また、預貯金等要件についても、従来はどの所得段階でも一
律の基準額（単身1,000万円）であったところ、本年８月からの
制度見直しにより、所得段階に応じてその基準額が見直され
た（単身500～650万円）ことから、２年目に収入額に変動が
あり所得段階が変更となった場合、それに伴い預貯金等要
件の基準額も変更することとなり、再度の確認が必要になる
ケースが想定される。
このため、国としては原則的な有効期間は１年間が適切であ
ると考えているが、通知は地方自治法第245条の４第１項に
基づく技術的助言であることも踏まえ、収入や預貯金等の変
動により給付の対象外となるケースの実態や過誤調整事務
の発生見込み等について把握しつつ、国としての更なる対応
の要否について検討してまいりたい。
なお、通知に記載している預金通帳の写し等の提出を省略
できる場合（施設への継続入所の場合）に関して、具体的な
疑義の詳細を伺いつつ、必要に応じて補足的な事務連絡の
発出等を検討してまいりたい。

５【厚生労働省】
（45）介護保険法（平９法123）
（ⅷ）介護保険負担限度額認定証（施行規則83条の６第４項）については、地
域の実情に応じて市区町村の判断により有効期限の設定が可能であること等
を明確化するため、通知（令３厚生労働省老健局介護保険計画課長）を改正
し、地方公共団体に令和３年度中に通知する。

通知 令和4年3月31日 介護保険負担限度額認定証の有効期限について
は、保険者において、受給者の預貯金等の額の変動
状況や過誤調整の発生見込み等の地域の実情を踏
まえ、必要があると認めるときは、当該終期を翌々年
の７月31日としても差し支えないとした。
ただし、その際には、被保険者に対して、認定証の有
効期間中に支給の要件を満たさなくなった場合には
認定証返還の徹底を求めるなど不適正受給の発生
防止に努めることとしている。以上のことを地方公共
団体へ通知した。

「介護保険制度における利用者負担等の事務処理の
取扱いについて」等の一部改正について（令和４年３
月31日付け老介発０３３１第２号厚生労働省老健局
介護保険計画課長通知）

― 【全国知事会】
都道府県の行う感染症対策に与える影響を踏ま
え、慎重な対応を求める。

○都道府県から保健所設置市等以外の市町村へ
の感染症情報の提供と感染症法第12条や守秘義
務との関係を明確にして、早急に地方公共団体に
周知いただきたい。
○感染症情報について都道府県から保健所設置
市等以外の市町村に円滑に提供するための仕組
みについて、感染症法に位置付けることも含めて
検討いただきたい。

既に現行制度の中で、住民に身近な立場である市町村が自
宅療養者の食料品、日用品等の購入の代行などを行う仕組
みを構築するため、サービスの提供に必要な情報を県から
提供頂くといったように、県と市で積極的に連携を行っている
県がある。御提案団体においても、県と連携頂くことで市が
設置した検査施設だけでなく市内すべての検査を情報取得
の対象とすることが可能である。加えて、感染症対策を効果
的に進めるという観点からは、措置権限を持つ都道府県と連
携・調整することが不可欠であることを踏まえると、検査施設
から報告を受ける方法よりもむしろ、このような形で県とご連
携いただく方が望ましいと考えている。
このため、経由機関を追加するという形ではなく、県と保健所
をもたない市町村が感染症対策に当たり、円滑に情報連携
いただけるよう、政府としても患者情報の共有についての好
事例を自治体へお知らせすることにより対応したい。
なお、既に厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進
本部令和３年８月25日付け事務連絡「感染症法第44条の３
第６項の規定による都道府県と市町村の連携について（周
知）」及び「感染症法第44条の３第６項の規定による都道府
県と市町村の連携について（自宅療養者等に係る個人情報
の提供等に関する取扱いについて）」（令和３年９月６日付け
健感発0906第２号厚生労働省健康局結核感染症課長・総務
省自治行政局行政課長通知。以下「通知」という。）において
も、感染症対策の実施主体は、都道府県及び保健所設置市
とされているが、自宅療養者の生活支援などの住民サービス
については、住民に身近な立場である市町村の協力も重要
であるため、法第44条の３第６項の規定に基づき、都道府県
と市町村が連携して自宅療養者等に対する生活支援を行う
よう要請を行っているところである。その上で、通知において
は、自宅療養者等に係る個人情報の提供に関する考え方を
お示しするとともに、法第44条の３第６項に基づき県と市町村
が連携して生活支援事業を行っている自治体の好事例の紹
介を行っているところである。

＜令３＞
５【厚生労働省】
（46）感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平10法
114）
感染症に関する情報については、以下のとおりとする。
・都道府県から保健所設置市等以外の市町村への提供については、個人情
報保護条例との関係を整理した上で可能であることを地方公共団体に通知す
る。
［措置済み（令和３年９月６日付け厚生労働省健康局結核感染症課長、総務
省自治行政局行政課長通知）］
・都道府県から保健所設置市等以外の市町村への提供の在り方について
は、都道府県と市町村との連携（44条の３第６項）が円滑に実施されるよう、新
型コロナウイルス感染症の感染状況も踏まえて検討し、その結果に基づいて
必要な措置を講ずる。

＜令４＞
５【厚生労働省（40）】
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平10法114）
（ⅰ）都道府県から市町村への感染症に関する情報提供については、市町村
長は感染を防止するための報告又は協力（44条の３第１項及び第２項）に係る
都道府県知事からの協力の求め（同条６項）に応ずるため必要があると認め
るときは、当該都道府県知事に対し、新型インフルエンザ等感染症にかかって
いると疑うに足りる正当な理由のある者又は当該感染症の患者に関する情報
その他の情報の提供を求めることを可能とする。
［措置済み（感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の
一部を改正する法律（令和４年法律第96号）、令和４年12月９日付け厚生労働
省医政局長、大臣官房医薬産業振興・医療情報審議官、健康局長、大臣官
房生活衛生・食品安全審議官、保険局長通知）］
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茅ヶ
崎市

北海道、
川崎市、
横須賀
市、福井
市、長野
県、佐久
市、豊橋
市、稲沢
市、京都
市、枚方
市、寝屋
川市、高
松市、大
牟田市、
宮若市、
熊本市、
大分県、
小林市

現在、全国に約23万人の民生委員が地域住民の身近な相談相手、
専門機関へのつなぎ役として、誰もが安心して生活できる地域づくり
のために、訪問、地域福祉活動、相談・支援等の活動を行っている。
その職務については、民生委員法第14条に規定されているが、地域
福祉分野を専門領域とする大学教授や全国民生委員児童委員連合
会長、自治体の地域福祉担当者等を構成員とした「民生委員・児童
委員の活動環境の整備に関する検討会」報告書において、民生委
員が地域住民の身近な相談窓口としての役割を期待されている以
上、職務の範囲は非常に横断的かつ幅広とならざるを得ない旨言及
されている上、職務の内容も地域の実情に応じて様々であることか
ら、個別具体的に定めることは困難である。また、民生委員の役割を
超えた対応が求められている事案については、関係省庁等の調整
の上で是正し、厚生労働省が主催する会議（社会・援護局関係主管
課長会議）で周知する取組を引き続き実施していくことが重要である
と考えている。

○定年延長や成り手不足の影響から、職についている方が民生委員となっているケースがある。時間の制約があるなか、個人の
裁量による活動が多くなっており、個々の負担が大きくなっていることが考えられる。職務の範囲を明確化することで、負担軽減につ
ながり、成り手不足の解消にも繋がると考える。
○社会情勢が変わり、アパート単身世帯が増える中で民生委員でも世帯の実態を把握できていないケースが増えているにもかか
わらず、各種証明行為を求められることが多く民生委員の負担となっている。また、民生委員の業務の範囲が示されていないため
場合によっては各種業者との契約行為の立会人や保証人となることまで期待されてしまい困られているケースが散見される。一定
のガイドラインを設けていただき、こういった事例に対処できるようにすることがひいては民生委員の負担軽減につながり、未来の成
り手の民生委員忌避意識を減少させることにつながると思われる。
○少子高齢化の進行や人間関係の希薄化、地域住民の価値観や生活様式の多様化などに伴って、人々が直面する生活課題・福
祉課題も多様化、深刻化している中、民生委員の活動に期待される役割は一層大きなものとなっている。そうした中、民生委員か
ら、職務範囲や役割の明確化を希望する声があがっている。成り手不足を解消するためにも、民生委員の職務範囲の明確化をす
るべきである。
○民生委員の役割として、災害時の安否確認や複合・複雑化した困難事例の対応等、以前より民生委員に対する役割や期待は大
きさを増している。民生委員の新しい役割・あり方については、今後地域共生社会の実現を目指す中で、再考する必要があると考
えられる。一方で、ガイドライン等の作成にあたっては、民生委員が無償ボランティアであることを踏まえ、民生委員個人の裁量に委
ねる部分も残していただきたい。
○昨年度、管内民生委員を対象に実施したアンケート調査結果において、委員活動継続のために最も希望することが「活動の範囲
や役割の明確化」であった。当自治体としても、民生委員の活動が、個人の裁量に委ねられていることが多く、役割を超えた対応を
求められている状況であり各種証明事務の負担軽減など民生委員の担い手不足対策が課題となっている。
○民生委員に対して、本来の活動の範囲外の対応を求める市民の声もあり、そのような要望に対して適切な返答を行うためにも職
務範囲を示すガイドラインは必要と考える。さらに、民生委員自身が、日々の活動において判断に迷う事象が生じた場合、参考に活
用することも想定される。また、民生委員のなり手不足による欠員は慢性的に生じており、ガイドラインを策定することにより、職務
が明確化され、活動へのハードルが下がることが期待される。
○当市においても民生委員の担い手不足は深刻な問題となっている。その一因となっている職務の不透明さ、多様な要求を少しで
も解消するためにガイドライン等の制定は必要と考えられる。
○本来行うべき職務範囲を示すガイドラインがあれば、民生委員の適切な負担に寄与することができる。民生委員に興味を持ってく
れている方や、民生委員になろうと考えている方にとっては、活動範囲を示すことでイメージがしやすくなる。
○当県においても、民生委員の担い手不足解消のため、市町村から負担軽減策や活動指針の提示を求める声が上がっている。令
和２年度に市町村及び地区民児協会長を対象に実施したアンケート調査や民生委員へのヒアリングの結果、1/4以上の委員が就
任前に「活動の内容がわからない」という不安を抱えていたことがわかった。就任後も「どこまでやればよいかわからない」という悩
みを抱えながら活動している委員が多くおり、明確な職務範囲が明示されず、個人の裁量任せの活動になっていることが負担感の
要因となっている。また、民生委員・児童委員の負担を軽減し、活動しやすい環境を整備するために有効な取組みとして、多くの市
町村や民生委員が「活動内容の整理・明確化」を挙げている。職務の範囲を明確に示すことによって民生委員の業務量や精神的な
負担が軽減され、候補者もまた引き受けやすくなると考える。
○当市においても、市内の民生委員より「民生委員は地域の専門機関への『つなぎ役』だということは分かるが、どこまで自分が介
入していいものか分からない。」という意見が何度も挙げられている。また、地域の小学校教諭からも、「民生委員・児童委員が守秘
義務があるとはいえ、免許などが必要な専門職ではない『地域のボランティア』である以上、情報共有の程度に迷う。自校の不登校
の児童の情報などを、担当地区の民生委員にどこまで伝えていいのか分からない。民生委員から地域での心配な児童の情報は受
けるが、その後その児童がどうなったか民生委員に尋ねられた場合、学校側から情報提供するのは難しい。」といった意見があっ
た。個人情報の共有の程度は、個々の相談ケースごとに対応を変化させる必要があり、基準を設けることは難しいかもしれないが、
ガイドライン等である程度民生委員・児童委員の職務範囲を具体的に示すことで、民生委員の地域での立ち位置が明確化し、より
活動しやすくなると考えられる。
○当市においても、民生委員に対する期待度は高く、大きな役割を担っていただいている状況である。ガイドラインができることで、
本来の役割を明確化し、地域団体や住民への周知もできる。ただし、同時にこれまで民生委員が対応してきた個別案件を民生委員
の代わりにフォローする体制づくりも整えていく必要がある。
○民生委員の証明事務の必要性と合理性について、民生委員という個人ボランティアが、機関同様に証明能力を有することが適当
かどうか再検証し、民生委員による証明に依存しないよう対策を講じるべきと考える。
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民生委員
の職務範
囲の明確
化

民生委員の職務について、ガ
イドラインの策定等により、民
生委員法に照らして本来行う
べき職務の範囲を明確化す
る。

定年後の人や専業主婦のボランティアが多かった民生
委員制度であるが、定年延長、女性の社会進出等、社
会情勢の変化に伴い、成り手不足が深刻化している。
民生委員の職務は、第十四条に明記されているが、個
人の裁量により大きく変わってしまい民生委員の役割を
超えた対応を求められる傾向にある。民生委員に対す
る期待値が高く、地域の「なんでも屋」のようなイメージ
が浸透してしまっていることが担い手不足の大きな要因
の一つとなっている。
民生委員の役割をさらに明確化し、行政機関へつなぐ
協力体制の構築と受け手側である行政の体制強化をし
なければ、地域のボランティアから成り立っている民生
委員制度は、いずれ破綻すると考えられる。

民生委員の職務範囲をガイドライン等により具体的
に示すことで、個人の裁量に委ねられていた職務内
容を明確にする。このことで、活動の範囲が統一化
され、「どこまでやれば良いかわからない。」という理
由からの成り手不足の解消、「なんでも屋」のイメー
ジも払拭できる。
さらに、民生委員が個別ケースばかりに注力するこ
となく、これまで対応しきれなかったケースへの対応
を行うことができ、また、それらのケースを行政機関
につなぐことで、全国的な福祉の向上につながる。
社会情勢の変化によるボランティアの高齢化の改
善にはつながらないかもしれないが、職務がイメー
ジしやすくなることで、高齢者や仕事を持つ地域の
人も引き受けやすくなると考えられる。

民生委員法　第十
四条

厚生
労働
省

地域住民の身近な相談窓口として、職務の範囲は非常に横断的かつ幅
広とならざるを得ない旨が検討会報告書で言及されているとあるが、そ
れこそがまさに民生委員・児童委員活動における課題であり、職務範囲
を不明確にする要因となっていると考えている。
この報告書では、日常的な支援等民生委員・児童委員の活動範囲を超
えていると思われる活動についても言及されているため、ガイドライン等
により職務内容を明確にすることで、多方面からの民生委員・児童委員
に対する過度な協力依頼などを抑制し、民生委員・児童委員の精神的
な部分を含めた負担軽減につながると考えている。
民生委員の役割を超えた対応が求められている事案については、関係
省庁等の調整の上で是正し、厚生労働省主催の会議等で周知する取組
を是非とも継続していただきたいが、社会・援護局関係主管課長会議で
の周知は、情報の伝達として行政への事務的周知になる傾向が強く、民
生委員・児童委員への効果的周知としては不十分であり、地方公共団
体が能動的に個別事案の判断をするためには、ガイドライン等も必要で
あると考えている。
社会福祉法改正に伴い、複雑化・複合化した支援ニーズに対応する包
括的支援体制構築に向けた取組が進んでいる中で、属性を超えた多機
関が連携し、福祉課題を共有して課題解決していくためには、地域住民
の身近な相談窓口である民生委員・児童委員が担う役割も大きい。
地域と行政関係機関をつなぐ民生委員・児童委員が、専門職と連携して
いく上で、役割を分担し対応していくためには、職務範囲を明確にしてお
くことが必要であると考え、活動範囲をガイドライン等で具体的に示す必
要があると考えている。



見解
補足
資料

措置方法
（検討状況）

実施（予定）
時期

これまでの措置（検討）状況 今後の予定

対応方針の措置（検討）状況各府省からの第１次回答を踏まえた追加提案団体からの見解

全国知事会・全国市長会・全国町村会からの意見 提案募集検討専門部会からの主な再検討の視点（重点事項） 各府省からの第２次回答
令和３年の地方からの提案等に関する対応方針（令和３年12月21日閣議決定）記載内容

※提案提出年以降の対応方針に記載があるものは当該対応方針の記載内容を
＜当該対応方針決定年＞として併記

５【厚生労働省】
（13）民生委員法（昭23法198）
民生委員については、関係団体と連携しつつ、引き続き、担い手の確保や活
動の負担軽減に資する創意工夫ある取組事例を収集し、全国会議等を通じて
地方公共団体に令和３年度中に周知する。

― 【全国知事会】
提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検討を
求める。
【全国市長会】
提案の実現を求めるものであるが、職務範囲を明
確化することにより、民生委員の負担増加や、逆
に、活動を制限し必要な支援に応えられらない状
況が起こりうることを懸念する意見が寄せられてい
るため、その点については配慮していただきたい。

民生委員の具体的な活動内容は、地域の実情に応じて様々
であり画一的に定められるものではない。
そのような状況において、仮に民生委員の活動範囲を具体
的に示したガイドライン等を策定した場合、地域によっては既
に民生委員が実施している活動を制限し必要な支援に応え
られない状況を誘発する等、ご提案の趣旨とは逆の効果をも
たらす可能性がある。
一方で、民生委員に対する過度な協力依頼等を抑制し、負
担軽減を図る取組みは重要であることから、民生委員の役割
を超えた対応が求められている事案については、関係省庁
等の調整の上で是正し、厚生労働省が主催する会議（社会・
援護局関係主管課長会議）で周知する取組みを今後も引き
続き実施し、地方公共団体が主体的に個別事案を判断する
ための支援を行っていくことが適切であると考えている。

全国会議（社会・援護局関
係主管課長会議）で周知

令和４年３月 関係団体と連携しつつ、各自治体において行われて
いる民生・児童委員活動の負担軽減や、将来の担い
手確保を念頭に置いた様々な取組事例を収集し、厚
生労働省が主催する会議（社会・援護局関係主管課
長会議）で周知した。



区分 分野 団体名 支障事例 見解
補足
資料

根拠法令等
制度の
所管・関
係府省

団体名 その他（特記事項）

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞

各府省からの第１次回答
管理
番号

提案区分

提案事項名 求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）

各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの見解
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都道府県
障害者計
画、都道
府県障害
福祉計画
等におけ
る計画期
間の見直
し及び計
画内容の
簡素化

都道府県障害者計画（以下
「障害者計画」という。）と都道
府県障害福祉計画（以下「障
害福祉計画」という。）等の統
合等を促進するため、障害福
祉計画を障害者基本計画と
同じく５か年計画とすることを
求める。
または、障害者基本計画を６
か年計画とすることを求め
る。
併せて、障害者計画と障害福
祉計画等計画内容の簡素化
を求める。

障がい福祉に関し、都道府県には、障害者基本法に基
づく障害者計画と、障害者総合支援法に基づく障害福
祉計画等の策定が求められている。
障害福祉計画は、障害者計画の一部であり、障害福祉
サービスに関する３年間の実施計画としての位置付け
であるため、例えば、地域生活移行者数や障害福祉
サービス見込量等の成果目標や、目標達成のための方
策等について、内容が重複している。
しかし、両計画とも策定義務があるため、それぞれの計
画策定について、実態把握調査の実施、住民意見の反
映等の作業に加え、学識者や障がい当事者等で構成さ
れた審議会で複数回審議するというプロセスが必要とな
り、大きな負担となっている。
また、障害福祉計画が３か年計画であるため、次期計
画の策定に向けた現行計画の効果等の検証を、２か年
の取組実績により行うことになるが、２か年という期間は
検証には短く、次期計画に現行計画の反省点等を十分
に反映できない。
さらに、名称及び内容の近い計画が複数存在すること
は、住民の分かりにくさにもつながっているため、両計画
を統合し、１つの計画にできれば、業務負担の軽減及び
住民の分かりやすさ向上を図ることができるが、両計画
の計画期間が異なることが統合の妨げとなっている。
障害福祉計画は、法に基づく基本指針において、３か年
の計画と定められている一方、障害者計画は、計画期
間の定めはないものの、法において国の障害者基本計
画（５か年計画）に基づいて策定することとされており、５
か年計画としている地方公共団体が多い。
これを踏まえ、国の基本指針により定められる障害福祉
計画の期間と、国の障害者基本計画の期間が同一、又
は、例えば、３年間と６年間など、中間見直しがしやすい
期間になっていれば、両計画の統合や策定作業の一本
化による負担軽減等が図られやすくなるものと考え、提
案するものである。
また、更なる業務負担の軽減に向けて、両計画の内容
の簡素化についても、併せて提案する。

障害福祉計画等を障害者基本計画と同じく５か年の
計画とした場合には、障害福祉計画等と障害者計
画を統合しやすくなり、計画本数の減少による策定
作業の負担軽減が図られる。
名称及び内容の近い計画が１本化することで、住民
の分かりやすさの向上にもつながる。
計画内容が簡素化された場合についても、内容面
での重複が解消されることにより、計画策定に係る
負担軽減が図られる。

障害者基本法第11
条第２項、障害者の
日常生活及び社会
生活を総合的に支
援するための法律
第87条第１項、第89
条第１項、児童福祉
法第33条の22第１
項、障害福祉サー
ビス等及び障害児
通所支援等の円滑
な実施を確保する
ための基本的な指
針（平成18年厚生
労働省告示第395
号）

内閣
府、厚
生労
働省

神奈
川県

北海道、
茨城県、
前橋市、
千葉県、
小平市、
長野県、
豊田市、
西尾市、
京都市、
浜田市、
高知県、
五島市、
大分県

○両計画とも策定義務があり、それぞれ、実態把握調査の実施、住民意見の反映、審議会の複数開催が必要となり、負担が大き
い。根拠法はそれぞれ異なるものの、名称や内容が類似する計画が存在することで、住民をはじめ、審議会委員であっても分かり
にくい状況である。当市は、障害福祉計画・障害児福祉計画を一体で策定、障害者基本計画については５か年計画で別に策定して
いる状況であるが、３本の計画の統合により、分かりやすさとともに、事務の負担が大きく軽減される。
また、障害福祉計画については、計画期間が３か年と定められており、検証するには２か年の実績を基に検証することとなり、十分
な検証ができているとは言い難い。

【内閣府】
「障害者基本法（平成25年法律第65号）」に基づく都道府県及び市町
村における障害者計画（以下「障害者計画」）の策定については、障
害者基本法第11条第２項及び第３項において、障害者基本計画を基
本とする旨定められている。
障害者計画に規定すべき具体的な内容、計画の策定時期や期間に
ついては、地方公共団体がそれぞれの地域の実情に応じて決定す
ることができる。また、地方公共団体の判断により、障害者計画と障
害福祉計画等を一体のものとして策定することも可能である。
【厚生労働省】
障害福祉計画及び障害児福祉計画については、国において基本指
針を定め、この指針を元に各地方自治体が約１年間で計画を作成
し、新たな計画期間を迎えることとなっている。また、国においては３
年毎にサービス提供の在り方の見直しを含めた障害福祉サービス
等報酬改定を行っていること等から、その改定内容等を踏まえて作
成する必要のある障害福祉計画及び障害児福祉計画については、
この改定等に合わせた計画期間とすることが制度設計上重要と考え
ている。
他方で、実質２年間の実績を踏まえた短いサイクルでの計画見直し
となっており、施策効果の検証の時間が十分に取れていないという
ご指摘については真摯に受け止める必要がある。
以上のことから、一部、障害福祉サービス等報酬改定等、３年毎に
見直しを行っている政策の影響を受ける項目の期間延長は難しいも
のと考えているが、その他の項目の期間については、今回の地方分
権改革提案でも複数のご提案をいただいている点、他の計画との関
係に留意しなければならない点に加え、障害福祉行政を円滑に進め
ていくためにどの長さが適当か慎重に検討する必要があるため、次
期計画の基本指針の内容を議論する予定である令和４年度に議論
を行うこととしたい。
なお、障害福祉計画の簡素化については、令和２年地方分権改革提
案（管理番号210②）により一定の整理を得たものと考えている。

【内閣府】
障害福祉計画の期間は国の基本指針で３か年と定められていることか
ら、障害者計画と障害福祉計画等を一体的に策定する地方公共団体に
おいては、３か年の計画、あるいは６か年の計画として３か年目に障害
福祉計画に関する内容を改訂している場合が多い。現在、障害者基本
計画は５か年の計画であることから、国と地方公共団体で計画策定年
が大きくずれていくこととなり、障害者基本計画の内容を適切に反映でき
ない。
地方公共団体が、住民への分かりやすさや負担軽減を目的に障害者計
画と障害福祉計画等を一体のものとして策定することが前提になりつつ
あることを認識していただき、厚生労働省と連携を図ることで、地方公共
団体の負担軽減に努めていただきたい。
【厚生労働省】
報酬改定の内容が示されるのは、毎回２月上旬であり、実質的に、報酬
改定を踏まえて計画を策定できるタイミングとはなっていない。また、報
酬改定により直接の影響を受けるのは、サービス見込量が主であり、そ
れをもって成果目標等他の項目全てを３年間で見直す理由にはならな
いと考える。なお、サービス見込量については、計画の一部見直し等で
対応が可能である。
また、簡素化については、一部の項目を努力義務としたことで整理済み
としているが、例えば、努力義務とされた「サービス見込量確保のため
の方策」について、住民への説明責任の観点から、見込量の確保策を
記載せざるを得ないなど、努力義務とされたものでも、実質的に義務付
けに近い項目が多い。
このため、例えば、活動指標は国の基本指針で細かく定めずに、地方公
共団体の判断とするなど、地方公共団体の自主性を反映できる方向で
の実質的な簡素化が必要と考える。

患者負担割合に係る現役並み所得者（３割負担）の判定は、原則、
課税所得を基準として行っているが、税法上の控除により、給与収
入・年金収入ともに有するモデル世帯に比べ、実際の収入額が少な
いにもかかわらず課税所得が基準を超えるケースが存在する。この
ようなケースを救済するため、収入が一定額未満である場合にはそ
の旨申請すれば一般所得者（２割負担）とする基準収入額適用申請
の仕組みを設けている。
基準収入を公簿等だけで確認することができるのは、居住する市町
村の税務システムで、地方税では本来必要のない収入情報を独自
に管理している場合に限られる。国としては、こうした独自の仕様を
前提とせず、被保険者からの申請に基づいて基準収入の把握を行う
こととしている。
この取扱いを見直すに当たっては、各保険者において法令で含める
こととしている収入金額をシステム等により把握できるのかを確認す
る必要があると考えており、当該確認結果を踏まえて、必要な対応を
検討してまいりたい。

○申請しないと負担割合の変更ができないため、申請案内の通知や高齢受給者証の作り替え業務等の事務負担が発生している。
また、申請しない・申請が遅れることにより、被保険者が高い負担割合で受診しなければならなくなっている。
○一定以上の所得がある方は令和４年度後半に自己負担割合が２割になる。この所得の確認についても同様に申請が必要となる
場合は更に対象者が増えるため、申請不要としていただきたい。
○当市では８月の年度切り替え時や一部負担金の割合変更時に基準収入額申請の案内チラシを同封しているが、制度が複雑で
あるため、問い合わせへの対応や高齢受給者証の差し替え等の事務負担が大きい。また、被保険者からは、役所で収入額を把握
しているにもかかわらず、申請をしなければ不利益を被るのはおかしい、とお叱りを受けることがある。
○申請があってから負担割合の変更を行うため、被保険者の申請遅れや申請忘れにより、高い負担割合で診療を受ける月が発生
する可能性があり、被保険者に不利益を生じさせている。
○８月の年度切替に際しては対象者が非常に多く、対象者の抽出、申請の案内、申請の受理及び高齢受給者証の差し替え業務に
より事務の負担感が大きい。
○当市においても、共同提案団体と同様に、被保険者の申請忘れや申請遅れが生じていることから被保険者に不利益が生じてい
る。加えて、年度切り替えに際しての課税所得の確認作業に多くの時間を費やし、事務負担感が大きいことから、制度改正の必要
があると考える。
○月をまたいでの申請があった際のリスクが常にあり、被保険者からの問い合わせが発生している。
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国民健康保険法施
行令第27条の２、国
民健康保険法施行
規則第24条の３

申請案内、申請の処理事務がなくなることで事務が
低減される。
申請忘れ、申請遅れによる被保険者の不利益を回
避できる。
（共同提案団体）
・市町村を越えて住所異動があった際も申請不要で
負担割合を適用できるようになれば、新たに居住す
るようになった市町村で再度申請する必要がなくな
り、加入者の利便性の向上に繋がると考える。
・申請不要とした場合であっても大きな不利益は考
えられない。

【事務内容】
定期的に該当の被保険者の収入状況を調べ、該当者に
対し申請についての案内を送り、申請を待って負担区分
を変更した高齢受給者証を再作成し送付している。案内
の送付事務と申請の催促事務、高齢受給者証の差し替
え事務などが発生する。
【支障事例】
国民健康保険法施行規則第24条の３において国民健
康保険法施行令第27条の２で規定される負担割合の適
用を受けようとするものは申請書を提出しなければいけ
ないこととなっている。申請があってから負担割合の変
更を行うため、被保険者の申請が遅れる、または申請
忘れにより、高い負担割合で診療を受ける月が発生す
る可能性があり、不利益を生じさせている。
（共同提案団体の支障事例）
・８月の年度切替に際しては対象者が非常に多く、対象
者の抽出、申請の案内、申請の受理及び高齢受給者証
の差し替え業務により事務の負担感が大きい。
・基準収入額申請の案内はパンフレットやホームページ
等でも実施しているが、これまで被保険者が自主的に申
請したケースはなく、複雑な制度ゆえ勧奨ありきの制度
となっている。
・勧奨を受けた被保険者からの申請は、月中旬以降が
多く、それに伴い高齢受給者証の差し替えは頻繁に発
生している。
・月をまたいでの申請のリスクは常にあり、申請勧奨
後、月の下旬には電話等で再勧奨を実施しており事務
の負担になっている。

70歳以上の国民健康保険の
一部負担金の割合について、
収入の状況で申請しないと負
担割合が２割にならない区分
があり、住民税課税所得によ
る判定で一部負担金の割合
を変更する場合と同様、申請
不要で負担割合を適用できる
ようにしてほしい。

70歳以上
の国民健
康保険の
一部負担
金に係る
収入区分
に応じた
負担割合
への適用
申請の廃
止

この制度自体が広く知られておらず、さらに複雑な判定方法であること
から被保険者自身で適切な時期に申請を行うことは、ほぼ不可能と考え
る。申請を単に待つことは行政の在り方として問題があり、該当者に勧
奨を行うことは必須の事務と考え、当市では勧奨を行っている。該当者
を特定するのに必要な収入情報は住民税担当課からの情報や１月１日
時点の住所地へのマイナンバー照会、保険税（料）用の申告書等により
全て把握している。本人からの申請がなくても市で判定ができるにもか
かわらず、申請を必要とすることは事務の無駄であり、また高齢者に申
請を行わせることそのものや、申請の遅れ等により一般所得の自己負
担割合が適用されないといった被保険者への不利益を生む原因となっ
ている。一方で、市区町村によっては収入情報を基に該当者の把握を
行っていない場合も考えられるため、このような市区町村においては従
来通りの申請での収入把握とし、収入を把握しており勧奨を行っている
団体では既に得られている収入情報によって適用を可能とするような改
正も考えられる。今後も高齢者人口の増加に伴う事務量の増加が見込
まれるため事務の効率化は喫緊の課題であり、令和４年度当初からの
導入に向けて早急な対応をお願いしたい。
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対応方針の措置（検討）状況各府省からの第１次回答を踏まえた追加提案団体からの見解

全国知事会・全国市長会・全国町村会からの意見 提案募集検討専門部会からの主な再検討の視点（重点事項） 各府省からの第２次回答
令和３年の地方からの提案等に関する対応方針（令和３年12月21日閣議決定）記載内容

※提案提出年以降の対応方針に記載があるものは当該対応方針の記載内容を
＜当該対応方針決定年＞として併記

２ポツ目
基本指針の見直し（告示）

令和５年５月19日公布 令和４年10月の第133回社会保障審議会障害者部会
で得た結論を踏まえ、令和５年５月19日に改正後の
基本指針について官報告示を行った。

（結論）
・各都道府県が定める障害保健福祉圏域に留意した
上で、市町村が作成する障害福祉計画等について
は、共同策定を可能とする。
・サービスの見込み量以外の活動指標については、
地方公共団体の実情に応じて任意に定めることを可
能とする。

結論を踏まえ、令和５年２月の第135回社会保障審議
会障害者部会において基本指針見直し案を取りまと
めた。

３ポツ目
・基本指針の見直し（告示）

・Q&Aの送付

令和５年５月19日事務連絡
発出

令和５年２月の第135回社会保障審議会障害者部会
において基本指針見直し案を取りまとめた。Q&A送付
は令和５年５月19日に行った。

【全国知事会】
都道府県障害者計画の策定の義務付けについて
は、地方分権改革推進委員会第３次勧告を踏ま
え、廃止又は「できる」規定化若しくは努力義務化
すべきである。
なお、「できる」規定等とした場合でも、計画の策定
を補助金交付の要件とするなど、計画を策定せざ
るを得ないこととならないよう留意すること。
都道府県障害福祉計画の内容の義務付けについ
ては、地方分権改革推進委員会第３次勧告で存置
が許容されていないものは、規定そのものの廃
止、規定の例示化又は目的程度の内容へ大枠化
すべきである。
また、計画期間については、地方自治体が地域の
実情に応じた設定が可能となるよう、計画の根拠と
なる基本指針の見直しを求める。

○計画策定等の義務付けに関しては、法定された
条項数が、過去10年間で約1.5倍に増加するなど、
国会や全国知事会においても強い問題意識が示さ
れているところであり、本提案に関しては、まずは
法令上の対応を基本として見直しを検討いただき
たい。
○障害者基本計画について、計画期間を見直すこ
とができない理由がないのであれば、障害者計画
と障害（児）福祉計画を一体的に策定している地方
公共団体の実態を踏まえ、計画期間の見直しにつ
いて前向きに検討いただきたい。
○障害（児）福祉計画について、計画期間の短さが
ネックとなり、計画策定の業務負担が増大し、実際
の障害福祉サービスの提供に注力する時間が削
がれるといった問題が生じている。このような実態
や、計画策定というプロセスを踏まえると、３年とい
う期間では足りないのではないか。
○３年毎に改定される報酬改定との整合性が取れ
た対応等ができないとのことであるが、計画記載事
項について、報酬改定に関連する事項とそうでない
事項に分類し、前者については策定から３年経過
時に見直すこととした上で、計画期間自体は、地方
公共団体の負担軽減やPDCAサイクルの円滑な推
進の観点から、より適切な期間（６年間等）に見直
すべきではないか。
○報酬改定内容の公表が２月に実施されている
中、当該内容を地方公共団体が４月から始まる次
期計画に反映させることは、事実上困難な実態が
あるのではないか。
○上記について、地方公共団体が次期計画の策
定作業を令和４年度から開始することから、早急に
検討を進めていただきたい。
○計画の記載内容の簡素化や基本指針の策定・
Q&Aの周知の早期化を検討いただきたい。

【内閣府】
障害者基本法（昭和45年法律第84号）第６条において、国及
び地方公共団体は、障害者の自立及び社会参加の支援等
のための施策を「総合的かつ計画的に実施」する責務を有す
ることを規定している。障害者施策は、教育、文化芸術、ス
ポーツ、福祉、医療、雇用分野など多岐にわたるものであり、
地方公共団体が当該責務を果たすためには、国の機関（本
省及び地方支分部局）等とも協力しながら地域ごとの実情に
応じた計画を策定することにより、施策の実効性・有効性を
担保する必要がある。また、実態としても、令和２年４月時点
において、全都道府県が計画を策定済み、約９割の市町村
が計画策定済みであり、当該計画に基づき障害者施策の推
進に取り組んでいる状況にある。首長や地域の関心・理解等
により施策が後退するようなことなく、全地域的に総合的かつ
計画的な施策の実施に引き続き取り組んでもらうためには、
現行のとおり、地方自治体と国との協力に係る事務として、
各地域での計画策定を全国的に統一した対応として行って
いただく必要がある。なお、都道府県、市町村の計画策定
は、平成16年の議員立法による改正で義務付けされている
ものである。
一方、障害者計画に規定すべき具体的な内容、計画の策定
時期や期間については法定しておらず、各地方公共団体の
裁量に委ねられている。このことについては、これまでも各地
方公共団体から個別の問い合わせがあった場合はその旨回
答してきているところであり、今後は各地方公共団体への周
知も検討してまいりたい。
また、障害者基本計画の計画期間については、障害福祉計
画及び障害児福祉計画だけでなく様々な分野の計画とも関
連するものであるところ、当該２計画のみを念頭に計画期間
の見直しを行うことは適当でないと考える。
【厚生労働省】
一次回答でも申し上げたとおり、国においては３年毎にサー
ビス提供の在り方の見直しを含めた障害福祉サービス等報
酬改定を行っていること等から、その改定内容等を踏まえて
作成する必要のある障害福祉計画及び障害児福祉計画につ
いては、この改定等に合わせた計画期間とすることが制度設
計上重要と考えている。
他方で、実質２年間の実績を踏まえた短いサイクルでの計画
見直しとなっており、施策効果の検証の時間が十分に取れて
いないというご指摘については真摯に受け止める必要があ
る。
以上のことから、一部、障害福祉サービス等報酬改定等、３
年毎に見直しを行っている政策の影響を受ける項目の期間
延長は難しいものと考えているが、その他の項目の期間につ
いては、今回の地方分権改革提案でも複数のご提案をいた
だいている点、他の計画との関係に留意しなければならない
点に加え、障害福祉行政を円滑に進めていくためにどの長さ
が適当か慎重に検討する必要があるため、次期計画の基本
指針の内容を議論する予定である令和４年度に議論を行うこ
ととしたい。
なお、令和４年度の検討に当たっては、期間延長が難しい項
目に係る見直し時期の考え方についても併せて議論を行うこ
ととしたい。
この他、障害（児）福祉計画の簡素化については、令和２年
地方分権改革提案（管理番号210②）により一定の整理を得
たものと考えているが、次期計画の基本指針を検討する際に
は、計画に記載する項目の精査に取り組んでまいりたい。

５【厚生労働省】
（５）児童福祉法（昭22法164）及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的
に支援するための法律（平17法123）
（ⅱ）障害福祉計画（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた
めの法律88条１項及び89条１項）及び障害児福祉計画（児童福祉法33条の20
第１項及び33条の22第１項）については、以下のとおりとする。
・これらの計画期間については、障害福祉サービス等報酬改定が同計画に与
える影響を考慮しつつ延長する方向で検討し、社会保障審議会での議論も踏
まえ、令和４年中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。
・これらの記載内容については、地方公共団体の事務負担を軽減するため、
令和４年度に予定される基本指針（障害者の日常生活及び社会生活を総合
的に支援するための法律87条１項及び児童福祉法33条の19第１項）の策定
の際に簡素化する方向で検討し、結論を得る。その結果に基づいて必要な措
置を講ずる。
・基本指針の改正及び「障害福祉計画及び障害児福祉計画の作成に係る
Q&A」（厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課）の地方公共団体へ
の送付については、地方公共団体の円滑な計画策定に資するよう、可能な限
り早期に行う。

１ポツ目
基本指針の見直し（告示）

令和５年５月19日公布 令和４年10月の第133回社会保障審議会障害者部会
で得た結論を踏まえ、令和５年５月19日に改正後の
基本指針について官報告示を行った。

（結論）
障害福祉計画等は、３年を一期として作成することを
基本としつつ、都道府県及び市町村が地域の実情や
報酬改定・制度改正の影響の有無を考慮して、柔軟
な期間設定を可能とする。ただし、国がこの指針を改
定した時点において、都道府県及び市町村が報酬改
定や制度改正の動向、地域の状況の変化、他の行
政計画の見直し等を踏まえて、支給実績、障害福祉
に関するニーズ、事業者の状況等について調査、分
析及び評価を行い、その結果として算出されたサービ
ス見込量と既存のサービス見込量について乖離が生
じた場合はサービス見込量の変更について３年を一
期として必ず計画に反映させるとともに、新しい指針
を踏まえた成果目標及び活動指標との乖離が生じた
時等必要がある場合には計画期間の途中であっても
見直しを行うこと。

―

５【厚生労働省】
（33）国民健康保険法（昭33法192）
（ⅰ）国民健康保険における療養の給付を受ける場合の一部負担金の割合
（42条１項）については、被保険者等及び市区町村の負担を軽減するため、省
令を改正し、市区町村が当該被保険者等の負担割合が２割となることを確認
できる場合は、世帯主からの申請（施行規則24条の３第１項）によらず、負担
割合を２割とする（施行令27条の２第３項１号又は２号）ことを可能とする。
［措置済み（国民健康保険法施行規則及び高齢者の医療の確保に関する法
律施行規則の一部を改正する省令（令和３年厚生労働省令第191号））］

基準収入額適用申請（申請書の提出による収入把握方法）
の取扱いを見直すにあたり、法令で勘案すべき収入金額に
ついて、市町村における国民健康保険担当部局が税務部局
と連携してシステム等により把握できるのかといった点をいく
つかの市町村に照会したところ、税務部局とのデータ連携や
確定申告書の写しを閲覧すること等により把握することが可
能との回答を得た。しかしながら、税務部局とのデータ連携
による把握が困難な市町村も存在し、状況は様々であった。
当該照会結果を踏まえると、一律に基準収入額適用申請を
廃止することは、税務部局とのデータ連携が不可能な市町村
等においては、かえって事務負担の増加に繋がる恐れがあ
ることから、一律廃止は困難と考える。
このため、従来どおり基準収入額適用申請で運用する一方、
市町村内において、法令で勘案すべき収入金額をデータ連
携等により把握できる場合は、当該市町村の判断で、基準収
入額適用申請に基づく申請書の提出を不要とすることを可能
とする省令改正等の措置を講じる。

○１次ヒアリングにおいて、税務部局から収入情報
を入手することの事務負担も考慮の上検討を要す
るとの説明があったが、本提案は、従来の申請は
残しつつも、申請によらずに収入情報を把握してい
る被保険者については、各地方公共団体が職権に
より負担割合の変更を行うことを可能とするもので
ある。このため、税務部局等からの収入情報の入
手が負担となる場合等は、従来通り申請によれば
良いことから、本提案により、新たに地方公共団体
に負担が生じることはないのではないか。
○また、複数の市町村に収入情報の管理方法につ
いて実態調査を行うとの説明があったが、実態を
踏まえ早急に検討し、２次ヒアリングにおいて見直
しの方向性を示していただきたい。

【全国知事会】
提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検討を
求める。

【海老名市】
各保険者において法令で含めることとしている収入金額
をシステム等により把握できるのか否かが異なることは承
知しているが、先行して、把握できる市町村において、申
請を必須としないような改正を行っていただければ、負担
割合の変更の方法は各市町村の事情に合わせた運用に
変更することができると考えます。
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制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）

各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの見解

51 B　地
方に
対する
規制
緩和

03_医
療・福
祉

出入国在
留管理庁
から市区
町村への
国民健康
保険に加
入できな
い者の通
知

特定活動の在留資格を持つ
外国人で国民健康保険に加
入できない者の情報を、出入
国在留管理庁より対象者が
住民登録をしている市区町村
への通知の実施。
現在、令和２年４月７日付け
事務連絡厚生労働省保険局
国民健康保険課通知に基づ
き、出入国在留管理庁から国
保中央会及び国保連合会を
経由して各市町村へシステム
にて外国人情報が提供され
ているが、その情報につい
て、今回の対象者情報を追加
することを想定。

当市国民健康保険加入者である外国人のうち、在留資
格が特定活動（医療を受ける活動）である者がいたた
め、実態調査及び対象者のパスポートの確認を行い、
当該者の資格喪失処理を行った。当該者は住民登録時
には「技術・人文知識・国際業務」の在留資格であった
ため国民健康保険に加入していたものの、後日、医療
機関からの情報提供により在留資格が特定活動（医療
を受ける活動）に変更となっていたことが判明した。在留
資格が医療滞在である場合には国民健康保険に加入
することができない。しかしながら、住民登録がなされた
まま在留資格が特定活動（医療を受ける活動等）へ変
更された者については、本人からの届出がない限り市
町村では変更後の在留資格を把握することができない。
判明した際には多額の医療費（総額約188万円）が発生
していた。

国民健康保険適用除外対象者を市区町村が把握
することで、国保の誤加入、被保険者証の誤使用、
不当利得の防止、医療費の適正化に繋がる。
また、外国人は国民健康保険加入手続きの際にパ
スポートを持参しないケースがある。この場合、パス
ポートを再度持参しなければ加入手続きができない
ため、本人の利便性にも繋がる。

国民健康保険法第
６条第11項
国民健康保険法施
行規則第１条第２号
～４号、第13条
出入国在留管理庁
から提供された情
報を活用した特定
技能外国人の国民
健康保険への加入
促進の実施につい
て（令和２年４月７日
付け厚生労働省保
険局国民健康保険
課事務連絡）
国民健康保険法施
行規則及び高齢者
の医療の確保に関
する法律施行規則
の一部を改正する
省令等の施行につ
いて（平成22年12月
17日付け保発1217
第１号）
国民健康保険法施
行規則第一条第一
号の規定に基づき
厚生労働大臣が別
に定める者（平成16
年６月８日付け厚生
労働省告示第237
号）

法務
省、厚
生労
働省

船橋
市、横
浜市、
三原
市

北海道、
盛岡市、
須賀川
市、東海
村、松戸
市、荒川
区、神奈
川県、川
崎市、相
模原市、
海老名
市、長野
県、三島
市、津島
市、京都
市、大阪
市、鳥取
県、広島
市、高松
市、宇和
島市、長
崎市、宮
崎市

〇在留資格が特定活動の場合、指定書により内容を確認する必要がある。住民登録時にパスポートを持参していればよいが、持
参していないことが多い。そのため、後日、指定書の提出を本人に求めることになるが、なかなか提出されず、提出までに時間を要
することから、事務処理の負担となっている。また、医療目的であることが確認できなかった場合、多額の医療費が発生することに
なる。事実判明に伴い、資格を喪失させたとしても、出国してしまった場合は、不当利得を回収することも困難となる。そのために
も、制度改正は必要であると考える。
○本人からの届出ありきの制度となっているので、そこを改正する必要がある。

令和２年４月以降、特定技能外国人の国民健康保険加入促進の観
点から、出入国在留管理庁から市町村へ特定技能外国人に係る身
分事項等の情報提供を行っているところであるが、国民健康保険法
第113条の２第１項において、市町村が官公署に報告を求めることが
できる対象として「被保険者資格の取得及び喪失に関する事項」が
規定されていることも踏まえ、提案の実現可能性について、関係府
省と検討を進めてまいりたい。

提案の実現に前向きな回答をいただき、感謝を申し上げる。
現行制度では被保険者資格の喪失について、本人の届出による把握に
依存しているため、本人が被保険者証を使用してしまい不当利得が発
生する事例や本人が出国している場合には不当利得が回収困難となる
等の課題が生じており、国民健康保険に加入できない者について市区
町村へ通知することを求めるものである。
市区町村においては、特定活動にかかる指定書の確認事務や実態調
査等の事務が必要になっているが、提案の実現による当該事務の効率
化や、本人がパスポートを持参のうえ届出することが不要となるという利
便性向上の観点からも、関係府省間での検討・調整を早急に行い、令
和４年度から情報提供をしていただきたい。

北海道、
千歳市、
盛岡市、
白鷹町、
須賀川
市、ひた
ちなか
市、東海
村、伊勢
崎市、入
間市、渋
谷区、東
村山市、
神奈川
県、横須
賀市、海
老名市、
長野県、
中野市、
佐久市、
三島市、
半田市、
豊田市、
知多市、
大阪市、
枚方市、
鳥取県、
米子市、
倉吉市、
松江市、
高松市、
宇和島
市、久留
米市、春
日市、長
崎市、大
村市、荒
尾市、中
津市、宮
崎市、延
岡市、那
覇市

患者負担割合に係る現役並み所得者（３割負担）の判定は、原則、
課税所得を基準として行っているが、税法上の控除により、給与収
入・年金収入ともに有するモデル世帯に比べ、実際の収入額が少な
いにもかかわらず課税所得が基準を超えるケースが存在する。この
ようなケースを救済するため、収入が一定額未満である場合にはそ
の旨申請すれば一般所得者（１割負担）とする基準収入額適用申請
の仕組みを設けている。
基準収入を公簿等だけで確認することができるのは、居住する市町
村の税務システムで、地方税では本来必要のない収入情報を独自
に管理している場合に限られる。国としては、こうした独自の仕様を
前提とせず、被保険者からの申請に基づいて基準収入の把握を行う
こととしている。
この取扱いを見直すに当たっては、各保険者において法令で含める
こととしている収入金額をシステム等により把握できるのかを確認す
る必要があると考えており、当該確認結果を踏まえて、必要な対応を
検討してまいりたい。

○高齢者を対象とした保険制度であるにも拘らず、申請によらなければ窓口負担割合が３割から１割にならない「基準収入額適用
申請制度」は被保険者に対する配慮を著しく欠いた手続きである。この制度に該当するかどうかは被保険者は分からないため、当
市においても候補者全員について手作業で「収入認定」を行い勧奨している。勧奨通知を受け取った被保険者からは、「窓口負担
は１割より３割が良いなどと言う人がどこにいる。」「該当するかどうか本人は分からないし、該当となっても申請しなければ１割負担
にならないとはどういうことか。」「保険料を完納しているのに申請し忘れで窓口負担が高くなるとは誰のための保険制度なのか。」と
いう苦情が絶えない。窓口負担２割が近々導入されることも踏まえ、市民感情に配慮した改善が必要である。
○当市でも被保険者の認知機能の低下、また同居家族の長期入院中のため、前年度まで行えた申請ができず、入院費が高額とな
り、年度切り替えの数か月後、遠方に住む親族とトラブルとなった事例があり、過去に県後期高齢者医療広域連合に対し、提案を
行ったことがある。
○当市においても、定期的に被保険者やその同世帯の70歳以上の人について収入状況を調べ、該当者に対し申請について案内
を送り、申請を待って負担区分を変更した被保険者証を送付しているが、後期高齢者医療制度の被保険者にとっては、申請行為の
負担が大きいため、申請が遅れたり、申請をしないままになり、高い負担割合で診療を受ける事例が発生している。また被保険者
証の年次更新時には、数日で1,000件程度の収入状況を数人で確認しなければならない状況にあり、今後、団塊の世代が後期高
齢者になり対象者が増加すれば、正確かつ迅速な対応が困難になると予想され、制度改正の必要性を強く感じている。
○当市では、県後期高齢者医療広域連合から定期的に該当の被保険者一覧が送付され収入状況を調べ提供し、広域連合が該当
者に対し申請書等を送っている。当市は、被保険者から申請書を受け付けて、広域連合へ送付し、広域連合が負担区分を決定し
変更した被保険者証を送付している。収入の確認から申請書を送付し、申請があってから負担割合の変更を行い被保険者証を送
るため、被保険者が申請を忘れたり、申請書の提出が遅れたりすると、高い負担割合で診療を受ける月が発生する可能性があり、
不利益を生じさせている。また、申請のない者へ催促事務などが発生する。
○当市では、8/1の年度切り替えの繁忙期に、収入状況の調査、対象者の抽出、申請案内ハガキの発送を行うほか、毎月、75歳到
達者や修正申告、世帯変更のあるものなど、随時、確認作業やその対応など作業が煩雑である。また、制度が複雑なうえ、被保険
者の申請があってから負担割合の変更を行うため、申請が漏れクレームに繋がるケースもあり、職員の事務負担及び被保険者の
不利益を生じさせている。
○被保険者証定期判定時における基準収入額適用申請勧奨事務について、当市では約2,000人の勧奨候補者の収入金額を調査
し、勧奨対象となる被保険者に勧奨通知を送付している。現状では、勧奨候補者の抽出から発送までを約一週間で行う必要があ
り、迅速かつ正確な対応を維持することが困難になっている。今後、対象者が増加することにより事務負担も増加することが予想さ
れ、このままでは勧奨事務の遺漏や誤りにより被保険者に対して不利益を生じる可能性があり、それを回避するためにも、制度改
正は喫緊の課題と考える。
○制度自体が複雑であることから、被保険者からの勧奨通知発送後の問い合わせも他の申請と比較し膨大であり、後期高齢者医
療業務全体を圧迫している。
○被保険者自身が内容を理解した上で申請行為を行うことが難しく、被保険者にとっても大きな負担となっている。
○当市においても、共同提案団体と同様に、被保険者の申請忘れや申請遅れが生じていることから被保険者に不利益が生じてい
る。加えて、年度切り替えに際しての課税所得の確認作業に多くの時間を費やし、事務負担感が大きいことから、制度改正の必要
があると考える。
○収入調査の際に、確定申告書の写しに所得額のみが記載されたものもあり、収入額について税務署へ問合せの権限付与が必
要になると思われる。また、３割負担を選択され、１割負担を拒否される方についての意思確認や申出制度の新設が必要になると
考える。
○該当する被保険者の収入状況を調べ、該当者に区分負担申請にかかる勧奨通知を送り、申請を受け、証の差し替えを行ってい
る。既に該当者として把握していることから、上記のように勧奨通知を送り、申請を受け付ける作業は事務の増加を招く。今後、団
塊の世代が後期高齢者医療制度に加入し、事務量の増加も想定されることから、さらなる事務負担が増すと考える。
○均等割にかかる軽減は自動で適用するなど、申請を待たずに被保険者に利益をもたらす制度運用も行われていることと比較して
も、この制度の申請行為が高齢な被保険者の負担となっている。
○当該申請の適用は、申請日の翌月からになるため、失念などで申請遅れがあった場合は、被保険者が本来受けられる負担区分
の始まりが遅れ、不利益を生じさせる。
○都道府県を越えて住所異動があった際も申請不要で負担割合を適用できるようになれば、新たに居住するようになった市町村で
再度申請する必要がなくなり、被保険者の利便性の向上に繋がると考える。
○新しい被保険者証を送付する際には、当市では3,000人以上の確認を１週間程度で行う必要があり、迅速かつ正確な対応を維持
することが既に困難になっている。今後団塊の世代が後期高齢者となり、対象者が増加することにより事務負担も増加することが予
想され、このままでは申請勧奨の遺漏や誤りにより被保険者に対して不利益を生じる可能性があり、それを回避するためにも、事務
負担の低減は喫緊の課題と考える。
○被保険者は高齢であり、申請行為の負担が相対的に大きい。後期高齢者医療制度において申請行為を不要としている他の業務
と比較し、被保険者にとって大きな負担となっている。

春日
井市、
龍ケ
崎市、
横浜
市、三
原市
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後期高齢
者医療保
険の一部
負担金に
係る収入
区分に応
じた負担
割合への
適用申請
の廃止

後期高齢者医療保険の一部
負担金の割合について、収入
の状況で申請しないと負担割
合が１割にならない区分があ
り、住民税課税所得による判
定で一部負担金の割合を変
更する場合と同様、申請不要
で負担割合を適用できるよう
にしてほしい。

【事務内容】
定期的に該当の被保険者の収入状況を調べ、該当者に
対し申請についての案内を送り、申請を待って負担区分
を変更した被保険者証を送付している。案内の送付事
務と申請の催促事務、被保険者証の差し替え事務など
が発生する。
【支障事例】
高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第32条に
おいて高齢者の医療の確保に関する法律施行令第７条
で規定される負担割合の適用を受けようとするものは申
請書を提出しなければいけないこととなっている。申請
があってから負担割合の変更を行うため、被保険者の
申請が遅れる、または申請忘れにより、高い負担割合で
診療を受ける月が発生する可能性があり、不利益を生
じさせている。
（共同提案団体の支障事例）
・新しい被保険者証を送付する際には、当市では10,000
人以上の確認を１週間程度で行う必要があり、迅速か
つ正確な対応を維持することが既に困難になっている。
今後団塊の世代が後期高齢者となり、対象者が増加す
ることにより事務負担も増加することが予想され、このま
までは申請勧奨の遺漏や誤りにより被保険者に対して
不利益を生じる可能性があり、それを回避するために
も、事務負担の低減は喫緊の課題と考える。
・被保険者は高齢であり、申請行為の負担が相対的に
大きい。後期高齢者医療制度において申請行為を不要
としている他の業務と比較し、被保険者にとって大きな
負担となっている。
・申請勧奨を行っても申請がない場合は複数回の連絡
事務も発生し、申請漏れがないようにするための事務量
も多くなっている。
・基準収入額申請の案内はパンフレットやホームページ
等でも実施しているが、これまで被保険者が自主的に申
請したケースはなく、複雑な制度ゆえ勧奨ありきの制度
となっている。

高齢者の医療の確
保に関する法律施
行令第７条、高齢者
の医療の確保に関
する法律施行規則
第32条

申請案内、申請の処理事務がなくなることで事務が
低減される。
申請忘れ、申請遅れによる被保険者の不利益を回
避できる。
（共同提案団体）
・限られた期間で申請案内、申請の処理事務がなく
なることで事務が低減されるとともに、事務処理誤り
により被保険者に対して不利益を生じさせる可能性
を無くす。
・申請による被保険者の負担が軽減される。

厚生
労働
省

この制度自体が広く知られておらず、さらに複雑な判定方法であること
から被保険者自身で適切な時期に申請を行うことは、ほぼ不可能と考え
る。申請を単に待つことは行政の在り方として問題があり、該当者に勧
奨を行うことは必須の事務と考え、当市では勧奨を行っている。該当者
を特定するのに必要な収入情報は住民税担当課からの情報や１月１日
時点の住所地へのマイナンバー照会、保険税（料）用の申告書等により
全て把握している。本人からの申請がなくても市で判定ができるにもか
かわらず、申請を必要とすることは事務の無駄であり、また高齢者に申
請を行わせることそのものや、申請の遅れ等により一般所得の自己負
担割合が適用されないといった被保険者への不利益を生む原因となっ
ている。一方で、市区町村によっては収入情報を基に該当者の把握を
行っていない場合も考えられるため、このような市区町村においては従
来通りの申請での収入把握とし、収入を把握しており勧奨を行っている
団体では既に得られている収入情報によって適用を可能とするような改
正も考えられる。今後、高齢者人口の増加、後期高齢者医療の負担割
合2割の導入に伴う事務量の増加も見込まれるため、事務の効率化は
喫緊の課題であり、令和４年度当初からの導入に向けて早急な対応を
お願いしたい。



見解
補足
資料

措置方法
（検討状況）

実施（予定）
時期

これまでの措置（検討）状況 今後の予定

対応方針の措置（検討）状況各府省からの第１次回答を踏まえた追加提案団体からの見解

全国知事会・全国市長会・全国町村会からの意見 提案募集検討専門部会からの主な再検討の視点（重点事項） 各府省からの第２次回答
令和３年の地方からの提案等に関する対応方針（令和３年12月21日閣議決定）記載内容

※提案提出年以降の対応方針に記載があるものは当該対応方針の記載内容を
＜当該対応方針決定年＞として併記

― 【全国知事会】
提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検討を
求める。
【全国町村会】
円滑な事務運営のため提案団体の意向及び関係
府省の回答を踏まえ適切な対応を求める。

既に適正な在留資格及び住所を有し、国民健康保険に加入
している外国人が、在留資格の変更により国民健康保険法
施行規則第１条第２号から第４号までに規定する者（以下「規
則該当者」という。）となった場合については、当該者からの
届出がなければ、市町村において資格喪失の機会を把握す
ることができず、資格喪失後受診があった場合の把握が遅
れる可能性がある。
そのため、ご提案の規則該当者に係る通知については、令
和２年４月から実施している出入国在留管理庁から市町村に
対する特定技能外国人に係る身分事項等の情報提供に係る
スキームを活用し実施することを想定しており、具体的な通
知対象者の範囲及び実現時期等については、令和３年度中
に結論を得ることとしたい。

＜令３＞
５【厚生労働省】
（26）出入国管理及び難民認定法（昭26令319）及び国民健康保険法（昭33法
192）
国民健康保険の被保険者である外国人が、在留資格の変更により、国民健
康保険法施行規則（昭33厚生省令53）１条２号から４号までに該当する者と
なったことで、被保険者の資格を喪失した場合における市区町村の資格喪失
処理に係る事務については、当該市区町村における事務の円滑な実施に資
するよう、法務省から市区町村に対する既存の情報提供の仕組みを活用して
当該者の情報を提供することを検討し、令和３年度中に結論を得る。その結果
に基づいて必要な措置を講ずる。
（関係府省：法務省）

＜令４＞
５【厚生労働省】
（26）出入国管理及び難民認定法（昭26令319）及び国民健康保険法（昭33法
192）
国民健康保険の被保険者である外国人が、在留資格の変更により、国民健
康保険法施行規則（昭33厚生省令53）１条２号から４号までに該当する者と
なったことで、被保険者の資格を喪失した場合における市区町村の資格喪失
処理に係る事務については、当該市区町村における事務の円滑な実施に資
するよう、法務省から市区町村に対する当該者の情報提供を令和５年度中に
開始する。
（関係府省：法務省）

システム改修等を実施 令和５年５月 出入国在留管理庁、厚生労働省、国民健康保険中
央会において、情報提供に係る確認書を締結し、厚
生労働省において地方自治体向けに「出入国在留管
理庁から提供された情報を活用した国民健康保険が
適用されない在留資格に変更された被保険者の資格
喪失処理の実施について」（令和５年３月31日付け厚
生労働省保険局国民健康保険課事務連絡）を発出し
た。
必要なシステム改修等を実施し、令和５年５月から提
供を開始した。

【海老名市】
各保険者において法令で含めることとしている収入金額
をシステム等により把握できるのか否かが異なることは承
知しているが、先行して、把握できる市町村において、申
請を必須としないような改正を行っていただければ、負担
割合の変更の方法は各市町村の事情に合わせた運用に
変更することができると考えます。

【全国知事会】
提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検討を
求める。

○１次ヒアリングにおいて、税務部局から収入情報
を入手することの事務負担も考慮の上検討を要す
るとの説明があったが、本提案は、従来の申請は
残しつつも、申請によらずに収入情報を把握してい
る被保険者については、各地方公共団体が職権に
より負担割合の変更を行うことを可能とするもので
ある。このため、税務部局等からの収入情報の入
手が負担となる場合等は、従来通り申請によれば
良いことから、本提案により、新たに地方公共団体
に負担が生じることはないのではないか。
○また、複数の市町村に収入情報の管理方法につ
いて実態調査を行うとの説明があったが、実態を
踏まえ早急に検討し、２次ヒアリングにおいて見直
しの方向性を示していただきたい。

基準収入額適用申請（申請書の提出による収入把握方法）
の取扱いを見直すにあたり、法令で勘案すべき収入金額に
ついて、市町村における後期高齢者医療担当部局が税務部
局と連携してシステム等により把握できるのかといった点を
いくつかの市町村に照会したところ、税務部局とのデータ連
携や確定申告書の写しを閲覧すること等により把握すること
が可能との回答を得た。しかしながら、税務部局とのデータ
連携による把握が困難な市町村も存在し、状況は様々であっ
た。
当該照会結果を踏まえると、一律に基準収入額適用申請を
廃止することは、税務部局とのデータ連携が不可能な市町村
等においては、かえって事務負担の増加に繋がる恐れがあ
ることから、一律廃止は困難と考える。
このため、従来どおり基準収入額適用申請で運用する一方、
市町村内において、法令で勘案すべき収入金額をデータ連
携等により把握できる場合は、当該市町村の判断で、基準収
入額適用申請に基づく申請書の提出を不要とすることを可能
とする省令改正等の措置を講じる。

５【厚生労働省】
（43）高齢者の医療の確保に関する法律（昭57法80）
後期高齢者医療における療養の給付を受ける場合の一部負担金の割合（67
条１項）については、被保険者及び市区町村等の負担を軽減するため、省令
を改正し、後期高齢者医療広域連合が当該被保険者の負担割合が１割とな
ることを確認できる場合は、被保険者からの申請（施行規則32条１項）によら
ず、負担割合を１割とする（施行令７条３項１号又は２号）ことを可能とする。
［措置済み（国民健康保険法施行規則及び高齢者の医療の確保に関する法
律施行規則の一部を改正する省令（令和３年厚生労働省令第191号））］
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番号

提案区分

提案事項名 求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）

各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの見解

当市の離島部の診療所については、診療所の院長、看
護師などが週４日、本土より定期船で通い、島在住の看
護師を含めた体制で診療を行っている。
荒天等において、医師が渡島できないときの診療体制
を確保するため、令和２年10月より、本土の当市内の病
院からオンライン診療が出来るよう、市が情報通信機器
の整備を行い、当該診療所で運用を開始した。
しかしながら、医師が本土の当市内の病院からオンライ
ン診療を実施することになるため、当該診療所内に医師
が不在となり、薬剤師法第19条（調剤）及び第22条（調
剤の場所）による制限のため診療所内に在庫している
薬剤を患者に提供できない事案が発生している。

へき地におけるオンライン診
療において、一定の要件を満
たした場合、診療所の薬を患
者に提供できるよう規制を緩
和する。

薬剤師法
に基づく
調剤制限
等の規制
緩和

03_医
療・福
祉

B　地
方に
対する
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52 医師等が映像を介して看護師に指示を行い、患者に提供できる薬剤に
ついては、ＰＴＰシート又はこれに準ずるもので包装されたままの医薬品
を想定している。また、映像を介して、医薬品の種類や品名、個数など
必要量を取り揃え、確認できる薬剤のみを想定しており、医薬品を直接
計量、混合する行為などは想定していない。また、当該診療所に従事す
る看護師においては、院内における医薬品の在庫状況等精通してい
る。
よって、医師等による映像を介して看護師への指示等、調剤した薬剤の
最終的な確認をすることにより、処方箋に基づいて調剤した薬剤の品質
等に影響がなく、結果として調剤した薬剤を服用する患者に危害の及ぶ
ことがなく安全性が担保されるため、看護師による薬剤の提供を可能と
すべきである。
また、本提案は、平時においても薬剤師のいない離島等のへき地にお
いて、荒天等により船便が運航できない場合をはじめ、夜間、緊急を要
する場合等、医療提供に支障が生じた際の対応を求めるものである。離
島の天候は突如変化し、想像を超えた波高、強風に見舞われるため、
事前に本土から薬剤師を派遣することやドローンを活用した配送などで
は解決は見込めない。
また、ご指摘の関係機関との連携については、大分県薬剤師会と協議
を行っており、薬剤師会の全国組織等を通じて、へき地住民の医療確保
のため、本規制緩和の実現に向けた取り組みを進めていくことなど、協
力の了承をいただいている。

調剤は、専門的な薬学的知見を有する薬剤師が、実際の医薬品の
品質や、その種類等に間違いがないことを直接確認しながら取り揃
えや計量、混合等の調製を行う必要があるため、薬剤師法第19条に
おいて、薬剤師でない者が調剤してはならないとされている。また、
同条ただし書きにおいて、一定の条件下で、例外的に医師が自己の
処方箋により自ら調剤するときはこの限りではないとされている。本
件においては、離島部の診療所において医師が自己の処方箋によ
り自ら調剤を行う必要があり、看護師が当該診療所で調剤を行うこと
はできない。
このような離島等の医薬品供給体制は、地域の薬剤師会等の協力
により、医師が不在の間、当該診療所に薬剤師を派遣するなどの対
応をまず検討することが重要であり、大分県の薬務主管課や大分県
薬剤師会等と相談しながら進めていくことが適当と考える。
 例えば、医師が不在の当該診療所に来所した患者に対し、本土の
医療機関から、当該診療所に従事する医師がオンライン診療を行う
場合において、その医師の処方に基づき、当該診療所に薬剤師を従
事させ、当該薬剤師が調剤して患者に薬剤を交付することは可能で
ある。また、その医師の処方箋により薬局においてオンライン服薬指
導を行い、調剤された薬剤を、当該患者の居宅等に配送することも
可能である。この場合において、一定の条件の下で、当該薬剤をド
ローンを用いて配送することも可能である。（参考：「ドローンによる医
薬品配送に関するガイドラインについて」（令和３年６月22日付け薬
生総発第0622第２号・医政総発0622第３号））

○当県ではオンライン診療の導入促進に向け、より的確な診断が可能となるよう、電子版かかりつけ連携手帳と連動したアプリの
開発を進めており、制度の普及・促進に資する規制緩和については大いに賛同するところである。

高松市、
高知県、
大分県、
宮崎県

津久
見市

厚生
労働
省

薬剤師法第19条、
第22条、医薬品、医
療機器等の品質、
有効性及び安全性
の確保等に関する
法律第９条の３

オンライン診療で診療所内に医師が不在の場合で
も、診療所内に在庫している薬剤の提供が可能に
なれば、薬剤を配送する時間と配送経費の削減が
可能になり、離島等のへき地住民の利便性向上、
負担軽減及び医療の確保を図ることができる。ま
た、オンライン服薬指導との併用へと発展できれ
ば、へき地であっても医師・薬剤師双方から遅れな
く医療サービスを受けることが可能になる。
オンライン診療時でも、当該診療所に看護師が常駐
していれば、医師又は薬剤師が映像を介して看護
師に指示を行い、薬剤の最終的な確認を行えば差
し支えないのではと考えている。なお、安全性の確
保及び看護師の負担軽減のため、提供できる薬の
種類や、特例の適用の範囲は限定すべきと考える。
新型コロナウイルス感染拡大防止や、台風等の自
然災害が物流に与える影響を回避する点からも、オ
ンライン診療のさらなる活用と普及が期待される。
へき地における医療機能を維持するためには、自
然災害や人員不足等、多くのリスクを抱えているこ
とも事実であり、特例的に規制緩和をいただくこと
で、より柔軟な対応が可能となる。

53 B　地
方に
対する
規制
緩和

11_そ
の他

ＤＶ等支
援措置の
延長に係
る申出手
続きの簡
素化及び
ＤＶ等支
援措置期
間の延長

「住民基本台帳の一部の写し
の閲覧及び住民票の写し等
の交付並びに戸籍の附票の
写しの交付におけるドメス
ティック・バイオレンス、ストー
カー行為等、児童虐待及びこ
れらに準ずる行為の被害者
の保護のための措置」（以下
「DV等支援措置」という。）に
おける延長の申出手続きに
関して、申出者が行う警察、
配偶者暴力相談支援セン
ター、児童相談所等（以下「相
談機関等」という。）及び市町
村窓口への出頭による本人
確認の省略並びにＤＶ等支援
措置期間を１年を超えて設定
することを可能とすること。
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○当市においても、申出者が相談機関へ出頭ができず、支援措置を終了するケースが発生している。引き続き支援が必要な場合
は、相談機関への出頭なく、本人から状況や必要性の聞き取りなどにより延長の申出が行えるよう事務の見直しを求める。
○支援措置の件数は増加傾向にあり、限られた担当者の人数では管理しきれなくなる可能性もある。制度を簡素化することで、支
援者の情報を少ない人数で守ることにつながる。
○ＤＶ加害者からの暴力等の恐怖によって外出することができないために継続支援を受けられない場合があり、被害者救済の観点
から制度改正等の要望を受けるケースが多くある。
○支援措置対象者にとって延長手続が負担となり、支援措置が終了となるケースが多くみられる。手続きの簡略化により、支援が
必要な対象者の負担が減ることが期待される。
○市町村窓口での延長申出の際に郵送で受付することについては、申出者の負担軽減につながることから賛同する。
○申出者からの電話では延長希望の旨が確認できたものの、体調が優れない等の理由により、相談機関や市役所に来ることがで
きず、延長の申出をすることができなかったケースが数回あった。

ＤＶ等支援措置については、被害者に係るＤＶ等被害の状況がケー
スごとにさまざまに変化し得ることから、期間を１年と定め、申出があ
れば状況を確認して延長することとしている。
支援措置の期間については、ＤＶ等被害者の申出に基づき、住民基
本台帳法で認められている住民票の写し等の交付制度の特例的な
取扱いを行うものであることから、一定の期間を区切って、虚偽の申
出を防ぐため、対面の本人確認を行った上で状況等を確認し、適切
に対応していくことが必要と考えており、現時点では支援措置期間の
長期化や本人確認等のあり方の見直しについては、慎重な対応が
必要なものと考えている。

関係府省からの第１次回答において、被害状況がケースごとにさまざま
に変化し得ることから、期間を１年と定めていることが示されているが、
実際には、ＤＶ等被害者の置かれた状況に変化が起こることはほとんど
なく、継続して支援を必要とする者が多いため、期間を１年とする合理的
な理由はないと考える。
また、初回の申出では、被害者を出頭させて本人確認をすることの必要
性はあると考えられるが、既に支援措置の特例を受ける申出者及び加
害者を含む第三者が虚偽に延長を申し出る利益はなく、延長する者に
出頭することを求めてまで本人確認をする必要性は低いと考える。むし
ろ、延長の意思があっても、相談機関等や市町村窓口を訪れることがで
きないために、延長手続ができず支援措置が失効している事例が、追
加共同提案団体からも示されているように全国的に存在していることを
踏まえると、延長手続の簡素化を実現する意義は大きい。
ＤＶ等支援措置の期間の延長や、本人確認書類の郵送、マイナンバー
カードの活用等を可能とする延長手続の「出頭」要件の見直しにより、延
長手続にかかる申出者の負担軽減が図れるため、支援措置制度の充
実につながると考える。繰り返しとなるが、支援措置の特例を受ける申
出者や関係機関の双方にとって、現行制度の見直しによる負担軽減の
意義は大きいため、本提案内容の実現を強く要望する。

【支障事例】
ＤＶ等支援措置の期間は１年となっており、ＤＶ等支援措
置の対象者が当該措置の延長の申出を行う場合、１年
ごとに初回と同様の手続きが求められ、相談機関等及
び市町村の窓口に出頭し本人確認を受ける必要があ
る。窓口への出頭が必要なため、市町村窓口でＤＶ等支
援措置の延長の申出を行ったのにも関わらず、相談機
関等に相談に行かなかったことで、やむを得ずＤＶ等支
援措置が終了に至ったケースがある。
【制度改正の必要性】
ＤＶ等支援措置の期間は、初回又は延長の手続きであ
るか否かを問わず１年となっているが、特に延長手続き
を行う対象者については、初回の手続き時と比べて対
象者の環境が大きく変化することは少ないと考えられ、
１年ごとにＤＶ等支援措置の延長の申出を行わなけれ
ばならないことについては、当町職員だけでなくＤＶ等支
援措置対象者等からも柔軟な対応を可能にすることを
求める声がある。また、ＤＶ等支援措置の延長の申出者
は、加害者が訪れる可能性のある窓口に延長のたびに
足を運ばなければならず、出頭を伴う手続きは被害者に
とっては精神的な負担であり危険を伴うものとなってい
る。ＤＶ等支援措置の延長の申出のたびに窓口に出頭
しなければならないことについても、当町職員だけでなく
ＤＶ等支援措置対象者等からも利便性の高い手続とな
るよう見直しを求める声がある。
【懸念の解消策】
ＤＶ等支援措置の対象者が延長の申出を行う場合、本
人確認は初回の申出時に行っていることから、出頭によ
る本人確認の方法を緩和し、相談機関等及び市町村に
おいて初回で控えた相談や申出の内容で本人を特定す
る電話受付や本人確認書類同封による郵送等での延長
手続きを可能とする。また、延長の手続きは初回の手続
き時と比べてＤＶ等支援措置対象者の環境が大きく変化
することは少ないと考えられることから、当該対象者が
延長の申出をする際に、例えば３年を超えない範囲で対
象者の希望により支援措置期間を選択できるようにする
など柔軟な対応を可能とする。

ＤＶ等支援措置対象が市町村窓口に出頭すること
による加害者からの追跡のリスクや精神的負担を
減らすことができる。また、延長の手続きが簡略化
されることで、ＤＶ等支援措置対象者の負担軽減に
加え、市町村の受付事務の負担軽減も見込める。さ
らに、ＤＶ等支援措置の延長切れを防止することが
でき、被害者への切れ目のない支援につながる。

住民基本台帳事務
処理要領第５-10ア
（エ）、キ



見解
補足
資料

措置方法
（検討状況）

実施（予定）
時期

これまでの措置（検討）状況 今後の予定

対応方針の措置（検討）状況各府省からの第１次回答を踏まえた追加提案団体からの見解

全国知事会・全国市長会・全国町村会からの意見 提案募集検討専門部会からの主な再検討の視点（重点事項） 各府省からの第２次回答
令和３年の地方からの提案等に関する対応方針（令和３年12月21日閣議決定）記載内容

※提案提出年以降の対応方針に記載があるものは当該対応方針の記載内容を
＜当該対応方針決定年＞として併記

令和4年3月23日通知 離島等の診療所における医師及び薬剤師不在時の
医薬品提供の考え方について（令和４年３月23日付
け厚生労働省医薬・生活衛生局総務課長、同省医政
局総務課長通知）を通知した。

５【厚生労働省】
（35）薬剤師法（昭35法146）
離島等の診療所において、荒天等により医師及び薬剤師が渡航できないこと
により不在となる場合において、当該診療所に従事する医師が患者に対して
遠隔でオンライン診療を行った場合の調剤については、当該医師又は薬剤師
が、映像及び音声の送受信による方法で、当該診療所の看護師又は准看護
師が行うPTPシート等で包装されたままの医薬品の取り揃えの状況等を確認
することで、当該医薬品の提供を可能とすることの考え方や条件等について
検討し、令和３年度中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ず
る。

本件については、離島部の診療所において医師が自己の処
方箋により自ら調剤を行う必要があり、看護師が当該診療所
で調剤を行うことができないことは、１次回答のとおり。
こうした事例において、当該診療所に従事する医師がオンラ
イン診療による処方箋に基づき、当該医師の責任の下、医療
安全を確保しつつ適切に医薬品を提供することが可能かどう
か、関係団体等の意見も踏まえながら整理したいと考えてい
る。

○１次ヒアリングにおいて、医師等が映像を介して
錠剤の取り揃え等の行為を確認する場合に、どの
範囲の行為まで当該医師等による調剤として整理
することができるのか検討したい旨の説明があった
が、この検討の進捗状況や方向性、スケジュール
について、２次ヒアリングで具体的に示していただ
きたい。

【全国知事会】
提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検討を
求める。

―

― ＤＶ等支援措置の期間については、ＤＶ等支援措置制度の検
討時に、自治体実務や有識者の意見を踏まえて１年と設定し
たものであり、一定の合理性があるものと考えている。
ＤＶ等支援措置は、住民基本台帳法で認められている住民
票の写し等の交付制度の特例的な取扱いを行うものである
ことから、その延長の申出に当たっても、不正な申出を防ぐ
ため、本人確認や支援措置の必要性の確認を確実に行う必
要があるものである。
ただし、追加共同提案団体ご指摘の「ＤＶ被害により精神疾
患等がある支援措置対象者」の場合など、本人が来庁して延
長の申出を行うことが難しいと認められるような場合も想定さ
れることから、延長の申出については、代理人による手続が
可能であることが認められていることを地方公共団体に周知
する他、市町村長の判断で、郵便等の方法で受け付け、本
人確認を行い、関係機関に支援の必要性を確認した上で、
受理する取扱いとして差し支えないものとすることを検討した
い。

５【厚生労働省】
（39）住民基本台帳法（昭42法81）
（ⅱ）住民基本台帳の一部の写しの閲覧（11条及び11条の２）、住民票の写し
等の交付（12条から12条の４）、除票の写し等の交付（15条の４）、戸籍の附票
の写しの交付（20条）及び戸籍の附票の除票の写しの交付（21条の３）におけ
る、ドメスティック・バイオレンス（配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護
等に関する法律（平13法31）１条１項）、ストーカー行為等（ストーカー行為等の
規制等に関する法律（平12法81）６条）、児童虐待（児童虐待の防止等に関す
る法律（平12法82）２条）及びこれらに準ずる行為（以下「DV等」という。）の被
害者の保護のための措置（以下「DV等支援措置」という。）に係る延長の申出
については、市区町村の事務所へ出頭して行うこととしているが、代理人によ
る手続も認められている旨、また、精神疾患等により市区町村の事務所への
出頭が困難となっている申出者については、市区町村長の判断で、郵送等に
より申出を受け付け、添付された本人確認書類の写しにより申出者本人から
の申出であることの確認をした上、警察などの相談機関等から当該措置の必
要性を確認できた場合には受理することとして差し支えない旨、地方公共団
体に通知する。
（関係府省：内閣府、警察庁及び総務省）
［措置済み（令和３年12月14日付け総務省自治行政局住民制度課長通知）］

【和泉市】
回答にある通りの原則的な対応を行っているが、DV被害
により精神疾患等がある支援措置対象者もいらっしゃる
ため、日常生活に支障を来たす方の場合には、支援措置
の継続性について、一定の配慮が必要であると考えてい
る。
実際に制度に対する要望を直接いただいた事もあり、被
害者が継続を希望されたとしても手続きに来庁できない
場合の救済措置は必要であると考えております。
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各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの見解

○開所日数の数え方が明確にされていないことによる市町村間での認識のずれや、日割り計算の10円未満の端数処理による10円
の減収により、施設が見込む25,700円×人数の収入との誤差が生じ、施設における会計上の支障も生じている。
○月途中での市外への転出、市外からの転入があった場合には、その都度相手方の自治体と協議し、日割りするか、月単位で負
担するかを決定しており、事務負担となっている。そのため取扱いの統一化を求める。

ご提案の日割り計算に関しては、昨年度、新制度未移行幼稚園の利
用者が月の途中で転園せずに市町村をまたがる転居をした場合の
当該月の施設等利用給付の支給について、関係市町村間で調整が
ついた場合には、日割り計算をせずに、いずれかの市町村がまとめ
て支給する運用（以下、「月割り」という。）を可能としたところであり、
この場合には月割りを活用することも可能である。
日割り計算による施設等利用費の取扱いについては、令和元年10
月の幼児教育・保育の無償化から開始されたもので、幼児教育・保
育の無償化に関係する市町村実務を検討する会議（全国市長会・全
国町村会推薦の12自治体がメンバー）における検討を経て、現行の
取扱いとなっている。
月の途中に特定子ども・子育て支援の利用の開始や終了又は利用
する施設等の変更等の事由があった場合における施設等利用費の
算出方法は、その月の開所日数を基礎とした日割りによって計算す
ることし、日割り計算によって算出された支給上限額と実利用料を比
較し、いずれか低い方の金額を支給額としている。その際、支給上
限額は10円未満の端数は切り捨てとし、実利用料は、実額（10円未
満の端数の切り捨てなし）としている。
今回、10円未満の端数分の負担に係る提案については、ご提案の
趣旨を踏まえ、幼児教育・保育の無償化に関係する市町村実務を検
討する会議において検討する予定である。
また、施設等利用費は、認可外保育施設や、一時預かり事業、病児
保育事業、子育て援助活動支援事業（ファミリーサポートセンター事
業）（以下、「施設等」という。）など、必ずしも継続的な在園関係を前
提としない施設等も対象としているため、これらの施設等までも対象
とした統一的な日数を設定することは困難であるが、例えば一定の
施設類型に限って標準日数を設定することが可能かどうか等につい
ても、併せて検討する予定である。

現在、施設等利用費の日割り計算において発生する10円未満の端数分
は、新制度未移行幼稚園が保護者から徴収、又は新制度未移行幼稚
園での負担となっている。保護者から10円未満の端数分を徴収する場
合、徴収にかかる事務が負担となっており、また、新制度未移行幼稚園
で負担する場合は、当該幼稚園に金銭的な負担が生じることになり、新
制度未移行幼稚園において、10円未満が切り捨てられることへの不満
があがっているところである。
このため、日割り計算において発生する10円未満の端数分は市町村が
負担することを、１次回答で示された幼児教育・保育の無償化に関係す
る市町村実務を検討する会議において検討いただきたい。市町村が負
担することにより、施設から保護者に対する端数分の請求事務が不要と
なり、事務負担の軽減が期待できる。
新制度未移行幼稚園の開所日数については、関係市町村間での確認・
調整が事務の負担となっているため、施設型給付費と同様に標準日数
を設定することをぜひ検討願いたい。標準日数が設定されれば、市町村
の事務負担の軽減や、新制度未移行幼稚園への遅滞ない施設等利用
費の支払いにつながり、当該幼稚園は円滑に運営することができる。
上記について、早急に対応願いたい。

子ども・子育て支援
法施行令第24条の
４第２項
子ども・子育て支援
法施行規則第59条
の２
子ども・子育て支援
法の一部を改正す
る法律等の施行に
伴う留意事項等に
ついて（令和元年９
月13日付け内閣府
子ども・子育て本部
統括官、文部科学
省初等中等教育局
長、厚生労働省子
ども家庭局長通知）

内閣
府、文
部科
学省、
厚生
労働
省

岐阜
県、郡
山市

旭川市、
仙台市、
須賀川
市、富津
市、川崎
市、長野
県、中野
市、大垣
市、岐南
町、豊田
市、吹田
市、広島
市

64 B　地
方に
対する
規制
緩和

03_医
療・福
祉

月途中で
の入退園
等に係る
施設等利
用費の日
割り計算
の簡素化

月途中での入退園等におけ
る施設等利用費の日割り計
算について、計算過程での端
数分の取扱いや開所日数の
算出方法を見直す等の事務
の簡素化を求める。
現行制度で明確になっていな
い日割り計算で発生する10円
未満の端数分の取扱いにつ
いては、例えば、端数分は市
町村が負担する等、取扱いの
明確化を求める。また、施設
等利用費の日割り計算は、
「その月の開所日数」を用い
て算出するが、当該日数は各
施設で異なるため、例えば施
設型給付費の様に、「その月
の開所日数」を25日と設定す
る等、統一的な考え方を求め
る。

施設等利用費については、月途中での入退園や、保護
者が市町村をまたいで住所地を変更した場合などは、
日割りにより給付することが求められているが、その際
の施設等利用費の算出方法は、非常に煩雑であり、施
設及び市町村において、事務負担となっている。
特に、月途中に保護者が市町村をまたいで住所地を変
更した場合や新制度未移行幼稚園に転園した場合、日
割り計算において発生する10円未満の端数は切り捨て
ることになっており、切り捨てられた端数分は、施設等利
用費を得られないため、新制度未移行幼稚園が保護者
に対し請求するか、当該園が端数分を負担することとし
ている。多くの園は保護者に端数分を請求しているた
め、保護者に対する請求業務が新たに発生しているが、
一方で、園が端数分を負担することとした場合、園に負
担が生じることとなる。
また、施設等利用費における日割り計算（利用開始の
場合）は、「2.57万円（上限）×認定起算日最初の利用
日以降のその月の開所日数÷その月の開所日数」で算
出することとされているが、「その月の開所日数」が新制
度未移行幼稚園ごとに異なるため、園と市町村間にお
いて、開所日数の確認が負担となっている。

市町村が端数分を負担することで、施設から保護者
に対する端数分の請求事務が不要となり、施設に
おける事務負担が軽減される。また、保護者による
端数分の負担がなくなる。
さらに、日割り計算における開所日数の考え方につ
いて、統一的な見解が示されることにより、施設及
び市町村における事務負担が軽減される。



見解
補足
資料

措置方法
（検討状況）

実施（予定）
時期

これまでの措置（検討）状況 今後の予定

対応方針の措置（検討）状況各府省からの第１次回答を踏まえた追加提案団体からの見解

全国知事会・全国市長会・全国町村会からの意見 提案募集検討専門部会からの主な再検討の視点（重点事項） 各府省からの第２次回答
令和３年の地方からの提案等に関する対応方針（令和３年12月21日閣議決定）記載内容

※提案提出年以降の対応方針に記載があるものは当該対応方針の記載内容を
＜当該対応方針決定年＞として併記

１ポツ目

措置済み
（府令・通知）

府令改正：令和４年３月31日
公布、同年４月１日施行
通知発送：令和４年４月１日

特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並び
に特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基
準及び子ども・子育て支援法施行規則の一部を改正
する内閣府令（令和４年内閣府令第25号）

「子ども・子育て支援法の一部を改正する法律等の施
行に伴う留意事項等について（通知）」の一部改正に
ついて（通知）（令和４年３月31日付け内閣府子ども・
子育て本部統括官・文部科学省初等中等教育局長・
厚生労働省子ども家庭局長）

２ポツ目

措置済み
（通知）

実施時期：令和４年４月１日 「子ども・子育て支援法の一部を改正する法律等の施
行に伴う留意事項等について（通知）」の一部改正に
ついて（通知）（令和４年３月31日付け内閣府子ども・
子育て本部統括官・文部科学省初等中等教育局長・
厚生労働省子ども家庭局長）

一次回答にもあるとおり、ご提案の日割り計算に関しては、
昨年度、新制度未移行幼稚園の利用者が月の途中で転園
せずに市町村をまたがる転居をした場合の当該月の施設等
利用給付の支給について、関係市町村間で調整がついた場
合には、日割り計算をせずに、いずれかの市町村がまとめて
支給する運用（以下、「月割り」という。）を可能としたところで
あり、この場合には月割りを活用することも可能である。
日割り計算による施設等利用費の取扱いについては、令和
元年10月の幼児教育・保育の無償化から開始されたもので、
幼児教育・保育の無償化に関係する市町村実務を検討する
会議（全国市長会・全国町村会推薦の12自治体がメンバー）
における検討を経て、現行の取扱いとなっている。
月の途中に特定子ども・子育て支援の利用の開始や終了又
は利用する施設等の変更等の事由があった場合における施
設等利用費の算出方法は、その月の開所日数を基礎とした
日割りによって計算することし、日割り計算によって算出され
た支給上限額と実利用料を比較し、いずれか低い方の金額
を支給額としている。その際、支給上限額は10円未満の端数
は切り捨てとし、実利用料は、実額（10円未満の端数の切り
捨てなし）としている。
今回、10円未満の端数分の負担に係る提案については、ご
提案の趣旨を踏まえ、幼児教育・保育の無償化に関係する
市町村実務を検討する会議において検討する予定である。
また、施設等利用費は、認可外保育施設や、一時預かり事
業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業（ファミリーサ
ポートセンター事業）（以下、「施設等」という。）など、必ずしも
継続的な在園関係を前提としない施設等も対象としているた
め、これらの施設等までも対象とした統一的な日数を設定す
ることは困難であるが、例えば一定の施設類型に限って標準
日数を設定することが可能かどうか等についても、この会議
において併せて検討する予定である。

５【厚生労働省】
（50）子ども・子育て支援法（平24法65）
（ⅱ）子育てのための施設等利用給付（30条の２）を受ける保護者が、月の途
中で他の市町村（特別区を含む。以下この事項において同じ。）に転居した場
合等における施設等利用費の日割り計算については、以下の措置を講ずる。
・特定子ども・子育て支援施設等（７条10項１号から３号までの施設に限る。）
における日割り計算の基礎となる日数については、市町村及び事業者の事務
負担を軽減するため、令和３年度中に府令を改正し、現在「施設又は事業所
を開所する日数」であるところ、一律、「その月の平日の日数」とする。
・日割り計算において生じた10円未満の端数については、支給の対象とはし
ていなかったところ、事業者又は保護者（以下この事項において「事業者等」と
いう。）の負担を軽減する観点から、10円未満の端数を切捨てせずに、市町村
から事業者等に施設等利用費として支給することとし、その旨を地方公共団
体に令和３年度中に通知する。
（関係府省：内閣府及び文部科学省）

― 【全国知事会】
提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検討を
求める。
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各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの見解

87 A　権
限移
譲

07_産
業振
興

中小企業
等経営強
化法にお
ける事業
分野別指
針の策定
権限及び
経営力向
上計画に
係る認定
権限の移
譲

中小企業が策定する本業の
成長に関する経営力向上計
画について、事業分野別指針
の策定及び同計画の認定に
関する権限の広域連合への
移譲を求める。

事業者が作成する経営力向上計画に係る事業分野別
指針については、国が全国一律に策定しており、地域の
特性を考慮するものとなっておらず、地方の人材の受け
皿となる中小企業の経営力強化が効果的に図られてい
ない。
中小企業の本業の成長は、地方の雇用や人口移動に
密接に関連しており、地方が主体となって事業分野別指
針を策定し、経営力向上計画の認定を行う必要がある
が、東京圏に次ぐ大都市圏である関西圏では、京阪神
を中心に府県域を越えて広がる生活・経済圏が形成さ
れている。
関西の府県・指定都市で構成する当広域連合は、関西
各地域の構成団体の特性を活かして関西共通の事業
分野別指針を策定することが可能であり、事業分野別
指針の策定権限移譲の受け皿として適切である。あわ
せて、経営力向上計画の認定を一体的に行うことによ
り、地域での一体的・総合的な事務執行が可能と考え
る。
なお、平成29年に事業分野別指針策定は国（主務大
臣）が行うものとしつつ経営力向上計画の認定権限の
都道府県知事への移譲を求める提案がなされている
が、今回の提案は事業分野別指針策定権限と経営力
向上計画認定権限の一体的な移譲を求めるものである
こと、移譲を求める先が都道府県ではなく、複数の府
県・指定都市が加入し、区域に関西圏を包含する当広
域連合であることから、平成29年の提案とは趣旨が異
なるものである。

広域連合に移譲する事により、全国一律の指針で
はなく、地域自らが特徴を踏まえた中小企業の経営
力強化に資する指針の効果的な策定等が可能とな
り、人材の受け皿となる地方の中小企業の体力強
化が図られる。
また、複数府県に跨がるものの経営革新計画の承
認権限の広域連合への移譲と合わせることで、地
域での一体的、総合的な事務執行が可能となり、事
業者等の利便性の向上が図られる。

中小企業等経営強
化法第16条、第17
条、18条
経営力向上に関す
る命令第１条、第２
条

警察
庁、総
務省、
財務
省、厚
生労
働省、
農林
水産
省、経
済産
業省、
国土
交通
省、環
境省

関西
広域
連合

－ － ・中小企業等経営強化法に基づく経営力向上計画は、全国の中小
企業等の経営力向上の支援を目的として、平成28年７月より制度を
開始した。仮に事業分野別指針の策定や経営力向上計画の審査・
認定に係る権限を貴連合に移譲する場合、制度の対象が貴連合に
所属する２府６県４市の中小企業等に限られることから、本制度を全
国で統一的に運用し、全国の中小企業等の経営の向上を図ることが
困難となるおそれがある。
また、事業分野別指針の策定や、当該指針を踏まえて作成される経
営力向上計画の審査・認定を国で実施すべき理由については、以下
のとおりである。
・事業分野別指針については、①事業環境の変化（景気回復により
高付加価値な商品の需要が高まり、これまでの低コスト化から高付
加価値化に商品構成や商品の内容を変化させる必要が生じた等）や
その他の事情（政府としての政策的優先順位の変更等）により当該
業種において取り組むべき経営力向上の内容に変化があった場合
に変更するものとしていること、②関係省庁が緊密に連携しながら、
優良事例の適宜の見直し等を含めたPDCAサイクルを実効性ある形
で確立し、最新かつ最良の情報が盛り込まれた事業分野別指針を
提供し続けるよう努めることが、法案審議の際の国会附帯決議（第
190回国会閣法第46号　附帯決議）でも求められたことから、全国レ
ベルで事業環境や政策状況の変化を把握でき、事業分野ごとの汎
用的な知見を有する各事業所管大臣が策定することが適当である。
・経営力向上計画については、上述のとおり最新かつ最良の情報が
盛り込まれた事業分野別指針を提供し続けるよう努めることが国会
附帯決議で求められており、中小企業の生産性向上に関する最新
の取組事例等を、国側で一次情報として常時把握する必要があるこ
とから、国が計画を直接審査・認定することが適当である。

本提案の主旨は、中小企業等経営強化法の現行の運用スキームを前
提としつつ、中小企業等が、地域の特性にも配慮された事業分野別指
針を参照しながら経営力向上計画を策定できるようにすることにより、地
域の中小企業等の経営力向上につなげようとするもの。
また、制度開始５年経過後も未だに事業分野別指針が策定されていな
い事業分野も存在することから、関西経済の強みを伸ばしたり、弱みを
補ったりできる事業分野を中心に事業分野別指針を新たに策定し、当該
事業者団体、経営革新等支援機関等と協力して当該事業を営む中小企
業等に経営力向上計画の策定を促すことにより、本制度を活用する中
小企業等の増加を図ることができると考える。なお、事業分野別指針が
策定されていない分野でも、基本方針に適合すれば、経営力向上計画
の認定は可能であるが、中小企業等の経営力を向上させ更なる成長を
促すという目的を達成するためには、事業分野に特化した指針に照らし
て適切な経営力向上計画を作成し、実行することが、より効果的である
と認識している。
権限移譲後は、国会附帯決議に鑑み、最新かつ最良の情報が盛り込ま
れた事業分野別指針を提供しつづけられるよう、国において現に行われ
ている関係府省間及び各府省の本府省・地方支分部局間の連携と同様
に、関西の中小企業等の生産性向上に関する最新の取組事例等の一
次情報、関西地域の事業環境の変化等を速やかに把握して国と情報共
有するとともに、国から他地域の一次情報、全国的な政策状況の変化
等の情報提供を受けるなど、国との積極的な連携に努めていく。
経営力向上計画の審査・認定については、事務を担うために必要となる
体制を確保しつつ、当広域連合が事業分野別指針の策定と一体的に運
用することにより、関西地域におけるPDCAサイクルの実効性を確立で
きる。あわせて、上記の国との情報共有により、関西地域のためのみな
らず、全国の中小企業等の経営力向上への寄与に資することも可能。
以上を踏まえれば、中小企業等経営強化法に基づく事業分野別指針の
策定及び経営力向上計画の認定等に関する事務・権限を当広域連合に
移譲することにより、中小企業者等の更なる経営力向上に向け、地域で
の一体的・総合的な対応が図られ、「中小企業等の経営強化を図り、
もって国民経済の健全な発展に資する」（同法第１条）ことができるもの
と考えており、是非とも前向きにご検討いただきたい。

長崎
県、九
州地
方知
事会

岩手県、
山梨県、
長野県、
兵庫県、
高知県、
福岡県、
宮崎県、
沖縄県

○①医師臨床研修事務を実施するに当たって、これまで地方厚生局で行ってきた業務内容を知り、統一感を持った適正な事務処
理が必要があることから、文書の移管を強く求める。なお、文書の移管が難しければ、権限を移譲する側の責任において、文書の
写しの提供を求める。
○①左記事例と同様に、事案が生じた場合、文書移管もしくはメールでの情報提供がないため、確認作業等に時間を要し、県の費
用負担も生じると考える。②左記事例と同様に、文書提出に時間を要し、郵送料について県の費用負担が発生している。
○②権限移譲により臨床研修病院からの提出が紙媒体となり、国への提出の際にCD-Rに変換することとなったことにより、移譲前
と比較して一連の作業効率が落ちている状況にある。

「国から都道府県への事務・権限の移譲に伴う地方厚生局の行政文
書等の取扱について」（令和２年３月25日付厚生労働省医政局医事
課医師臨床研修推進室長事務連絡）における地方厚生局からの情
報提供方法について、既存の方法の他、通信環境も考慮の上、
①地方厚生局から権限移譲に係る行政文書のメールでの文書提供
②都道府県から地方厚生局へのメールでの文書提出
が行えるよう拡大する。

情報提供方法について、「①地方厚生局から権限移譲に係る行政文書
のメールでの文書提供②都道府県から地方厚生局へのメールでの文書
提出が行えるように拡大する」との前向きなご回答をいただき、感謝す
る。今後、早急に取扱が変更となる旨の通知を発出していただきたい。
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国から地
方公共団
体への事
務・権限
の移譲に
伴う地方
厚生局か
らの情報
提供方法
等の見直
し

国から都道府県への事務・権
限の移譲に伴う地方厚生局
の行政文書等の取扱につい
て（令和２年３月25日　厚生労
働省医政局医事課医師臨床
研修推進室長事務連絡）によ
る地方厚生局からの情報提
供方法等の見直し（①地方厚
生局から権限移譲に係る行
政文書の移管、もしくは、メー
ルでの文書提供を認めるこ
と。②都道府県から地方厚生
局へのメールでの文書提出を
認めること。）

医師臨床研修事務の一部について令和２年４月より厚
生労働省から都道府県に対して権限移譲がなされてい
るが、左記事務連絡により、次のような状況となってい
る。
①地方厚生局から権限移譲前の文書の移管がなされな
いことから、地方厚生局が処理してきた臨床研修病院
指定等にかかる従前の取扱を確認するための関係文書
を入手するまでに一定の時間を要している。
この点において、左記事務連絡において地方厚生局が
保管する権限移譲前文書について、写し等を請求する
場合には、予め複写用CD-R等を地方厚生局へ郵送す
る必要があり、県へ電子メールでの提供が認められて
いないため、移譲された指定事務にかかる確認作業等
を完了させるまでにさらに時間を要している。
なお、左記事務連絡において、地方厚生局から電子ファ
イルへの複写による移譲前の文書提供を受ける際の
CD-R等電磁記録媒体や郵送料は都道府県が負担する
こととなっており、文書移管及び電子メールでの文書提
供がなされればこうした費用も削減可能である。
②権限移譲された臨床研修病院の指定事務等につい
て、地方自治法第245の４（技術的助言のための必要な
資料の提出）に基づき関係文書等を地方厚生局に提出
することが求められているが、上記と同様に電子メール
での提出が認められないため提出に時間を要し、複写
用CD-R等の電磁記録媒体や郵送料について都道府県
の費用負担が発生している。

①文書の移管もしくはメールでの情報提供がなされ
た場合、都道府県における確認作業を早期に実施
することが可能となることで事務を迅速かつ円滑に
進めることができる。
②都道府県から地方厚生局へ情報提供する際メー
ルでの情報提供が可能となれば、迅速な情報提供
が可能となる。

国から都道府県へ
の事務・権限の移
譲に伴う地方厚生
局の行政文書等の
取扱について（令和
２年３月25日　厚生
労働省医政局医事
課医師臨床研修推
進室長事務連絡）

厚生
労働
省



見解
補足
資料

措置方法
（検討状況）

実施（予定）
時期

これまでの措置（検討）状況 今後の予定

対応方針の措置（検討）状況各府省からの第１次回答を踏まえた追加提案団体からの見解

全国知事会・全国市長会・全国町村会からの意見 提案募集検討専門部会からの主な再検討の視点（重点事項） 各府省からの第２次回答
令和３年の地方からの提案等に関する対応方針（令和３年12月21日閣議決定）記載内容

※提案提出年以降の対応方針に記載があるものは当該対応方針の記載内容を
＜当該対応方針決定年＞として併記

事業分野別指針は、計画認定を行うに当たっての基準となる
ものであることから、認定を受けた全国の事業者間での不公
平が起きないようにする観点から、国が当該事業を取り巻く
事業環境を踏まえた全国大での事業分野別指針を策定する
ことが適当である。また、国会の附帯決議（第190回国会閣法
第46号 附帯決議）においては、「関係省庁が緊密に連携しな
がら、優良事例の適宜の見直し等を含めたPDCAサイクルを
実効性ある形で確立し、最新かつ最良の情報が盛り込まれ
た事業分野別指針を提供し続けるよう努めること」とされてい
るところ。
御指摘のとおり、現時点において、事業分野別指針が策定さ
れていない事業分野も存在することから、策定の要望が強い
事業分野については、当該事業を取り巻く事業環境も踏ま
え、新たに事業分野別指針を策定することを検討する。
また、現在の計画認定業務の状況は、平成28年７月以降、
令和３年３月末時点で120,131件を認定していることに加え
て、貴連合の所管地域（８府県）においては、現時点で、毎月
440件以上のペースでの新規認定業務があるほか、計画変
更に係る審査業務も発生しているところ。
したがって、仮に計画認定に関する権限を移譲する場合に
は、標準処理期間である30日以内に処理することが必要で
あることに加えて、計画の審査には、業種ごとの専門的な知
見が求められることから、これに対応するための十分な体制
を構築していただく必要がある。
御要望を実現するためには上記の対応を踏まえた上で、法
律改正まで必要となる。引き続き、これらのことを踏まえなが
ら、検討していきたい。

５【厚生労働省】
（47）中小企業等経営強化法（平11法18）
事業分野別指針（16条１項）に関し、当該指針が定められていない事業分野
については、複数の都道府県が加入する広域連合及び都道府県の意見を踏
まえつつ、新たに事業分野別指針を定めることについて検討し、令和４年中に
結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。
（関係府省：警察庁、総務省、財務省、農林水産省、経済産業省、国土交通省
及び環境省）

― 【全国知事会】
提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検討を
求める。

― ５【厚生労働省】
（14）医師法（昭23法201）
（ⅰ）国から都道府県に権限移譲した事務に係る文書等の取扱いについて
は、電子メールによる送付を可能とし、その旨を都道府県に通知する。
［措置済み（令和３年９月30日付け厚生労働省大臣官房地方課地方厚生局管
理室長補佐事務連絡、令和３年10月６日付け厚生労働省医政局医事課医師
臨床研修推進室長事務連絡）］

【全国知事会】
提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検討を
求める。

「国から都道府県への事務・権限の移譲に伴う地方厚生局の
行政文書等の取扱について」（令和２年３月25日付厚生労働
省医政局医事課医師臨床研修推進室長事務連絡）における
地方厚生局からの情報提供方法について、既存の方法の
他、通信環境も考慮の上、
①地方厚生局から権限移譲に係る行政文書のメールでの文
書提供
②都道府県から地方厚生局へのメールでの文書提出
が行えるよう拡大する。
なお、関係事務連絡については、遅くとも10月末までに改正
予定としています。

○関西地域が首都圏に次ぐ規模の経済圏であり、
関西経済の発展が地域経済に留まらず日本全体
の国益に資するという観点から、いわば国家戦略
特区のようなイメージで、関西地域に係る事業分野
別指針の策定及び経営力向上計画の認定に関す
る事務・権限を関西広域連合に移譲することを検
討いただきたい。
○制度の全国統一的な運用及びPDCAサイクルの
確立については、事業分野別指針の策定及び経
営力向上計画の認定に係る事務・権限を移譲した
上で、国と事務・権限の移譲先とが密接に連携を
図ることにより、担保することが可能ではないか。
○現状、国において事業分野別指針が策定されて
いない分野について、関西広域連合又は都道府県
が当該分野に対応する指針を追加的に策定できる
ようにすることも検討いただきたい。

- -  事業分野別指針に関する各都道府県の意見を確認
するため、各都道府県へのアンケート調査を行った
（調査の依頼を８月１日に発出、８月26日提出期限で
実施）結果、新たに事業分野別指針を希望する都道
府県はなかった。そのため、策定の要望が強い事業
分野は現状はないと判断せざるを得ず、新たな事業
分野別指針の策定は行わない。
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制度の
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団体名 その他（特記事項）

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞

各府省からの第１次回答
管理
番号

提案区分

提案事項名 求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）

各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの見解
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障害支援
区分の認
定調査に
おける面
接方法の
規制緩和

障害支援区分の認定を行う
ための、障害者等又は障害
児の保護者に対する認定調
査について、対面方式の面接
に限らず、一定の基準を設け
るなどした上でオンライン方
式により実施できるよう、コロ
ナ禍における臨時的な規制
緩和を求める。
【基準例】
・面会規制により認定調査が
できない施設等の入所者であ
ること
・一定の知見を有する医師・
看護師等が認定調査に同席
すること
・認定調査員の指示・指導の
下、申請者の心身の状況を
確認すること
・障害支援区分認定審査会
資料にオンラインで調査を実
施したことが分かるように記
載すること　など

障害者総合支援法に基づく、障害支援区分の認定のた
めの認定調査は、市町村職員等の認定調査員が実施
することとされており、対面方式による面接で実施され
る。
新型コロナウイルス感染症に係る障害支援区分の認定
等の臨時的な取扱いとして、対面方式による面接が困
難な場合について、12ヶ月以内の区分認定の有効期間
延長が可能とされているが、新規及び区分変更申請の
場合は本人等への面接を実施する必要がある。
昨年来の新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点か
ら、特に病院や障害者支援施設またはグループホーム
では、一般的には厳しい面会規制を設けており、障害支
援区分認定調査のための認定調査員による面接に応じ
てもらえないことがあり、認定調査が実施できなければ
支給決定ができないため、申請者の希望に沿った迅速
なサービス利用開始ができないことがある。
具体例では、更新時期で状態の悪化がみられる障害者
のサービス支給量の見直しが必要だったが、施設側の
面会規制により対面による認定調査ができなかったこと
から区分の見直しが行えず、現状の区分により有効期
間を12ヶ月延長せざるを得なかった事例があった。
また、住民への直接的な支障ではないが、12ヶ月延長
により一旦は翌年度に調査及び関連事務を繰越すこと
ができるものの、繰越された年度では元々の見込み量
に繰越し分が加わることとなり、認定調査員等の職員体
制確保が非常に困難になる。

予防接種法施行令
第４条

厚生
労働
省

群馬
県、福
島県、
茨城
県、栃
木県、
川越
市、桐
生市、
伊勢
崎市、
太田
市、沼
田市、
館林
市、渋
川市、
藤岡
市、安
中市、
みどり
市、榛
東村、
吉岡
町、神
流町、
下仁
田町、
草津
町、高
山村、
東吾
妻町、
川場
村、邑
楽町
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予防接種
を行う医
師につい
ての公告
の廃止

予防接種法施行令第４条を
改正し、予防接種を行う医師
の氏名等の公告を廃止するこ
と

市町村長等が行う予防接種について、協力する旨を承
諾した医師が予防接種を行う場合、当該予防接種を行
う医師について、その氏名及び予防接種を行う主たる場
所を公告するものとされており（予防接種法施行令第４
条第１項）、また、公告した事項に変更等があった場合
は速やかにその旨を公告しなければならない（同条第２
項）とされている。
しかし、病院の人事異動等により予防接種を行う医師は
頻繁に変わるため、予防接種を行う医師に係る公告の
事務について、手間が生じている。
また、医師の氏名の公告は、必ずしもリアルタイムで更
新できるものではないため（医療機関→市町村→県とい
う流れで公告依頼が来るためタイムラグが生まれる）、
古い情報が被接種者に伝わり混乱を招くおそれがある。
以上を踏まえ、施行令第４条に基づく予防接種を行う医
師の氏名等の公告を廃止することにより、事務負担を軽
減いただきたい。
なお、被接種者にとっては、施行令第５条及び第６条に
より、どこの医療機関で予防接種を受けられるかが分か
れば十分であり、医師の氏名を公告する意義は乏しく、
仮に医師の氏名等の公告を廃止しても、被接種者に支
障は生じないと考える。

都道府県、市町村及び医療機関の事務負担を軽減
できる。

札幌市、
旭川市、
神奈川
県、川崎
市、京都
市、八尾
市、高松
市、宇和
島市、高
知県、福
岡県、大
村市、熊
本市

○被接種者にとっては、どこの医療機関で予防接種を受けられるかが分かれば十分であり、医師の氏名を公告する意義は乏しく、
仮に医師の氏名等の公告を廃止しても、被接種者に支障は生じないと考える。

予防接種法第５条第１項又は第６条第１項若しくは同条第３項に基づ
く予防接種は、市町村長または都道府県知事（以下「市町村長等」と
いう。）が行うものであるが、接種の実施に当たり、予防接種法施行
令第４条第１項に基づき、市町村長等の要請に応じて予防接種の実
施に関し協力する旨を承諾した医師により行うことも可能となってお
り、その場合は、当該医師の氏名等について公告することとされてい
る。
被接種者にとっては、本公告が、法令に基づき、実施主体である市
町村長等から適切に要請され承諾のあった医師であることの確認を
行う唯一の方法であるとともに、同一医療機関に複数の医師がいる
場合等において、承諾した医師のみが接種を行うことを公にするも
のであることから、予防接種法施行令第４条第１項に基づく医師の氏
名等の公告は必要である。
なお、予防接種法第５条第１項に基づく定期接種は実施主体が市町
村長となることから、公告も市町村長が行うこととなるため、都道府
県知事による公告は不要である。

被接種者の立場に立って考えると、どこで予防接種を受けられるのか、
という場所さえ分かれば、当然に適切に市町村等から要請され承諾の
あった医師（以下、「承諾医師」という。）から予防接種を受けられるもの
と思われるので、場所が分かれば十分であり、医師の氏名の公告により
被接種者が大きな利益を享受するとは考えがたい。
また、承諾医師による予防接種を徹底するのであれば、被接種者に承
諾医師の確認を委ねるのではなく、承諾医師及びその属する医療機関
に対し、「承諾医師による接種」を行うよう注意喚起すれば足りる。
さらに、医師の氏名を公告することにより被接種者が受ける利益よりも、
氏名の公告が必ずしもリアルタイムで更新できるものではないことから、
被接種者に古い情報が伝わるおそれがあるという不利益の方が大きい
と思われる。
公告に係る自治体職員の事務負担と被接種者が受ける利益の均衡が
取れているとは言えず、業務効率化・自治体職員の負担軽減の観点か
ら医師の氏名等の公告の廃止について柔軟に御検討願いたい。

オンライン方式が可能となった場合は、面会規制を
設けている病院や障害者支援施設等に入所する申
請者に対して、確実に認定調査を行うことが出来る
ことから、申請者の希望に沿ったサービスの利用が
可能となるとともに、新型コロナウイルス感染症拡
大防止に配慮した、安全安心な市民サービスの提
供に寄与する。
また、調査対象者が暮らす施設等は遠方の場合も
あるため、職員の移動時間や事務費の削減効果も
考えられる。

障害者の日常生活
及び社会生活を総
合的に支援するた
めの法律第20条第
２項、障害者総合支
援法における障害
支援区分認定調査
員マニュアル（平成
26年４月厚生労働
省社会・援護局障
害保健福祉部）

厚生
労働
省

長崎
市

対面による障害支援区分認定調査（以下「認定調査」という。）ができな
い状況では、速やかにサービス提供を行う必要がある新規申請対象者
に対して遅延が生じるとともに、更新申請においては代替措置として障
害支援区分の有効期間を最大12ヶ月間延長することが認められている
ものの、再延長、再々延長となると対象者の心身状態に大きな変化が
起こり得る可能性があり、本来、必要とするサービスを提供できないまま
数年間を過ごさざるを得ない事態が想定される。
令和３年１月29日付厚生労働省老健局老人保健課からの通知により、
介護保険法に基づく要介護認定においては、臨時的措置として医師や
看護師等が調査へ同席するなど、一定の条件に基づきオンライン調査
が認められており、既に当市の介護保険担当部署では問題なく実施して
いる。障害者に対しても、障害の特性や疾病の状況など個別性に配慮し
た認定調査を行う必要があり、調査の項目によっては実際に体の部位
を動かす行為を行ってもらうなど安全性にも配慮が必要となるため、要
介護認定の場合と同様に施設の医師や看護師、ヘルパー等がオンライ
ンによる認定調査に同席することで、対面による認定調査と遜色ない十
分な安全性が確保できると考えている。
新型コロナウイルス感染拡大の収束が見えない中で、障害特性等に配
慮した適切なサービス提供を速やかに行うために臨時的な措置として規
制緩和を求めているものであり、早急な検討をお願いしたい。

○認定調査は、対面方式にて実施しているところであるが、今回の新型コロナウイルス感染症の影響により訪問調査への対応が困
難な事例があった。当市は離島であることで、居住地特例などに伴う、島外での訪問調査を行わなければならない場合が多い。医
療体制が脆弱な当市にとっては、島外からのウイルスの持ち込みが島内での感染拡大に繋がりより慎重な行動が求めらることか
ら、心的負担が大きい。オンライン調査が可能となった場合は、受入施設側、調査職員、双方が安心して調査できるとともに、適切
なサービス利用に繋がるものと考えられる。
○当市においては、施設側の面会規制により、新規及び区分変更の認定調査が実施できない事例はない。しかし、昨年来の新型
コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、当市の病院や障がい者支援施設またはグループホームでも、一般的には厳しい面会
規制を設けている。そのため今後、本人の意向に反し、障がい支援区分認定調査のための認定調査員による面接に応じてもらえ
ないことが想定される。認定調査が実施できなければ支給決定ができないため、申請者の意向に沿った迅速なサービス利用開始
ができなくなる。よって、障がい支援区分の認定調査における面接方法の規制緩和は、調査時に本人の生活状況を映像等で確認
できることを条件とした上で、必要であると考えられる。また、住民への直接的な支障ではないが、12ヶ月延長により一旦は翌年度
に調査及び関連事務を繰越すことができるものの、繰越された年度では元々の見込み量に繰越し分が加わることとなり、認定調査
員等の職員体制確保が非常に困難になる。
○昨年度新型コロナウィルスの影響により、障害支援区分の更新を迎える方のうち、遠方の施設、病院に入所、入院中の方の認定
調査を殆ど実施することができず、区分認定の有効期間を延長せざるを得なかった。認定調査を実施できなかった理由として、緊
急事態宣言等により、出張を控えたこと、施設、病院側の面会規制である。今年度に入り、出張が可能となったが、施設によっては
引き続き他県からの来所者を受け入れしない施設があり、特に感染者が多い地域からの調査については、施設、病院側も慎重に
ならざるを得ず、調査する側も感染拡大を懸念しながら実施している。今後も事態が継続するのであれば、臨時的な認定の有効期
間延長により、毎年度区分更新を迎える方の数が増えていき、然るべき時期に利用者の状態変化を捉えることができなくなると同
時に、在宅利用者の認定調査にも支障をきたす恐れがある。対面での調査が、利用者がおかれている環境、心身の状況を把握す
るために有効であることは明白だが、オンライン上で質問に受け答えができる方等、対象を限定してでも、オンラインでの認定調査
が可能となれば、適時利用者の状況把握が行え、必要なサービス提供、援護が可能となる。また通常の更新時期に入院入所利用
者の認定調査が滞りなく行うことが可能になることから、年間の認定調査スケジュールが立てやすくなり、認定調査全体が円滑に進
む。更に平時においても、オンライン形式の認定調査導入は、デジタル社会の推進のためにも必要であり、また、事務の効率化が
図られることにより、認定調査員、施設、病院双方の負担軽減にもつながることが考えられる。
○当市においても、新型コロナ感染防止の観点から、面会に応じてもらえない事例があり、現状の区分により、有効期間を12か月
延長する事例が生じている。そのため、翌年度に繰越し分の認定調査等の事務負担が加わることとなり、認定調査員等の職員体
制確保が非常に困難になることが想定される。
○新型コロナウイルスの発生に伴い、病院や療養介護施設における対面調査ができない事例が発生している。また、在宅の方でも
感染が怖いので家族以外の者と会いたくないといった理由で障害認定調査員の訪問を断られるケースがあった。
○新型コロナウイルス感染症に係る障害支援区分の認定等の臨時的な取扱いとして、対面方式による面接が困難な場合につい
て、12ヶ月以内の区分認定の有効期間延長が可能とされているが、新規及び区分変更申請の場合は本人等への面接を実施する
必要がある。昨年来の新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、特に病院や障害者支援施設またはグループホームでは、
一般的には厳しい面会規制を設けており、障害支援区分認定調査のための認定調査員による面接に応じてもらえないことがあり、
認定調査が実施できなければ支給決定ができないため、申請者の希望に沿った迅速なサービス利用開始ができないことがある。
具体例では、更新時期で状態の悪化がみられる障害者のサービス支給量の見直しが必要だったが、施設側の面会規制により対面
による認定調査ができなかったことから区分の見直しが行えず、現状の区分により有効期間を12ヶ月延長せざるを得なかった事例
があった。また、住民への直接的な支障ではないが、12ヶ月延長により一旦は翌年度に調査及び関連事務を繰越すことができるも
のの、繰越された年度では元々の見込み量に繰越し分が加わることとなり、認定調査員等の職員体制確保が非常に困難になる。
○指定発達支援医療機関に入院中の障害児が18歳に到達するため調査が必要だが、当該医療機関では面会を禁止しており、更
に調査対象者は意思疎通が難しいという状況においては、対面調査について職員の理解を得ることが難しい。また、理解を得て対
面での調査を実施したとしても、万が一調査員がコロナウイルスに感染していた場合に責任を問われることになりかねない。
○病院に入院中の者が退院と同時にサービスを利用するために認定調査を必要としているが、病院内で対面調査を行うための条
件として抗原検査を事前に行うことを病院から示された。公費あるいは調査対象者の負担によるPCR検査を行うことができなかった
ため、やむを得ず退院後に調査を行った。本来、延長の取扱いは一時的な措置であったものと考えるが、実際には認定期間の延
長の取扱い開始から既に１年以上が経過し再延長・再々延長を行うケースも出てきている。新規・区分変更についてはもとより、更
新の場合であっても認定調査を行うことの意義を考慮すると、何度も延長を行うのではなく、たとえオンライン等であったとしても認
定調査を行うことが望ましいものと考える。
○当市においても、コロナウイルス感染症流行のため施設や病院で認定調査を受け入れを停止している結果、区分更新の延長を
継続している対象者が多数おり、事務に支障が出ている。御提案のとおり、オンライン方式での認定調査が可能となれば、確実に
認定調査が行えることに繋がると考える。また、コロナ禍終了後も、遠隔地の施設等の認定調査については恒常的にオンライン方
式での調査を認めてもらえると、移動時間や事務費の軽減が図れると考える。
○調査対象者が暮らす施設等が遠方の場合もあり、調査のための職員の移動時間や事務費が当市においても課題となっている。
○当県は、県独自の感染防止対策として、障がい者施設等の面会制限を県民に要請することがあるため、当県においても提案自
治体と同様の相談が複数寄せられており、現状の区分のまま12か月延長するよりも、オンライン面談により利用者の現状に合わせ
た区分に見直すことの方が、より適切なサービス提供につながると考えられる。
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障害支援区分の認定に係る調査は、現在、調査対象者の心身の状
況について認定調査員により対面で調査を行うこととしている。
この調査をオンラインで行うことについては、オンラインで調査対象
者の心身の状況を確認することとした場合の障害特性や個別性に応
じた対応の可否や、調査の安全性の観点等を踏まえた上で、どのよ
うな方策が可能か検討する。
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これまでの措置（検討）状況 今後の予定

対応方針の措置（検討）状況各府省からの第１次回答を踏まえた追加提案団体からの見解

全国知事会・全国市長会・全国町村会からの意見 提案募集検討専門部会からの主な再検討の視点（重点事項） 各府省からの第２次回答
令和３年の地方からの提案等に関する対応方針（令和３年12月21日閣議決定）記載内容

※提案提出年以降の対応方針に記載があるものは当該対応方針の記載内容を
＜当該対応方針決定年＞として併記

【全国知事会】
障害支援区分の認定調査における面接方法につ
いては、オンライン方式を可能とするなど規制を緩
和すること。
なお、障害者総合支援法に基づく申請及び調査方
法については、地方分権改革推進委員会第２次勧
告を踏まえ、条例に委任する、又は条例による補
正を許容すべきである。

障害支援区分の認定に係る調査は、現在、調査対象者の心
身の状況について認定調査員により対面で調査を行うことと
しているが、この調査をオンラインで行う場合の調査対象者
の心身の状況の確認、障害特性や個別性に応じた対応の可
否、調査の安全性の観点等が重要であることから検討を行っ
た。
検討の結果、新型コロナウイルス感染症への感染拡大防止
を図る観点から、障害者支援施設や病院等において、入所
者等との面会を禁止する等の措置がとられることにより、当
該施設等に入所している対象者の認定調査が困難な場合、
認定調査に一定の知見を有する相談支援従事者、医師・看
護師等が同席し、認定調査員の指示・指導の下、対象者の
心身の状況を確認する等適切な関与ができることや、認定調
査員がリアルタイムの映像で対象者の心身の状況を確認す
ることにより、障害特性や個別の認定調査項目の選択を適
切に行うことができる環境（調査の水準や対象者の安全、情
報セキュリティの確保）が整っていると判断する場合に限り、
オンライン（情報通信機器を通じてリアルタイムに行う方法）
による認定調査を行える取扱いとした。
なお、当該取扱いについては、令和3年8月27日付け事務連
絡「新型コロナウイルス感染症に係る障害支援区分の認定
等の臨時的な取扱いについて（その３）」を発出済みである。

５【厚生労働省】
（48）障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平17
法123）
（ⅰ）障害者支援区分の認定等に係る調査（20条２項）については、新型コロ
ナウイルス感染症の感染拡大防止を図る観点から、臨時的な取扱いとして、
障害者支援施設や病院等において、入所者等との面会を禁止する等の措置
が取られることにより、当該施設等に入所している対象者への認定調査が困
難な場合であって、一定の条件を満たす場合において、情報通信機器を用い
て映像を介する方法による調査を可能とし、その旨を地方公共団体に通知す
る。
［措置済み（令和３年８月27日付け厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部
障害福祉課、精神・障害保健課事務連絡）］

― 【全国知事会】
予防接種を行う医師の氏名等の公告については、
地方分権改革推進委員会第２次勧告の趣旨を踏
まえ、廃止若しくは条例に委任する、又は条例によ
る補正を許容すべきである。

予防接種法第５条第１項又は第６条第１項若しくは同条第３
項に基づく予防接種は、市町村長または都道府県知事（以下
「市町村長等」という。）が行うものであるが、接種の実施に当
たり、予防接種法施行令第４条第１項に基づき、市町村長等
の要請に応じて予防接種の実施に関し協力する旨を承諾し
た医師により行うことも可能となっており、その場合は、当該
医師の氏名等について公告することとされている。
被接種者にとっては、本公告が、法令に基づき、実施主体で
ある市町村長等から適切に要請され承諾のあった医師であ
ることの確認を行う唯一の方法であるとともに、同一医療機
関に複数の医師がいる場合等において、承諾した医師のみ
が接種を行うことを公にするものであることから、予防接種法
施行令第４条第１項に基づく医師の氏名等の公告は必要で
ある。そのため、本公告を廃止することはできないが、公告に
関する事務負担の軽減策について検討する。
なお、予防接種法第５条第１項に基づく定期接種は実施主体
が市町村長となることから、公告も市町村長が行うこととなる
ため、都道府県知事による公告は不要である。

５【厚生労働省】
（12）予防接種法（昭23法68）
予防接種を行う医師の氏名等の公告（施行令４条１項）に係る事務について
は、地方公共団体及び医療機関の事務負担を軽減するため、市町村長（特別
区の長を含む。）又は都道府県知事の要請（同項）は予防接種を行うことが想
定される医師に対して幅広く行うことも可能であること、変更時等の公告（同条
２項）は変更等の都度個別に行うのではなく、地方公共団体の実情に応じて
一括して行うことも可能であることを明確化し、地方公共団体に通知する。
［措置済み（令和３年11月26日付け厚生労働省健康局健康課予防接種室事
務連絡）］

―
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根拠法令等
制度の
所管・関
係府省

団体名 その他（特記事項）

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞

各府省からの第１次回答
管理
番号

提案区分

提案事項名 求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）

各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの見解

明石
市

総務
省、厚
生労
働省、
農林
水産
省、国
土交
通省

地方税法附則第７
条、国民健康保険
法施行規則第27条
の14の２、国民年金
法施行規則第11
条、介護保険法施
行規則第83条の６
第１項、児童福祉法
施行規則第７条の
27第２号等

99 各種届出様式等から性別記載欄を削除することに
より、性的マイノリティの方にとっての各種行政手続
における心理的負担を軽減することができ、行政
サービスや支援の積極的な利用を促し、ひいては
誰もが性別に関わりなく自分らしく生きることができ
る社会の実現に寄与する。

【提案に至った背景】
当市は、昨年度に市が規定する様式のうち業務上性別
を記載することが必要ないと判断した届出様式等から性
別記載欄を削除した。しかし、当市が取り扱う届出様式
等の中には国の規定に基づき性別記載欄を設けている
ものもあり、その中には業務上性別を記載することが必
要か疑問のあるものもあった（以下参照）。
【支障事例】
性的マイノリティの方にとって、性自認と一致しない性別
を選択することや、戸籍上の性別と見た目の性別が異
なるために厳格な本人確認をされることは、強い心理的
負担となっている。また、抵抗感から行政手続き自体を
ためらうことにも繋がっている。当市市民の声としても、
様式上で男女いずれかの性別を選択することを苦痛に
感じている旨の相談を受ける事例が多々ある。なお、性
自認に関する相談等を行うこと自体が心理的負担・苦痛
等を伴うため、当事者が声を上げ辛いという状況を鑑み
ると、実際はより多くの市民が同様の悩みを抱えている
ことが想定される。
【措置を求める届出様式等】
法令等に基づき性別記載欄のある届出様式等のうち、
以下の届出様式等について左記の措置を求める。
市町村民税道府県民税寄附金税額控除に係る申告特
例申請書、市町村民税道府県民税寄附金税額控除に
係る申告特例申請事項変更届出書、国民健康保険特
定疾病療養受療証、国民健康保険限度額適用（・標準
負担額減額）認定証、介護保険負担限度額認定申請
書、介護保険負担限度額認定証再交付申請書、介護保
険負担限度額認定証、介護保険特定負担限度額認定
証（特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関す
る認定証）、小児慢性特定疾病医療受給者証再交付申
請書、小児慢性特定疾病医療費支給認定変更申請書、
年金手帳再交付申請書、経営所得安定対策等交付金
交付申請書、農業者年金農業者老齢年金裁定請求書、
新農業者年金農業者老齢年金裁定請求書、借地権申
告書、権利変動届出書

法令等によって定められた各
種届出様式等について、性別
記載欄の削除を求める

届出様式
等におけ
る性別記
載欄の削
除

11_そ
の他

B　地
方に
対する
規制
緩和

○県内においては、性的マイノリティの方の人権に配慮する観点から、各種届出様式等における性別記載欄の見直しを実施した自
治体がある。当市においても、事務レベルではあるが、各種届出様式等における性別記載欄の見直しについて、検討している。法
令等で定められている届出様式等については、市に様式変更の裁量がないため、性別記載欄の削除の対象外とせざるを得ない。
本件提案において指定されている届出様式等については、早期に性別記載欄の削除を実現するとともに、これら以外の届出様式
等についても、当該業務上性別記載の必要性が認められないものについては、性別記載欄の削除を行う必要性があるものと考え
る。
○平成30年度に実施した性的少数者当事者の意見交換会でも「アンケートであれば自分で思っている性別に丸をするが、公的な
書類では私文書偽造に該当するのではと迷ってしまう」「何のために性別記載が必要なのか根拠がほしい」など、性別欄に関する不
安の声をいただいており、性別欄が不必要と思われる申請書等に関しては法改正を行う必要があると思われる。また、職員向けに
アンケートを実施した際には「市民の方から性別欄の記入を拒否された」「市民の方から性別欄（男・女）の「・」に○をしてよいか申
し出があった」など、対応に苦慮する場面も生じている。当市では市の総合計画に基づき性別欄削除の基本方針を定めており、個
人の性的指向・性自認を理由とする差別や偏見の解消を図るため、毎年度庁内照会を行い、市が発行する申請書・通知書の性別
欄削除について必要性を検討し、不必要と判断できる場合は削除を行っている。当市では、年１、２回ほど、市のパートナーシップ
宣誓制度利用者と意見交換会を設けているが、その中でも性別欄削除に関する意見をいただいている。
○当市においては、性的マイノリティの当事者から直接多くの御意見をいただいているわけではないが、自身の性自認と一致しな
い性別を様式上で選択することや、戸籍上の性別と見た目の性別が異なるために厳格な本人確認をされること等について、当事者
が苦痛に感じている可能性が非常に高いことは、想像に容易い。また、不必要にも関わらず、男女のみを前提とした性別記載欄へ
の記入を求めることは、性別が男女のみしかないという無意識の浸透に繋がり、性の多様性に関する社会的な理解促進の妨げと
なる可能性がある。
○平成29年度に申請書・証明書の性別表記について調査を行い、性的マイノリティに配慮し、標記の見直しを庁内に呼びかけてき
た。３年間の呼びかけで108件の見直しができたものの、当初から見直し不可との回答があるものがあり、その中には法律上の制
限によるものが見受けられた。
○当市が規定する届出書については性別の記載を削除したが、国の規定に基づいた届出書は性別の項目が残ったままとなってお
り、トラブルになるケースがある。
○当市においても提案団体同様に市で定めている様式のうち、業務上性別を記載する必要がないと判断したものに関しては、性別
記載欄を削除したが、法令等によって定められた様式は、変更ができないため性別記載欄を残したままでいるのが現状である。性
的マイノリティの方の配慮をするのならば、市で定めている様式だけでなく法令等に基づく様式についても性別記載欄の有無を統一
する必要がある。

前橋市、
千葉市、
横浜市、
川崎市、
相模原
市、鎌倉
市、福井
市、山梨
県、長野
県、半田
市、西尾
市、枚方
市、西宮
市、鳥取
県、高松
市、宇和
島市、熊
本市、宮
崎市、延
岡市

有ふるさと納税に係る申告特例関連の２様式は、氏名や住所、生年月日を
記載し、申告特例申請書は個人番号も記載するため個人の特定は容易
であることから、性別記載欄は不要である。
医療や介護では、性別に由来する特有の疾患や診療行為等があるた
め、被保険者証に性別を記載する代わりに表記方法を工夫することは
有効な手段である。このたび見直しを提案する認定証等は、被保険者証
に添えて医療機関等の窓口に提出する書類であり、性別確認は可能で
ある。また、認定証等を提示した者が当該被保険者であることは、被保
険者番号や氏名、生年月日等によって確認でき、性別記載欄は不要で
ある。
小慢関連の２書類については、令和３年７月に取りまとめられた意見書
のとおり、早期実現に向けた着実な取組をお願いしたい。
年金手帳再交付申請書及び経営所得安定対策等交付金交付申請書
は、ご回答のとおり着実な取組をお願いしたい。
旧農業者年金は、業務上性別を把握する必要がなく、裁定請求書に記
載する記号番号や氏名、住所、生年月日によって本人確認が可能であ
り、性別記載欄は不要である。新農業者年金は、加入時に提出する加
入申込書等で性別を把握できるため、裁定請求書に性別記載欄は不要
である。
区画整理関連２様式について、土地区画整理法第74条に基づき、施行
者等は登記所や官公署長に対し、無償で必要な簿書の閲覧や謄写、そ
の謄本等の交付を求めることができ、住民票の写しの交付により選挙人
名簿の作成は可能であり、性別記載欄は不要である。

○概要
ふるさと納税に係る申告特例関連の２様式については、地方税法の
規定に基づき、当該申告特例の求めを行う者の氏名、住所、性別及
び生年月日を記載することとされている。
ご提案の内容については、ご指摘のとおり対応することも含め、令和
４年度税制改正において議論の上、検討してまいりたい。
国民健康保険関連の２証、介護保険関連の４証に係る性別表記に
ついては、事務連絡において「やむを得ない理由があると保険者が
判断した場合は、裏面を含む証全体として、戸籍上の性別が保険医
療機関等で容易に確認できるよう配慮すれば、保険者の判断によっ
て性別の表記方法を工夫しても差し支えない」旨などお示ししてお
り、各保険者の判断で適切に運用していただくこととしている。
小慢関連の２書類については、令和３年７月にとりまとめられた関係
審議会による意見書において、「医療費助成の申請書類等への「性
別」の記載については、廃止する」ことが適当であるとされたことを踏
まえ、省令・通知改正等を進める予定である。
年金手帳再交付申請書については、令和４年４月１日に国民年金手
帳に関する規定が廃止されることに伴い、同日以降、国民年金手帳
に代えて作成及び交付される基礎年金番号通知書に係る再交付申
請においては「性別」の記載は要しないこととする。
経営所得安定対策等交付金交付申請書においては、電話による本
人確認の機会もあり、その際の申請者の本人確認事項の一つとして
性別記載欄を活用しているところであるが、令和４年度から性別記載
欄は削除する方向で検討してまいりたい。
農業者年金関連の２裁定請求書について、新農業者年金は積立方
式であり、年金額の算定は、平均余命の違いにより男女別々に行っ
ていることから、裁定請求書へ男女の明記が必要。旧農業者年金
は、賦課方式であり、制度上、男女による差がないため、性別欄にお
いて男女の選択肢をなくすなどを検討してまいりたい。
土地区画整理法施行規則に基づく借地権申告書及び権利変動届出
書においては、土地区画整理審議会の委員の選挙人名簿の作成に
あたり、借地権者の性別を把握する趣旨から性別欄を設けていると
ころであるが、ご提案も踏まえ、今後、対応の検討を進めてまいりた
い。
（別紙あり）



見解
補足
資料

措置方法
（検討状況）

実施（予定）
時期

これまでの措置（検討）状況 今後の予定

対応方針の措置（検討）状況各府省からの第１次回答を踏まえた追加提案団体からの見解

全国知事会・全国市長会・全国町村会からの意見 提案募集検討専門部会からの主な再検討の視点（重点事項） 各府省からの第２次回答
令和３年の地方からの提案等に関する対応方針（令和３年12月21日閣議決定）記載内容

※提案提出年以降の対応方針に記載があるものは当該対応方針の記載内容を
＜当該対応方針決定年＞として併記

（２）（ⅶ）
省令・通知

令和３年度 小児慢性特定疾病医療費に係る医療受給者証の再
交付申請書（施行規則７条の23第２項）及び医療費
支給認定の変更申請書（施行規則７条の27第１項）に
おける性別の記載については、民法の一部を改正す
る法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等
に関する省令（令和３厚生労働省令第201号）により
性別の記載について廃止する（令和３年12月27日公
布、令和４年４月１日施行）とともに、令和４年３月17
日付けで「小児慢性特定疾病医療費の支給認定につ
いて」（平26厚生労働省雇用均等・児童家庭局長）の
改正通知を発出した。

（33）（ⅱ）
省令改正

令和４年３月 「健康保険法施行規則等の一部を改正する省令」（令
和４年厚生労働省令第56号）において、特定疾病療
養受療証、限度額適用認定証及び限度額適用・標準
負担額減額認定証の「性別」欄を不要とする改正を
行った。

（34）（ⅰ）

（45）（ⅸ）
省令及び通知

令和４年３月 「健康保険法施行規則等の一部を改正する省令」（令
和４年厚生労働省令第56号）「介護保険制度におけ
る利用者負担等の事務処理の取扱いについて」等の
一部改正について（令和４年３月31日付け老介発０３
３１第２号厚生労働省老健局介護保険計画課長通
知）において、介護保険負担限度額の認定に係る申
請書等の「性別」欄を通知に定める様式上から削除し
た。

ふるさと納税に係る申告特例関連の２様式については、性別
欄の削除について、令和４年度税制改正において対応するこ
とを検討している。
国民健康保険関連の２証、介護保険関連の４証に係る性別
表記については、保険医療機関等の窓口で被保険者証に添
えて提出するものであり、被保険者の性別は被保険者証を
もって確認できる。また、当該証を提示した者が国民健康保
険の被保険者であることの確認は、当該証の性別欄以外の
記載内容を被保険者証と照合することで可能である。以上を
踏まえ、当該証の性別欄は削除することとし、省令改正等の
必要な作業を進めて参りたい。
小慢関連の２書類については、令和３年７月にとりまとめられ
た関係審議会による意見書において、「医療費助成の申請
書類等への「性別」の記載については、廃止する」ことが適当
であるとされたことを踏まえ、省令・通知改正等を進める予定
である。
年金手帳再交付申請書については、令和３年６月30日に国
民年金法施行規則を改正し、令和４年４月１日以降の基礎年
金番号通知書に係る再交付申請においては「性別」の記載を
要しないことといたしました（令和４年４月１日施行）。
経営所得安定対策等交付金交付申請書においては、電話に
よる本人確認の機会もあり、その際の申請者の本人確認事
項の一つとして性別記載欄を活用しているところであるが、
令和４年度から性別記載欄は削除する。
農業者年金関連の２裁定請求書について、旧農業者年金で
は、男女の選択肢をなくすなどを検討するが、新農業者年金
の年金額算定に係る完全生命表の補正データ（男女別死亡
年齢）を収集することが必要である。新農業者年金では、加
入後に戸籍上の性別が変更される場合も想定される。これら
の理由から、性別記載欄は必要である。
土地区画整理法施行規則に基づく借地権申告書及び権利変
動届出書においては、土地区画整理審議会の委員の選挙人
名簿の作成にあたり、借地権者の性別を把握する趣旨から
性別欄を設けているところであるが、ご提案を踏まえ、借地
権申告書及び権利変動届出書から性別記載欄は削除する
方向で検討してまいりたい。
（別紙あり）

【全国知事会】
提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検討を
求める。
【全国町村会】
本提案の実現に向けて必要な対応を求める。

【福井市】
今回提案の【措置を求める届出様式等】に限定することな
く、業務上性別記載の必要性が認められないものについ
ては、性別記載欄の削除を行うなどの全省的な対応が必
要と考える。

５【厚生労働省】
（２）児童福祉法（昭22法164）
（ⅶ）小児慢性特定疾病医療費に係る医療受給者証の再交付申請書（施行規
則７条の23第２項）及び医療費支給認定の変更申請書（施行規則７条の27第
１項）における性別の記載については、令和３年度中に省令及び「小児慢性特
定疾病医療費の支給認定について」（平26厚生労働省雇用均等・児童家庭局
長）を改正し、削除する。
（33）国民健康保険法（昭33法192）
（ⅱ）国民健康保険に係る特定疾病療養受療証（施行規則27条の13第４項）、
限度額適用認定証（施行規則27条の14の２第２項及び27条の14の４第２項）
及び限度額適用・標準負担額減額認定証（施行規則27条の14の５第２項）に
おける性別の記載については、令和３年度中に省令を改正し、削除する。
（34）国民年金法（昭34法141）
（ⅰ）国民年金手帳の再交付に係る申請書（施行規則11条２項）における性別
の記載については、令和４年度から、当該手帳に代えて発行される基礎年金
番号通知書の再交付に係る申請書から不要とする。
［措置済み（年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する
法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令（令和３年厚生
労働省令第115号））］
（45）介護保険法（平９法123）
（ⅸ）介護保険負担限度額の認定に係る申請書等（施行規則83条の６第１項、
４項及び７項並びに172条の２）における性別の記載については、令和３年度
中に省令及び「介護保険制度における利用者負担等の事務処理の取扱いに
ついて」（令３厚生労働省老健局介護保険計画課長）を改正し、削除する。
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03_医
療・福
祉

小規模保
育事業所
を認定こ
ども園へ
転用する
際に国庫
納付を不
要とする
見直し

国庫補助を受けて開設された
小規模保育事業所の認定こ
ども園への転用について、厚
生労働省の「子ども家庭局所
管一般会計補助金等に係る
承認基準の特例」で定める
「包括承認事項」へ追加し、国
庫納付を不要とすることを求
める。

現在、小規模保育事業所を保育所へ転用する場合や保
育所の一部を幼保連携型認定こども園へ転用する場合
等は、「子ども家庭局所管一般会計補助金等に係る承
認基準の特例」で定める「包括承認事項」に該当し、国
庫納付が不要とされているが、小規模保育事業所を認
定こども園へ転用する場合は、「包括承認事項」に該当
せず、国庫納付が必要となる。
当市において、幼稚園設置運営者が敷地内に小規模保
育事業所を開設した後、低年齢児の保育等のノウハウ
が蓄積されたことに伴い、０～５歳までの一体的な教育・
保育を実施するため、当該小規模保育事業所の設備を
活用した上で認定こども園に移行することを希望する
ケースが見られる。しかしながら、小規模保育事業所を
認定こども園へ転用することを希望しても、国庫納付が
必要であることから認定こども園への転用が困難になっ
ている。

幼稚園設置運営者が、小規模保育事業所の開設を
契機に低年齢児保育等のノウハウを蓄積した後、
当該小規模保育事業所を活用して認定こども園へ
移行することが容易になる。これにより０歳～２歳の
低年齢児の定員拡大に寄与するほか、認定こども
園を利用する０歳～２歳の保護者は、改めて入所手
続をする必要はなく、引き続き同じ認定こども園を利
用することができるようになるとともに、仮に、保護
者の就労状況に変更があっても、３歳～５歳の子ど
もについては継続して同じ認定こども園を利用でき
るなど保護者の利便性も高まる。

厚生労働省所管一
般会計補助金等に
係る財産処分につ
いて 別添２ 子ども
家庭局所管一般会
計補助金等に係る
承認基準の特例
（雇児発第0417001
号平成20年４月17
日）

厚生
労働
省

大阪
市

岩手県、
宮城県、
千葉市、
川崎市、
大阪府、
広島市、
宮崎県、
鹿児島県

○現在該当する事案はないが、今後発生した際やはり当該事項が転用の妨げとなることが考えられるため国庫納付を不要とした
い。

ご指摘の通り、現状、「子ども家庭局所管一般会計補助金等に係る
承認基準の特例」において、小規模保育事業所から保育所へ転用
等する場合（財産処分後に利用定員総数が増加する場合に限る）及
び保育所の一部を教育部分に転用等し、認定こども園となる場合に
ついては、包括承認事項として規定されており、国庫納付を不要とし
ている。
このため、本提案も踏まえ、小規模保育事業所を認定こども園に転
用等する場合に関しても、包括承認事項へ追加することについて検
討を行う。

国庫補助を受けて幼稚園設置運営者により幼稚園敷地内に開設された
小規模保育事業所の認定こども園への転用において、財産処分の際に
交付された補助金の国庫納付が不要となれば、小規模保育事業所を併
設した幼稚園が認定こども園へ移行する際の障壁の一つが解消され、
次のような効果が期待できる。
幼稚園設置運営者が、小規模保育事業所の開設を契機に低年齢児保
育等のノウハウを蓄積した後、当該小規模保育事業所を活用して認定
こども園へ移行することが容易になる。また、認定こども園への移行が
進めば、０歳～２歳の低年齢児の定員拡大や保育を必要とする３～５歳
児の入所枠が新たにできるので待機児童解消に寄与するほか、認定こ
ども園を利用する０歳～２歳の保護者は、改めて入所手続をする必要は
なく、引き続き同じ認定こども園を利用することができるようになるととも
に、仮に、保護者の就労状況に変更があっても、３歳～５歳の子どもに
ついては継続して同じ認定こども園を利用でき保護者の利便性も高まる
など、様々な効果が期待できる。よって、包括承認事項への追加につい
て、今後の検討スケジュールをお示しいただいた上で、ぜひ前向きな検
討をお願いしたい。

大阪
市

宮城県、
長野県、
大阪府

－ 御指摘の特例措置については、待機児童解消に資する一時的な措
置であり、その期限を廃止して恒久的な措置とするといったことは困
難であるが、前々年の待機児童数等に基づいて適用対象となる地
域を定めているものであることから、現在令和５年３月までとしている
期限の延長については、まずは本年秋頃に公表する予定の、令和３
年４月時点の待機児童数等を踏まえ検討してまいりたい。

当市では、待機児童対策を最重要施策と位置づけ取り組んでいるが、
利用保留児童数が毎年2,000人を超える厳しい状況にあり、保育ニーズ
は今後も高い水準で推移すると考えている。
そういった中で、特例措置が廃止された場合には、特例措置により入所
している児童分（本年４月時点で760人超）の入所枠を見直す必要があ
り、待機児童数が急増するとともに、途中退所を余儀なくされる児童が
多く発生する。また、特例措置適用要件の待機児童数が760人を超える
状況で、特例措置に期限が設けられていると、期限までに国の面積基
準による入所枠に戻すために新規入所を直ちに抑制する必要があるこ
とから、新たな待機児童の発生を招き、解消の取組と逆行し、問題の先
送りにしかならない。
待機児童解消のためには、新たな保育所整備が有効であるが、都心部
では確保できる用地等が少なく、整備が難しい場合があることからも、保
育の安全を確保することを前提に、地域ごとのニーズの実情に沿った柔
軟な対応を可能とする本特例措置の活用が不可欠である。よって、自治
体が待機児童解消に取り組む中で、国の示す待機児童数等の要件を満
たす限りにおいて、特例措置が継続できるようにすべきであり、期限を廃
止したとしても、その要件がある以上、恒久的な措置とはならないと考え
る。
以上より、貴府省のご回答には期限の廃止を困難とする理由が示され
ていないことから、改めて期限の廃止を前提として検討をお願いする。
また、当市における適用要件である待機児童数が100人を超えているこ
とは明白であるため、待機児童数の公表を待たず、早急な検討をお願
いする。

B　地
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114 03_医
療・福
祉

保育所等
における
居室面積
基準の緩
和特例措
置に係る
期限の廃
止

保育所及び幼保連携型認定
こども園における乳児室やほ
ふく室、保育室、遊戯室の居
室面積に係る基準について、
市町村が柔軟に待機児童対
策に取り組めるよう、待機児
童数等の一定要件の下で認
められている「面積基準を標
準に緩和する特例」（以下、
「面積基準緩和特例措置」と
いう。）に係る期限の廃止を
求める。なお、廃止が難しい
場合は、期限の延長を求め
る。

第一次及び第八次地方分権一括法等により設けられた
保育所や幼保連携型認定こども園における乳児室やほ
ふく室、保育室、遊戯室の面積基準緩和特例措置は、
令和５年３月31日で期限を迎える。
当市では、当該特例を活用し暫定的に児童を受け入れ
ながら（※）、あわせて待機児童解消のための施設整備
等を進めてきており、平成30年度～令和２年度におい
て、新たに6,339人の入所枠を整備したものの、令和３年
４月１日現在においても、なお保育所等に入所できな
かった利用保留児童数は2,361人（うち待機児童は14
人） 存在している。待機児童対策を短期間で実施するこ
とは困難であることを考慮せず、仮に、当該特例措置が
期限を迎え廃止されるということであれば、当該特例の
期限までに順次認可定員を減少させていく必要があり、
その結果、当該特例を適用して入所している児童が退
所を余儀なくされるとともに、待機児童が急増することと
なる。また、当該特例の廃止に備え、認可定員の減少
や施設整備等の予算措置等を行うこととなれば、前もっ
て準備を進めていく必要があることから、令和５年３月31
日の期限を考えると、期限の延長については令和３年
度中に議論いただく必要があると考えている。
（※） 当市の本来の基準では、保育所等の居室面積基
準は０歳児１人あたり５㎡、１歳児１人あたり3.3㎡、２歳
児以上児１人あたり1.98㎡としており、特に０歳児は国
基準より手厚い基準としているが、待機児童数も含めた
利用保留児童数が多数存在することから、１人でも多く
の児童が入所できるよう、やむを得ず当該特例措置を
適用し、全ての年齢において一人あたり1.65㎡という基
準を設定しているものである。なお、特例の適用にあ
たっては、児童が安全・安心に過ごせる環境であること
を確認したうえで実施している。

対策を講じた上でもなお待機児童が発生している現
状に鑑み、当該特例措置の期限を廃止（または延
長）することにより、少なくとも現時点で当該特例措
置により入所が可能となっている児童を退所させる
必要がなくなるとともに、今後も高い保育ニーズに
応えながら柔軟に待機児童対策に取り組むことが
可能となる。

【保育所】
児童福祉法第45条
第２項
児童福祉施設の設
備及び運営に関す
る基準第32条
地域の自主性及び
自立性を高めるた
めの改革の推進を
図るための関係法
律の整備に関する
法律附則第４条
地域の自主性及び
自立性を高めるた
めの改革の推進を
図るための関係法
律の整備に関する
法律の一部の施行
に伴う厚生労働省
関係政令等の整備
及び経過措置に関
する政令第４条
地域の自主性及び
自立性を高めるた
めの改革の推進を
図るための関係法
律の整備に関する
法律附則第四条の
基準を定める省令
地域の自主性及び
自立性を高めるた
めの改革の推進を
図るための関係法
律の整備に関する
法律附則第四条の
厚生労働大臣が指
定する地域（厚生労
働省告示）
【幼保連携型認定こ
ども園】
就学前の子どもに
関する教育・保育等
の総合的な提供の
推進に関する法律
第13条第２項、附則
第２項
幼保連携型認定こ
ども園の学級の編
制、職員、設備及び
運営に関する基準
第７条第６項
就学前の子どもに
関する教育、保育
等の総合的な提供
の推進に関する法
律施行令附則第２
項
就学前の子どもに
関する教育、保育
等の総合的な提供
の推進に関する法
律施行規則附則第
３条
就学前の子どもに
関する教育、保育
等の総合的な提供
の推進に関する法
律附則第二項の主
務大臣が指定する
地域（内閣府・文部
科学省・厚生労働
省告示）

内閣
府、文
部科
学省、
厚生
労働
省



見解
補足
資料

措置方法
（検討状況）

実施（予定）
時期

これまでの措置（検討）状況 今後の予定

対応方針の措置（検討）状況各府省からの第１次回答を踏まえた追加提案団体からの見解

全国知事会・全国市長会・全国町村会からの意見 提案募集検討専門部会からの主な再検討の視点（重点事項） 各府省からの第２次回答
令和３年の地方からの提案等に関する対応方針（令和３年12月21日閣議決定）記載内容

※提案提出年以降の対応方針に記載があるものは当該対応方針の記載内容を
＜当該対応方針決定年＞として併記

【大阪府】
支障事例が生じていることから、小規模保育事業所を認
定こども園に転用等する場合に関し包括承認事項へ追加
することについて、早急な対応をお願いしたい。

【全国知事会】
提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検討を
求める。

 本提案を踏まえ、小規模保育事業所を認定こども園に転用
等する場合に関し、包括承認事項へ追加することについて、
令和３年中を目処に引き続き検討を行う。

５【厚生労働省】
（４）児童福祉法（昭22法164）及び補助金等に係る予算の執行の適正化に関
する法律（昭30法179）
厚生労働省所管の一般会計補助金等を受けて開設された小規模保育事業所
（児童福祉法６条の３第10項）の認定こども園への転用等については、厚生労
働大臣等が国庫納付に関する条件を付さずに承認できるよう、令和３年度中
に「厚生労働省所管一般会計補助金等に係る財産処分について」（平20厚生
労働省雇用均等・児童家庭局長）を改正し、地方公共団体に通知する。

通知改正 令和４年１月 「厚生労働省所管一般会計補助金等に係る財産処分
について」の一部改正について（令和４年１月12日付
け厚生労働省子ども家庭局長通知）

【大阪府】
特例措置が期限を迎える場合、市の認可定員の減少・整
備計画の変更だけでなく、現在入所している児童が退所
を余儀なくされるなど影響が大きく、待機児童も増加する
ため、期限の延長について早急に必要な措置を講じてい
ただきたい。

【全国知事会】
保育所等における居室面積基準の緩和特例措置
に係る期限については、期限の廃止（恒久化）また
は延長を行うこと。
なお、「従うべき基準」については、条例の内容を
直接的に拘束するものであり、国が設定するのは、
真に必要な場合に限定されるべきものとの地方分
権改革推進委員会第３次勧告を踏まえ、参酌すべ
き基準等へ移行すべきである。

令和４年12月23日公布・施
行
令和５年３月29日公布・施行

保育所の居室面積に係る基準及び幼保連携型認定
こども園の床面積に係る基準を、「従うべき基準」から
「標準」とする特例の期限について、政令を改正し、令
和６年度末まで延長した。
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推
進を図るための関係法律の整備に関する法律の一
部の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整備及び
経過措置に関する政令の一部を改正する政令（令和
４年政令第398号）
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推
進を図るための関係法律の整備に関する法律の一
部の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整備及び
経過措置に関する政令の一部を改正する政令（令和
５年政令第82号）

○今後も地方公共団体が期限を意識することなく、
待機児童の解消に継続的・効果的に取り組めるよ
う、本特例措置を時限措置とした理由や必要性を
改めて検証した上で期限を廃止すべきではない
か。
○提案団体において、他の地方公共団体と比べて
保育の質に対するリスクが高まっていたかを検討
すべきではないか。
〇待機児童数等の要件が課されていれば、特例の
期限を廃止しても恒久的な措置とはならず、一時
的な措置にしかならないと考えられることから、期
限を廃止できるのではないか。
〇特例の期限の延長期間を子育てプラン等に合わ
せた場合、３～５年間という区切りでは、期限の到
来に向けて入所児童の調整の必要が生じ、取組の
期間として短く、効果的な取組を実施することは困
難である。また、自らの事情で政策サイクルに期限
を合わせなければならないというのでは、そもそも
の政策の趣旨に合わないと考えられることから、延
長の期間については、施策の実施に当たって実質
的に必要な年数としていただきたい。また、早期に
結論を出し、本特例の活用団体の不安を軽減して
いただきたい。

 令和３年４月１日時点の待機児童数調査の結果を踏まえ、
特例の期限を延長することとする。その延長幅については、
新子育て安心プランの終期を踏まえ、令和６年度末までとす
る。

政令改正５【厚生労働省】
（６）児童福祉法（昭22法164）及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総
合的な提供の推進に関する法律（平18法77）
保育所の居室の床面積に係る基準（児童福祉施設の設備及び運営に関する
基準（昭23厚生省令63）32条２号、３号及び６号）及び幼保連携型認定こども
園の居室の床面積に係る基準（幼保連携型認定こども園の学級の編制、職
員、設備及び運営に関する基準（平26内閣府・文部科学省・厚生労働省令１）
７条６項）を、「従うべき基準」から「標準」とする特例の適用期間については、
令和４年度中に政令を改正し、令和７年３月31日まで延長する。
（関係府省：内閣府及び文部科学省）
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各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの見解

入間市、
千葉市、
神奈川
県、相模
原市、豊
橋市、豊
田市、京
都府、京
都市、茨
木市、鳥
取県、徳
島県、香
川県、高
知県、熊
本市、大
分県、宮
崎県、小
林市

児童扶養手当制度は、死別母子世帯を対象としていた母子福祉年
金の補完的制度として発足したものであり、その後の離婚の急増と
手当受給者の増等も踏まえた改正を経て、現在の児童扶養手当
は、福祉制度として、子育てと生計を一人で担い、また、不安定な就
労条件に置かれていることが多いひとり親家庭の児童に着目し、当
該児童に手当を支給することによって、ひとり親家庭の稼得能力の
低下を補うための制度として実施しているものである。
こうした考え方に基づき、児童扶養手当制度においては、離婚調停
中など、民法上の婚姻が解消されていない場合には、民法第752条
の規定に基づく、同居、協力及び扶助の義務が適用となることから、
原則として手当は支給しないこととしている一方、個々の家庭の実態
も踏まえ、父又は母と生計を同じくしていない児童を幅広く捉えた上
で手当の支給対象としており、父又は母が引き続き一年以上遺棄し
ている児童や、父又は母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の
保護等に関する法律第10条第１項の規定による命令（保護命令）を
受けた児童等についても手当を支給している。
なお、父又は母が児童を遺棄しているか否かの認定基準としては、
昭和55年6月20日付け厚生省児童家庭局企画課長通知により、父
又は母が児童と同居しないで監護義務を全く放棄している場合とし
ており、具体的には、
・別居の場合でも、仕送り、定期的な訪問、手紙、電話等による連絡
があれば監護しているものと考えられること、・父又は母の居住が、
警察、親類等を通じて捜索したにもかかわらず発見できず不明であ
る場合には、他の要件を満たす限り通常遺棄に該当すると考えられ
ること
・父又は母の居住が判明している場合であっても、母又は父が子を
連れ出して家出した場合であって、父又は母の酒乱、暴力行為、異
性関係、犯罪行為、借金、ギャンブル狂等のため、父又は母の監護
意思及び監護事実が客観的に認められず、かつ、父又は母に離婚
の意思（将来意思を含む。）がある場合には、他の要件を満たす限り
遺棄に該当すると考えられること
として示しているところであり、離婚調停中であって、当該認定基準
に該当する場合には、児童扶養手当の受給資格を認め、適切に手
当が支給されるよう、改めて当該認定基準について周知徹底するこ
とを含めて検討してまいりたい。

現行の昭和55年６月20日付け厚生省児童家庭局企画課長通知では、
「離婚調停中等の実質ひとり親世帯」について、「遺棄」に該当するか否
かが明確にされておらず、支給の判断ができない状況であり、このよう
な状況の者について明確に支給できることとなるよう、制度を見直してい
ただきたい。
制度の見直しにあたっては、「離婚調停中等の実質ひとり親世帯の認
定」の基準について明記していただき、各自治体の職員が、進まない離
婚手続きのなか子どもを育てている実質ひとり親世帯の方に対して支給
要件について説明できるようお願いしたい。
なお、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化するなかで、離婚調停
中である実質ひとり親世帯の方の生活状況はますます厳しい状況にあ
ることから、制度改正を直ちに検討していただくことと併せて、制度改正
までの間、現行通知の詳細な解釈の周知徹底を令和３年度のできるだ
け早い時期でお願いしたい。
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児童扶養
手当の受
給資格要
件の明確
化

現行制度では、「父母が婚姻
を解消した場合」には児童扶
養手当が支給することとされ
ているが、離婚調停中であっ
ても既に別居状態にあり実態
はひとり親と変わらないような
場合についても児童扶養手
当の支給の対象とすることが
可能であることを明確化する
ことを求める。
具体的には、例えば、離婚調
停中であっても既に長期にわ
たり別居状態にあり、実態は
ひとり親と変わらないような場
合についても、「父又は母か
ら引き続き１年以上遺棄され
ている場合」に該当し、児童
扶養手当の支給対象となるこ
とを通知等において明確にす
ることを求める。

当市では、児童扶養手当法に則り、その受給資格につ
いて、相談段階からパンフレット等を用いて相談者にわ
かりやすく説明を行っている。その中で、離婚を希望して
いるものの配偶者が離婚に応じないため、まずは住民
票を異動し、子どもとの生活を送っている（別居状態に
ある）が、誰からの援助もなく経済的に苦しいとの相談
があった（相談者によると新型コロナウィルスの影響もあ
り調停が進まない状況にあるとのことであり、正式に婚
姻が解消されるまで児童扶養手当の支給対象とするこ
とができないということになると深刻な困窮状態に陥るも
のと考えられる。）。
当市としては、児童扶養手当の支給対象とすることがで
きないか検討を行ったが、事情を伺うと現在は離婚調停
中とのことであり、「父母が婚姻を解消した場合」には当
たらない。そこで、「父又は母から引き続き１年以上遺棄
されている場合」に該当しないか検討を試みたものの、
現行の「遺棄」の認定基準に係る通知（「児童扶養手当
遺棄の認定基準について」）では、離婚調停中の者につ
いての取扱いが明らかにされておらず、認定に苦慮して
いる。

離婚調停中であっても既に別居状態にあり実態は
ひとり親と変わらないような場合についても児童扶
養手当の支給の対象とすることが可能であることが
明確になれば、かかる場合についても児童扶養手
当の受給資格要件を満たすものとして認定がしや
すくなり、適切に支援を行うことができるようになる。
また、児童扶養手当の要件を満たすことが明確にな
ることで、その他の関連制度（ひとり親医療、ひとり
親の就労支援等）も利用できるようになるため、
様々な理由から離婚が成立しない方の不利益が軽
減され、生活の負担軽減にも繋がる。

児童扶養手当法第
４条
児童扶養手当法施
行令第１条の２
「児童扶養手当遺
棄の認定基準につ
いて」（昭和55年６
月20日付厚生省児
童家庭局企画課長
通知）

厚生
労働
省

富田
林市

○離婚調停や裁判中で、事実上ひとり親状態である者について、要件を明確化したうえで受給対象にすることができれば、各種ひ
とり親家庭向け支援を受けることができるようになり、対象家庭の生活の安定につながるものと期待されます。ただし、遺棄の判断
基準の中では「子の安否を気遣う連絡がある場合には遺棄に該当しない」とされており、こうした判断基準との整合性が取れなくな
る可能性もあることから、遺棄での認定と、離婚調定中等の事実上のひとり親の認定には、明確な線引きが必要と考えます。
○当市においても、離婚調停中であり実態がひとり親である場合において、児童扶養手当の支給対象とならず、また、その他関連
制度（ひとり親医療、ひとり親支援制度）も受けることができないことで、生活の負担が大きく、相談を受けることが多い。調停が長引
く場合もあり、深刻な困窮状態に陥る方の支援を検討すべきと考える。しかし、離婚調停中である対象者をひとり親とみなし、児童
扶養手当の支給を認定するのであれば、明確な基準（必要書類等）設定が必要であり、また、同タイミングで児童手当等の受給者
切替も案内することになるので、両制度を合わせた取扱いを明らかにする必要がある。
○配偶者がなかなか離婚に応じないため、実態はひとり親にも関わらず、児童扶養手当やその他の関連制度の対象とならない
ケースがあり、基準が明確化されれば、様々な理由により離婚が成立しない方の不利益が軽減される。
○当市でも調定が長く続き、なかなか離婚が成立せず児童扶養手当を申請できない事例が発生している。調定が1年以上続く場合
なども認定ができるよう明確化していただきたい。
○離婚調停中であっても、遺棄に該当する状況であれば認定できるものという認識ではあるが、明確化することでより案内が容易
になるものと考える。
○離婚調停中の方の中には、生計の援助が全くないにも関わらず、相手方が税法上の扶養から外すことに同意しない等のケース
もあり、実態はひとり親と変わらず真にに支援が必要な方には、児童扶養手当を支給できるようにするべきと考える。
○遺棄についての相談があった際には、「児童扶養手当遺棄の認定基準について」と別添１のフロー図を参考にしているが、様々
なケースがあるため、自治体では判断に苦慮することもある。離婚調停中であったとしても、どのような場合に遺棄に該当する可能
性があるのか等明確化してもらえれば、遺棄認定にあたっての判断材料が増え、窓口での相談対応がしやすくなると考える。
○当市でも同様な相談内容はあるが、離婚が成立していないため申請を断念している事例がある。
○当市においても、別居済みで生活費も受け取れていない離婚調停中の方から、手当を受給できないかとの問い合わせが入るこ
とがある。
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都道府県
献血推進
計画の策
定義務付
けの廃止

安全な血液製剤の安定供給
の確保等に関する法律第10
条第５項の規定に基づく都道
府県献血推進計画策定義務
付けの廃止

安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律（以
下「法」という。）第10条第５項の規定に基づき、都道府
県献血推進計画（以下「県計画」という。）を定めている
が、厚生労働省でも法第10条第１項の規定に基づき、
献血推進計画（以下「国計画」という。）を定めている。
また、採血事業者は、各都道府県の意見を聴き、法第
11条第１項の規定に基づき、献血受入計画（以下「受入
計画」という。）を作成し、厚生労働大臣の認可を受けて
いる。
県計画は、国計画及び受入計画を基に作成している
が、国計画において、献血推進の実施体制と都道府県
の役割、献血推進のための具体的な施策が示されてい
るため、現状、県計画は形式的なものとなっており、県
の施策遂行上、県計画の策定が必要不可欠なものとま
では言えない。
これら計画の中で重要な事項の一つである確保すべき
血液の目標量（以下「目標量」という。）は採血事業者の
受入計画作成時に、各都道府県に事前協議済みであ
り、県計画において受入計画と異なる目標量を設定する
余地はない。
県計画を策定しない場合でも、法第11条第７項には、
「都道府県及び市町村は、国計画に基づき、受入計画
の当該地域における円滑な実施を確保するため、必要
な協力を行わなければならない。」とあるため、献血に
関する普及啓発、目標量を確保するために必要な措置
等に関する取組に関しては、法及び国計画に従い、これ
までと変わりなく実施すべきであると考える。
現状では、国計画に記載されている全国的なキャン
ペーン等の実施などは、厚生労働省から都道府県あて
通知があり、この通知に基づき県で運動計画を立て、県
内採血事業者、県内各市町村等に協力を求め、啓発等
を実施している。県独自で取り組む事業は、予算編成時
に事業計画を立て、予算を獲得し実施している。さらに、
災害時における献血の確保などは、県で定める災害時
医薬品等供給マニュアルで供給体制を定めている。ま
た、当県においては、「県行政組織規則」において本法
に関することが薬務課の業務となっており、当県長期総
合計画や当県保健医療計画において、献血に関して計
画を立てている。
県計画を策定しない場合でも、県献血推進協議会は、
献血の推進及び血液製剤の適正な使用に関する施策
についての重要事項の調査審議に関することが生じた
場合は開催し、県内市町村や採血事業者である県血液
センターとは常に密に連携を取り、市町村担当者会議も
開催（血液センターも参加）するため、計画策定を廃止し
ても現状と変わらず、普及啓発等が可能である。
以上を総合的に勘案すると、県計画策定以外の方法に
よっても献血に関する必要な取組は実施可能であり、県
計画策定の代替策が講じられているのであれば、県計
画策定は必ずしも必要ではないと考える。

計画策定に係る事務・人役が減り、行政の効率化に
つながる。

安全な血液製剤の
安定供給の確保等
に関する法律第10
条

厚生
労働
省

和歌
山県、
滋賀
県、京
都府、
兵庫
県、鳥
取県、
徳島
県、関
西広
域連
合

岩手県、
宮城県、
長野県、
高知県、
鹿児島
県、沖縄
県

○県計画は形式的なものとなっており、代替策が講じられるのであれば、県計画は必ずしも必要ではないと考える。 医療に必要不可欠な血液製剤については、有効期限が短く、継続的
に確保する必要があるという特徴があります。また、我が国では血液
は、国民の善意による無償供血である献血のみにより供給されるも
のです。このような血液事業の特殊性に鑑み、安定供給の体制を確
保、維持するため、計画的な献血が必要になります。
このため、平成15年に血液法にて国が策定する献血推進計画には、
我が国全体の献血により確保すべき血液の目標量や啓発活動等に
ついて規定し、都道府県は国が策定した計画を具体的に実施するた
め、都道府県献血推進計画（以下「県計画」という。）を策定すること
により、地域の医療に不可欠な血液の供給に際しては、都道府県に
おいても献血についての住民の理解と採血事業者による献血の受
け入れの円滑な実施のため必要な措置を講じることとしております。
都道府県は県計画を策定・明示することで、適切な時期に必要な施
策を計画的に実施することができ、また、採血事業者、医療関係者、
ボランティア団体等献血協力団体や住民に対し都道府県の施策を明
示することで、容易に協力を得られるなど、献血の推進及び血液の
安定供給につながるものです。
もし、献血推進に関する計画を設定していない場合、計画的な献血
推進施策を献血協力団体や住民の協力が得られないなど、効果的
な献血推進が難しくなり、血液の安定供給の支障を来たすこととなり
ます。
また、都道府県において県計画を策定することで、献血推進施策の
進捗状況を確認・評価及び見直しを行うことで血液行政の透明性の
確保及び適正な運営の確保につながります。したがって、以上の理
由から国計画を具体化する県計画は必要です。
なお、厚生労働省としては今回の提案を踏まえ、例えば、県計画と
は別の計画を作成しているなど他の計画を別途作成している場合、
当該計画が県計画を包括する内容であれば、県計画として添付する
ことを可能とするなど、県計画策定に係る事務等の負担軽減策を令
和３年度末までに検討予定です。

国計画には、「都道府県及び市町村は、国、採血事業者等の関係者の
協力を得て、～略～、献血への参加を促進する。」との記載があり、県
計画がなくとも、市町村や採血事業者と連携が取れ、医療関係者、協力
団体を含めた会議の開催もできるため、協力を得ることは可能です。
また、採血事業者は、法第６条において献血の推進等に努めることとさ
れており、法第11条第１項に基づき策定した献血受入計画に記載された
献血量確保のための取組を実施しています。その上で、都道府県は、
法第11条第７項において献血受入計画の円滑な実施に協力しなければ
ならないとされており、これらの法制度によって、県計画がなくとも、血液
の安定供給に係る支障は生じえないと考えます。さらに、国計画には、
献血推進のための施策として、キャンペーン実施手段などの記載があ
り、これらに従った効果的な献血推進の実施は可能です。
献血推進施策の進捗状況の確認・評価及び見直しについても、国の基
本方針第四の四に、「国及び地方公共団体は、～略～、献血推進施策
の見直しを行うこととする。」との記載があり、県計画に依らず実施可能
です。
少子高齢化が進む中、献血可能人口は減少しており、将来にわたり必
要な血液を確保するためには、若年層の献血者の確保が課題です。特
に、献血可能年齢となる高校生に献血の必要性を理解してもらうことが
大切であり、負担軽減により得られた労力を高校生献血学習を中心とし
た啓発に費やしたいと考えます。
県計画策定に係る事務等の負担軽減策を検討予定との御回答ですが、
この場合でも県として計画を作成することに変わりはなく、事務等の負担
軽減にはつながらないと考えます。
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補足
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措置方法
（検討状況）

実施（予定）
時期

これまでの措置（検討）状況 今後の予定

対応方針の措置（検討）状況各府省からの第１次回答を踏まえた追加提案団体からの見解

全国知事会・全国市長会・全国町村会からの意見 提案募集検討専門部会からの主な再検討の視点（重点事項） 各府省からの第２次回答
令和３年の地方からの提案等に関する対応方針（令和３年12月21日閣議決定）記載内容

※提案提出年以降の対応方針に記載があるものは当該対応方針の記載内容を
＜当該対応方針決定年＞として併記

都道府県献血推進計画について（令和５年３月１日付
け事務連絡）にて、都道府県に以下、通知した。
・計画記載事項のうち、「当該年度に献血により確保
すべき血液の目標量」については、引き続き毎年度
策定し、「献血に関する普及啓発その他の血液目標
量を確保するために必要な措置に関する事項」及び
「その他献血の推進に関する重要事項」については、
変更の必要が生じたときのみ変更することで差し支え
ないこととする。
・計画の策定時期については、従来は国計画の告示
後の２月末～３月末の期間で策定していたところ、今
後は、都道府県と採血事業者の協議によって各都道
府県別の血液目標量が実質的に確定し、血液事業
部会の審議をもって厚生労働大臣に答申される11月
末～３月末を策定に充てる時期とすることで差し支え
ないこととする。
・計画の策定に伴う手続（協議会開催等）について
は、各都道府県の判断に基づいて実施することで差
し支えないこととする。

後段

措置済み

令和4年3月2日 都道府県献血推進計画について（令和４年３月２日付
け事務連絡）にて、政策的に関連の深い他の計画等
と一体のものとして策定することが可能であること等
を都道府県に通知した。

【豊橋市】
・離婚調停中の者でも遺棄に該当する場合には認定して
いるが、遺棄は１年以上監護義務を放棄している場合と
なるため、遺棄の成立までの期間は支援を受けられず、
その間事実上ひとり親で生活が困窮している者に対して
支援ができていないのが現状。一方、児童手当は離婚調
停中の別居であれば同居優先により実際に児童を監護し
ている者が手当を受給できるため、児童扶養手当につい
ても同様に扱うことができると市民にとってもわかりやす
いのではないか。
・あくまでも遺棄の認定基準を満たす場合として取り扱うと
した場合、「定期的な訪問、手紙、電話等による連絡があ
る場合」は遺棄には該当しないため、別居中の父・又は母
が児童を気にかけて連絡がある場合には遺棄が成立しな
い。一方で、事実婚は「生計の維持」と「定期的な訪問」の
両方がある場合に初めて事実婚となり、定期的な手紙、
電話等は入っていない。離婚調停中や裁判離婚中の場
合は離婚の明確な意思が示されていることから、この場
合の遺棄の認定基準は、事実婚の基準とレベルを合わ
せてはどうか。
・ひとり親家庭支援の観点では離れた親と子の面会交流
を推進する一方、児童扶養手当の認定では離れた親から
子の安否を気遣う連絡があると遺棄に該当せず認められ
ないため、推進施策と児童扶養手当制度に矛盾があり、
市民への説明に苦慮している。今回の提案に関しては、
遺棄の認定基準の周知徹底だけでなく、こうしたひとり親
施策との関連、家族の在り方や生き方、価値観の多様化
と現行制度との矛盾を念頭に置いたうえで検討が必要と
考える。

令和4年3月18日

― 【全国知事会】
都道府県献血推進計画に関しては、計画策定とい
う手法に限らず、地方公共団体自らの工夫に基づ
く計画的な手法によることも可能であると考えられ
るため、具体的な実行手法は地方に委ねる よう、
法令や政策実施の方法などの見直しを行うこと。

○計画策定等の義務付けに関しては、法定された
条項数が、過去10年間で約1.5倍に増加するなど、
国会や全国知事会においても強い問題意識が示さ
れているところであり、本提案に関しては、まずは
法令上の対応を基本として見直しを検討いただき
たい。
○都道府県が関係者と調整を図りながら必要な施
策を計画的に講じることができるのであれば、必ず
しも都道府県に計画策定を義務付ける必要はない
のではないか。少なくとも、毎年度策定する必要は
ないのではないか。
○計画策定に係る都道府県の事務負担の状況を
確認した上で、記載項目の簡素化など、計画策定
に係る負担軽減策を検討いただきたい。

国計画については、全体の基本方針を示すのみであり、各
自治体の独自の取り組みについては、別途県計画で協力団
体等にその内容や実施時期等をあらかじめ示し、協力を求
める必要があります。また、都道府県は県計画の作成主体と
して、献血推進施策が効果的かつ計画的に実施できたかに
ついて評価・見直しを行う必要もあります。
地域独自の献血推進施策を都道府県が主体となり、地域の
実情に合わせて行うための計画の立案は地方自治の観点か
ら必要と考えます。
また、法第５条に都道府県等は採血事業者による献血の受
入が円滑に実施できるよう必要な措置を講じることを規定し
ています。その内容は地域の実情に応じて実施する必要が
あること、さらに、地域医療において血液確保は必要不可欠
であることから、都道府県において他の医療関連施策とも連
携した計画に基づく取り組みが安定供給の観点から必要で
す。
国計画で示した献血推進のキャンペーンは、我が国全体とし
て行うものを示しています。具体的な取り組みについては、
都道府県において独自の取り組みを組み合わせることで、よ
り効果的な献血の推進になるものと考えます。
今般、県計画策定にかかる事務負担について、幾つかの都
道府県（６自治体）に確認したところ、パブリックコメントを行っ
ている県は無かったこと、また推進計画策定に関する推進協
議会の開催頻度は年１回程度とのことで、県計画策定にあ
たって過剰な業務負担ではないとの回答でした。このため、
業務を工夫していただければ、過剰な負担にはならないと考
えております。
なお、県計画の毎年度策定の義務付けについては、平成14
年に当時の採血法を改正する際、国会において、都道府県
が積極的に献血の推進に関わり、採血事業者とともに取り組
んでいく必要があるとして付記修正の上、成立したものです。
このような立法経緯を踏まえると、行政府の立場として県計
画の毎年度策定の義務付けの廃止の改正を行うことはでき
ないことを申し添えます。
今後、厚生労働省としては今回の提案を踏まえ、例えば、他
の計画が県計画を包括する内容であれば、県計画として添
付することを可能とすることや、県計画を中期的な観点の事
項と、毎年把握すべき事項に分け、年度によっては、県計画
で提出する事項を大幅に簡素化する運用を行うなど、県計画
策定に係る事務等の負担軽減策を令和３年度末までに検討
予定です。

５【厚生労働省】
（30）安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律（昭31法160）
都道府県献血推進計画（10条５項）については、薬事・食品衛生審議会にお
ける今後の血液事業の在り方の検討の中で、計画の策定義務の廃止や都道
府県がその地域の実情に応じて計画の期間を判断することを可能とすること
等について検討し、令和４年度中に結論を得る。その結果に基づいて必要な
措置を講ずる。また、当面の措置として、政策的に関連の深い他の計画等と
一体のものとして策定することが可能であること等を明確化し、都道府県に令
和３年度中に通知する。

前段

措置済み

令和5年3月1日

「児童扶養手当遺棄の認定基準について」（令和４年
３月18日付け厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課
長通知）

【全国知事会】
提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検討を
求める。

○制度の目的を踏まえれば、昭和55年厚生省課
長通知における「遺棄」の解釈だけでは認定の範
囲が狭く、そもそも提案の内容について、「遺棄」の
要件で見ようとすることに無理がある。「実質的に
ひとり親と変わらない生計状態の家庭にある児童」
が広く該当するよう要件を拡張すべきではいか。
○支障解消に向けた方策（昭和55年厚生省課長
通知の改正又は政令の改正により支給要件を追
加）の検討状況について、２次ヒアリングにおいて
説明いただきたい。

「遺棄」という用語は、民法（明治29年法律第89号）において
は、「夫婦や養子縁組の当事者間で扶養義務等を怠ること」
との解釈で使用されており、これは、母子及び父子並びに寡
婦福祉法（昭和39年法律第129号）においても使用されてい
る概念である。
児童扶養手当法施行令（昭和36年政令第405号）第１条の２
及び第２条において使用している「遺棄」の用語についても、
これらの趣旨と同様、「片方の親が「扶養義務等を怠ってい
る」」状況を指して使用しているものと解釈できる。
児童扶養手当法（昭和36年法律第238号）第４条の規定は、
世帯の生計維持者による現実の扶養を期待することができ
ないと考えられる児童を類型化した上で支給対象児童を規
定し、これらに準ずる状態にある児童を政令で規定することと
しているものであるが、児童扶養手当法施行令の規定にお
ける「遺棄している児童」は、上述のとおり、「片方の親が扶
養義務等を怠っている」状態にある児童を指しており、「実質
的にひとり親と変わらない生計状態の家庭にある児童」を包
含する規定として置かれているものであることから、「遺棄し
ている児童」とは別の規定を置く必要はないものと考える。
また、児童を遺棄している状態を「引き続き１年以上」とする、
期間に係る要件を設けていることについては、児童が属する
家庭が「実質的にひとり親と変わらない生計状態」にあること
を客観的に判断するための基準として設けているものである
が、これにより、支給機関である地方自治体においては、公
正な判断を、申請者あるいは地域によっての差異が生じるこ
となく適切に行うことが可能となるものであることから、これに
代わる基準の設定は難しいものと考える。
厚生労働省としては、今般の提案を踏まえ、現行の昭和55年
厚生省児童家庭局企画課長通知による遺棄の認定基準に
ついて、離婚調停中であっても、実質的にひとり親と変わらな
い生計状態にあると認められる要件を満たす場合には、適切
に児童扶養手当を支給する判断が可能となる内容となるよ
う、「遺棄」の概念の解説について改めて検討を行い、令和３
年度内に基準通知の改正を行いたいと考える。

５【厚生労働省】
（36）児童扶養手当法（昭36法238）
児童扶養手当の支給要件（４条１項）については、離婚調停中等であっても、
父又は母による現実の扶養を期待することができないと考えられる児童であ
ると認められる場合には支給対象となることを明確化するため、「児童扶養手
当遺棄の認定基準について」（昭55厚生省児童家庭局企画課長）を改正し、
地方公共団体に令和３年度中に通知する。

通知



区分 分野 団体名 支障事例 見解
補足
資料

根拠法令等
制度の
所管・関
係府省

団体名 その他（特記事項）

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞

各府省からの第１次回答
管理
番号

提案区分

提案事項名 求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）

各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの見解

139 B　地
方に
対する
規制
緩和

03_医
療・福
祉

管理栄養
士養成施
設におけ
る公衆栄
養学臨地
実習の弾
力的運用

管理栄養士養成施設におけ
る公衆栄養学臨地実習の実
習施設は、通知※1により「保
健所、保健センター又はこれ
に準ずる施設」（以下「保健所
等」という）と規定されており、
原則として、養成施設内での
実施は認められていない。あ
わせて、実習に当たっては原
則として少数グループにより
行うこととされているところで
ある。臨地実習の教育目標※
2は「実践活動の場での課題
発見、解決を通して、栄養評
価・判定に基づく適切なマネ
ジメントを行うために必要とさ
れる専門的知識及び技術の
統合を図る。」とされている。
実習内容のうち、保健所等以
外で実施しても教育目標の達
成に支障がないと考えられる
もの（保健所職員による保健
所業務や地域課題に関する
説明、それを受けて学生が行
う施策の立案等に係る演習
等）について、実習施設を保
健所等に限定することなく、学
内実習やICTを活用した遠隔
実習等での実施を可能とする
ことを求める。

公衆栄養学臨地実習については、実習施設が保健所等
に限定されているため、遠方から参加しなければならな
い学生に負担が生じている。また、少数グループによる
実施となっていることから、各保健所での受入期間が長
期化し、保健所職員の大きな負担となっている。保健所
等での受入が困難になると、学生は公衆栄養学臨地実
習の単位を履修できず、管理栄養士国家試験の受験資
格が得らない可能性があり、不利益が生じることにな
る。
今般の新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、
通知※3により、「実習施設等の代替が困難である場
合、実状を踏まえ実習に代えて演習又は学内実習等を
実施することにより、必要な知識及び技能を修得するこ
ととして差し支えない」とされた。このため、本府におい
ては、学内での実習や保健所職員による講義等による
対応を行い、支障なく完了したところである。なお、管理
栄養士養成施設からも、同措置の継続実施の意向が示
されている。
実施主体は管理栄養士養成施設であるが、管理栄養士
の確保を進める観点から、今回の通知による弾力的な
運用を危機管理事象の特例とせず、継続することを求
める。

介護保険料の還付事務において、住民基本台帳ネットワークを利用
する場合の法令上の整理や実務的な課題等について、関係省庁と
連携して検討してまいりたい。

提案団体及びその他の自治体において、過誤納金還付通知書の送達
ができない事例が多数発生しているため、住民基本台帳ネットワークを
利用する場合の法令上の整理や実務的な課題等について、速やかに検
討されたい。
また、住民基本台帳ネットワークの利用が実現するまでの間、厚生労働
省としても市町村間で過誤納金還付に係る住所変更や被保険者の生存
の確認照会ができるよう必要な通知を行うなど、介護保険料の還付事
務の円滑な実施に配慮されたい。

臨地実習の実習期間を通じて、管理栄養士が専従する保健所等の施設
で実施されることが必要であるとの趣旨のご回答であるが、実習のうち、
座学にて行うものについては、養成施設等と綿密に調整を行ったうえで
実施することで、保健所等以外を会場としても、教育目標の達成に支障
は生じないと考える。
現に、令和２年度は令和２年６月１日付け文部科学省・厚生労働省事務
連絡に基づき、養成施設において、保健所職員が複数グループを対象
に保健所等の役割や地域課題等に関する説明、地域課題解決に向け
た施策の立案等に係る演習等を行ったところであり、問題なく終了して
いる。養成施設の教員からは、グループ間での意見交換等により、学生
の学びを深め、実りのある実習となったとの評価を頂いた。
これにより、遠方の保健所等で実習を受けざるを得なかった学生の負担
が軽減し、保健所等においては、実習に係る期間を短縮することができ
ることから、保健所等職員の負担軽減につながっている。
なお、令和２年度に特例で弾力化運用のもと実習を行った学生は、既に
管理栄養士資格を取得し、資格を生かした仕事に就いている。
新型コロナウイルス感染症感染収束後も、感染症予防対策は継続して
必要となり、実習を行うにあたっては、受講人数の分散や、会場規模に
応じた人数の絞り込みなど、感染リスクへの配慮が必要となることから、
保健所等においては、実習に係る期間がさらに長期化することが想定さ
れ、養成施設等の授業運営や保健所等の通常業務等への大きな負担
が生じ、ひいては、管理栄養士の計画的な養成にも支障が生じる可能
性がある。
保健所等においては、同種の突発する危機事象に備える必要があると
考えており、その際でも実習が持続可能となる手法を、この機会に検討
しておく必要がある。骨太の方針2021では、「すべての国民にデジタル
化の恩恵が行き渡る社会を構築する」と官民挙げたデジタル化の加速
が掲げられたところであり、新型コロナウイルス感染症という危機事象を
きっかけに、新たな生活様式の中で、ICTを活用した実習の質の向上を
目指すことは有効と考える。あわせて、養成施設等では十分なスペース
が確保できる大規模な講義室等を複数備えており、感染対策を行ったう
えで、実習を実施することが可能であることから、実習における養成施
設等の活用も有効と考える。
そこで、保健所等において実施する事業の見学や参加等、臨地でしか
実施できないものは引き続き保健所等で実施することとし、保健所等の
役割や地域課題等に関する説明、地域課題解決に向けた施策の立案
等に係る演習等の座学で行うものについては、保健所等職員による学
内実施やICTを活用した対応等、会場や対象人数、実施手法等、自治
体による柔軟な対応を可能としていただきたい。

148 B　地
方に
対する
規制
緩和

03_医
療・福
祉

介護保険
料の還付
事務にお
ける住所
確認等の
住民基本
台帳ネッ
トワーク
利用可能
事務への
追加

保険料の還付に際して住所
変更や被保険者の生存の事
実確認ができるよう、住民基
本台帳ネットワークの利用可
能事務として、保険料の還付
事務を住民基本台帳法別表
に明確に位置付けること。

【現状】
介護保険料の特別徴収義務者（日本年金機構等の年
金保険者）は、第一号被保険者の年金から保険料を天
引きして市町村に納入している。
被保険者が当該市町村から転出後、特別徴収の中止
が間に合わず、転出先の市町村に納入すべき保険料が
転出前の市町村に納入された場合は、保険料額を遅滞
なく被保険者に還付しなければならない。[介護保険法
第139条第２項、地方税法第17条]
【支障】
被保険者の転出に伴い生じた過誤納保険料の還付の
ため、転出先の被保険者に過誤納金還付通知書を送達
するが、さらなる転居や死亡している場合は宛先不明で
返戻されることとなる。
宛先不明となった過誤納金還付通知書を正しく送達す
るため、転出した被保険者の居住地や生存確認を行う
必要があるが、介護保険法上、こうした調査権が明記さ
れていないため、転出先の市町村から回答をもらえない
場合がある。
住民基本台帳ネットワークを利用できれば住所や生存
確認が可能であるが、住民基本台帳法別表第二及び第
四には、利用可能事務として保険料の徴収に関する事
務は規定されているものの、還付に関する事務は規定
されておらず、利用できない。

転出後に転居・再度転出した被保険者についても、
正しい送達先へ過誤納金還付請求書の送達を行う
ことができるようになる。
また、転出後に死亡した被保険者について、転出前
の市町村で過誤納金を相続人に還付すべきか年金
保険者に還付すべきかを判断できるようになる。

介護保険法第139
条第２項
住民基本台帳法別
表第ニ、第四

総務
省、厚
生労
働省

大阪
府、滋
賀県、
兵庫
県、和
歌山
県、鳥
取県、
大阪
市、堺
市、神
戸市、
佐世
保市、
関西
広域
連合

郡山市、
茨城県、
千葉市、
石川県、
長野県、
宇和島
市、福岡
県、熊本
市、沖縄
県

○各保健所の管理栄養士の配置人数が１～２名であり、実習計画や課題の作成、評価なども含めて保健所職員の負担となってい
る。特に、実践活動の場が少ないため、事業等の実施時期を学生実習の日程と被るように調整する必要があるほか、学生の同行
にあたっては、相手方の了解や移動手段等の調整が、少人数であっても大きな負担となっている。一方、学生にとっても、住居近隣
の保健所での実習になるとは限らず、遠方から参加する学生の負担になっている。保健所及び学生双方の負担を減らすため、実
習内容のうち、保健所等以外において実施して差し支えないものは、養成校において実施可能とする必要があると考える。
○【制度改正の必要性】
保健所における臨地実習では、実習生が体験・見学可能な事業が少ないため、講義の時間が多い現状がある。ICTの活用及び実
習場所を保健所へ限定しないことにより、１度に多人数に対する講義が実施可能となるため、遠方から参加する学生及び対応する
保健所職員双方の負担軽減となる。
○県内の管理栄養士養成校（以下「養成施設」という）は１校のみである。当校は平成31年度４月の新規指定施設であり、現在開設
３年目であるため、現時点で県内保健所で実施される公衆栄養学臨地実習のほとんどは県外の養成施設に通学している県内出身
者の学生がほとんどである。（公衆栄養学実習は大学３～４年次においての実習が多い）
公衆栄養学実習自体、受け入れ先が他の実習よりも少ないため、養成施設付近でなく、出身地で臨地実習を行う学生が多いことに
加えて、県内の養成施設の公衆栄養学実習実施も今後は見込まれてくるため、保健所等での受け入れについては困難になること
が予想される。（保健所での受け入れ期間が長期化することは保健所職員の負担につながる）
県外の養成施設に通学している学生の距離的な負担および新型コロナウイルス対応を実施している保健所等の実習の中止も過去
にあり、学生・保健所等の負担軽減を図る必要があることから、弾力的な運用を特例とせず、継続することを求める。
○当市においても、第４波の影響による保健所への応援業務などで十分な人員が確保できず、今年度における公衆栄養学臨地実
習の受講方法について検討しているところ。
ご提案のとおり実習の一部だけでもICTを活用した遠隔実習等が可能になれば、自治体職員・学生の両方の負担減につながると考
える。

御指摘の「保健所等以外で実施しても教育目標の達成に支障がな
いと考えられるもの（保健所職員による保健所業務や地域課題に関
する説明、それを受けて学生が行う施策の立案等に係る演習等）」に
ついては、実習施設で必要な時間の臨地実習を行った上で、その教
育効果が上がるよう、事前及び事後評価を総合演習等として実施す
る場合には、学内で行うことが可能です。
ただし、臨地実習そのものは、管理栄養士として業務を行うことが期
待される実践活動の場での課題発見・解決を通して、栄養評価・判
定に基づく適切なマネジメントを行うために必要とされる専門的知識
及び技術の統合を図り、管理栄養士として具備すべき知識及び技能
を習得させることを目的とするものであることから、管理栄養士が専
従する保健所等の施設で実施されることが必要であると考えており
ます。
この点は、御指摘の新型コロナウイルス感染症の発生に伴う臨地実
習の取扱いを示した事務連絡でも考え方を変更しているものではな
く、当該事務連絡においては、新型コロナウイルス感染症の影響に
より実習施設の受入れの中止等を想定し、その場合には施設の変
更により実習施設の確保に努め、それが困難なときは年度をまたい
での実習を検討し、これらの方法によってもなお代替が困難である
場合に、「実状を踏まえ実習に代えて演習又は学内実習等を実施す
ることにより、必要な知識及び技能を修得することとして差し支えな
い」としているところです。
したがって、「危機管理事象の特例とせず、継続すること」を御提案
いただいているところ、平時には、他のいかなる方法でも代替するこ
とが困難な事態が生じるということは想定しがたいことから、臨地実
習についての取扱いを変更する予定はございません。

教育目標の達成に向けて、保健所等、学生、管理
栄養士養成施設にとって、効果的効率的な実習が
可能となる。

※１：管理栄養士養
成施設における臨
地実習及び栄養士
養成施設における
校外実習について
（平成14年４月１日
14文科高第27号、
健発第0401009号
文部科学省高等教
育局長、厚生労働
省健康局長通知）
※２：管理栄養士学
校指定規則の一部
を改正する省令の
施行について（平成
13年９月25日13文
科高第405号健発
第938号文部科学
省高等教育局長、
厚生労働省健康局
長通知）
※３：新型コロナウ
イルス感染症の発
生に伴う医療関係
職種等の各学校、
養成所及び養成施
設等の対応につい
て（令和２年６月１日
文部科学省、厚生
労働省事務連絡）

旭川市、
山形市、
ひたちな
か市、練
馬区、八
王子市、
三鷹市、
川崎市、
相模原
市、長野
県、関
市、名古
屋市、半
田市、小
牧市、草
津市、寝
屋川市、
羽曳野
市、松山
市、宇和
島市、佐
世保市、
大村市、
熊本市、
荒尾市、
宮崎市

○被保険者の転出に伴い生じた還付金（特別徴収分）について、本人が死亡していた場合、還付通知書を相続人が受領し、請求し
た場合には還付を行う場合がある。一方で、年金保険者より本人死亡による返還請求が来たことにより、相続人に還付できない保
険料であったことが後から判明するケースがある。
○被保険者が死亡の場合、過誤納金を被保険者に還付するか年金保険者に還付するかの対応となるが、転出者は生存確認が取
れないため、転出先等に照会をする必要がある。確認に時間を要したり、回答をもらえない場合があり、被保険者に対して迅速に還
付が行えない。保険料の還付に際して住所変更や被保険者の生存の事実確認ができるよう、住民基本台帳ネットワークの利用可
能事務として、保険料の還付事務を住民基本台帳法別表に明確に位置付けること。
○被保険者の転出により生じた過誤納保険料の還付について、転出先に通知書を送付するも、転出後の転居等により返戻される
ことがあり、転出先へ住基確認等の照会を行う必要がある。当該照会について、住民基本台帳ネットワークの利用可能事務とする
ことにより事務負担の軽減が図れるとともに、通知書を正しい送達先へ送達できるようになる。
○被保険者が転出先で死亡していたことを把握できず、本来年金保険者へ還付すべき過誤納金を、誤って被保険者（※）へ還付し
てしまった。※この事例では、転出先で過誤納金還付請求書を受け取った相続人等が、被保険者本人の名前で、被保険者本人の
口座へ還付金を振り込むよう請求書を記入し、当市へ返送した。
○当市では、転出先へ送付した過誤納付金還付通知書がさらなる転出・転居等により返戻になった場合は、生活保護の情報や、他
課での送付先住所等の調査は行っているが、送付先が分からず公示送達を行った事例が過去に数件ある。
○同様に、転出後の死亡日確認には苦慮しているため、住民基本台帳ネットワークの利用可能となることで、正確かつ速やかに還
付することができる。

宝塚
市、兵
庫県、
滋賀
県、京
都府、
和歌
山県、
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県、大
阪市、
堺市、
神戸
市、関
西広
域連
合

文部
科学
省、厚
生労
働省



見解
補足
資料

措置方法
（検討状況）

実施（予定）
時期

これまでの措置（検討）状況 今後の予定

対応方針の措置（検討）状況各府省からの第１次回答を踏まえた追加提案団体からの見解

全国知事会・全国市長会・全国町村会からの意見 提案募集検討専門部会からの主な再検討の視点（重点事項） 各府省からの第２次回答
令和３年の地方からの提案等に関する対応方針（令和３年12月21日閣議決定）記載内容

※提案提出年以降の対応方針に記載があるものは当該対応方針の記載内容を
＜当該対応方針決定年＞として併記

管理栄養士養成施設における臨地実習及び栄養士
養成施設における校外実習に係る柔軟な人数規模に
よる実施 について（通知）（令和４年３月18日付け文
部科学省高等教育局長専門教育課長厚生労働省健
康局健康課長連名通知）を都道府県宛てに発出し、
臨地実習を、教育効果に配慮した上で、個々の実習
内容に応じて柔軟な人数規模により実施することが
可能であることを明確化した。

― 【全国知事会】
提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検討を
求める。

御指摘の「座学で行うもの」については、前回回答したとお
り、従来から総合演習等において実施可能と位置づけていま
す。
公衆栄養学臨地実習そのものについてはその教育目標に鑑
み、本来、保健所等において行われるべきものであるため、
臨地実習についての取扱いを変更する予定はございませ
ん。

５【厚生労働省】
（11）栄養士法（昭22法245）
臨地実習（施行規則別表４）については、教育効果に配慮した上で、個々の実
習の内容に応じて柔軟な人数規模により実施することが可能であることを明
確化し、都道府県に令和３年度中に通知する。
（関係府省：文部科学省）

通知 令和4年3月18日

― 【全国知事会】
提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検討を
求める。

介護保険料の還付事務については、現行法令により、住民
基本台帳ネットワークシステムを利用することが可能である
旨を明確化し、地方公共団体に通知等を行うこととしたい。

５【厚生労働省】
（40）住民基本台帳法（昭42法81）及び介護保険法（平９法123）
介護保険料の還付事務については、住民基本台帳ネットワークシステムを利
用することが可能であることを地方公共団体に通知し、明確化する。
（関係府省：総務省）
［措置済み（令和３年12月９日付け厚生労働省老健局介護保険計画課、保険
局国民健康保険課、高齢者医療課事務連絡）］



区分 分野 団体名 支障事例 見解
補足
資料

根拠法令等
制度の
所管・関
係府省

団体名 その他（特記事項）

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞

各府省からの第１次回答
管理
番号

提案区分

提案事項名 求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）

各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの見解
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都道府県
障害（児）
福祉計画
及び市町
村障害
（児）福祉
計画の計
画期間の
見直し

地域住民の意識醸成や地域
におけるソフト・ハード両面で
の対応に係る地方公共団体
の裁量を高めることができる
よう、都道府県・市町村障害
福祉計画及び障害児福祉計
画の計画期間を、上位計画で
ある「障害者基本計画」にお
いて当県及び県内市町の多く
が設定している現行の２倍で
ある６年に延長すること。

【現状】
都道府県障害（児）福祉計画及び市町村障害（児）福祉
計画は、国指針により３年を一期間として作成することと
されている。［障害者の日常生活及び社会生活を総合
的に支援するための法律第88条、児童福祉法第33条の
20、平成18年厚生労働省告示第395号］
【支障】
計画期間が３年間のため、見直しサイクルが非常に短
く、計画の策定に係る負担が大きい。また、検証が不十
分なまま次期計画の策定作業に追われている実態があ
る。
当該計画では、施設入所者の地域生活への移行や、施
設入所者数の削減等の目標を定めることとされている
が、地域における相談支援体制や地域生活支援拠点の
整備等、ソフト・ハード両面での対応に加え、地域住民
の意識醸成を地域と一体となって進める必要があり、短
期での目標達成が困難な場合がある。

検証が不十分なまま次期計画の策定作業に追われ
る実態を改善し、計画策定に係る負担を軽減するこ
とにより、行政の効率化につながる。
新たな計画改定時に、十分な計画期間中の実績を
もとに精度の高い見込数値を設定でき、課題に対応
したサービス提供体制の整備につながる。
短期間では構築が困難な医療機関や近隣市町の
協力確保等について、市町単独ではなく圏域単位
で連携・調整を図ることが可能になる。

児童福祉法第33条
の20第１項、第33条
の22第１項、障害者
の日常生活及び社
会生活を総合的に
支援するための法
律第88条第１項、第
89条第１項、障害福
祉サービス等及び
障害児通所支援等
の円滑な実施を確
保するための基本
的な指針（平成18年
厚生労働省告示第
395号）

厚生
労働
省、こ
ども家
庭庁

兵庫
県、滋
賀県、
京都
府、京
都市、
姫路
市、西
脇市、
三木
市、高
砂市、
加西
市、宍
粟市、
たつ
の市、
神河
町、和
歌山
県、鳥
取県、
徳島
県

北海道、
仙台市、
千葉市、
小平市、
神奈川
県、長野
県、三島
市、豊田
市、西尾
市、稲沢
市、寝屋
川市、広
島市、宇
和島市、
大牟田
市、五島
市、宮崎
県、全国
町村会

○計画期間が３年間のため、２か年の実績を基に検証しなければならない。精査が不十分なままで次期計画の策定作業に着手し
ている状況となっている。
○障害福祉計画等の策定に当たり、国の基本指針で示される成果目標等に掲げられている地域生活への移行や地域生活支援拠
点等については、地域の社会資源を活用した多機関連携の仕組みの構築など、中長期的な視点が必要であり、現行の計画期間３
年では、障害者自立支援協議会等において、十分な検証ができていない現状があるとともに、計画策定に係る事務負担も大きく
なっている。一方で、障害者だけでなく、高齢者や子どもを含めた今後の地域包括ケアシステムの推進による地域共生社会の実現
のため、地域福祉計画や介護保険事業計画等との一体的な計画策定も含めて次期計画の策定を検討しているところであり、関連
計画との方向性の在り方も課題となっている。
○当市においては、健康福祉総合計画として、障害者計画・障害福祉計画・障害児計画を一体のものとして策定している。法で３年
を一期間とされているため、部分的に計画期間が異なる状態となっている。６年に延長されると同時の策定が可能となり、負担軽減
につながる。
○市町村障害（児）計画の策定は国の基本指針に即して、３年に１度策定しなければならないが、計画期間が３年間とサイクルが短
く、策定業務の事務負担が大きい状況である。また、成果目標やサービスの必要量の見込みの設定について、実態把握や施策効
果を検証し、次期計画に反映する十分な時間を確保することが難しい状況である。

障害福祉計画及び障害児福祉計画については、国において基本指
針を定め、この指針を元に各地方自治体が約１年間で計画を作成
し、新たな計画期間を迎えることとなっている。また、国においては３
年毎にサービス提供の在り方の見直しを含めた障害福祉サービス
等報酬改定を行っていること等から、その改定内容等を踏まえて作
成する必要のある障害福祉計画及び障害児福祉計画については、
この改定等に合わせた計画期間とすることが制度設計上重要と考え
ている。
他方で、実質２年間の実績を踏まえた短いサイクルでの計画見直し
となっており、施策効果の検証の時間が十分に取れていないという
ご指摘については真摯に受け止める必要がある。
以上のことから、一部、障害福祉サービス等報酬改定等、３年毎に
見直しを行っている政策の影響を受ける項目の期間延長は難しいも
のと考えているが、その他の項目の期間については、今回の地方分
権改革提案でも複数のご提案をいただいている点、他の計画との関
係に留意しなければならない点に加え、障害福祉行政を円滑に進め
ていくためにどの長さが適当か慎重に検討する必要があるため、次
期計画の基本指針の内容を議論する予定である令和４年度に議論
を行うこととしたい。

障害福祉計画及び障害児福祉計画を上位計画である障害者計画の計
画期間の６年に延長することで、３つの計画が１本化し、地域の特性に
応じた施策の展開と国等の基本指針に伴う目標設定を中長期的な視線
で検討することが可能となる。
これにより、各市町が持っている地域資源を、圏域単位で補う体制を構
築することが可能となり、住民にとって大きなメリットとなる。
しかし、現状では前計画の実態や施策効果を把握・検証し、目標達成に
向けて関係者と連携し、進捗状況を確認しながら工夫や改善を積み重
ねることができる期間が非常に短いため、検証が不十分なまま次期計
画の計画策定に追われており、地域課題と合わせ関係機関との協議や
調整等を十分行えていない。
障害福祉サービス等報酬改定と当該計画の関連の重要性の主張につ
いては、そもそも令和３年度の報酬改定では、現行計画策定を終えた後
の令和３年２月に改定内容が示されたため、その内容が計画に反映で
きていない。
また、報酬改定は原則、計画に定める成果目標や量の見込みに影響を
与えるものであるとは考えていないが、仮に報酬改定により新設された
サービス等、計画の見込量に影響が出た場合であっても、地域の障害
福祉に関する関係者による連携や支援体制に関する協議を行うために
設置した自立支援協議会を活用し、計画途中に見直すことが可能であ
る。
第１次回答で言及されている他の計画との関係（上位計画である障害者
基本法に基づく障害者計画）を含め、令和４年度末から次期計画の策定
作業に着手する自治体があることを踏まえ、計画期間見直しの検討に
早期に着手するとともに、基本指針及びQ&Aの早期提示にご配慮願い
たい。

○地域の実情に応じて算出方法を選択することができれば、計画策定や見直しに伴う業務量軽減につながることが期待される。
○提案提案同様、子ども・子育て支援法に基づき国が定める「基本指針」及び「量の見込み」の算出の考え方に係る手引きに則り、
保護者に対する利用希望把握調査（アンケート調査）等を実施しているが、一定のニーズを把握できる反面、「幼児教育・保育」の
「量の見込み」に関しては、現状の実績を踏まえた見込みと大きく乖離し、数値として使用できないなど労力とコストを要するわりに
は、活用できる分が少ないなどの影響が出ている。よって、提案市同様、利用希望把握調査でなく、ヒアリングや実績値等に基づく
「量の見込み」が可能となるなど、自治体の状況に応じた算出方法も可能としていただきたい。
○当市でもアンケート調査の結果と実際の支給認定に乖離があり、アンケートでは現実的な量の見込みを算定することができない
ため算定方法を選択制としてほしい。
○当市においても量の見込み算出に当たっては、保護者の意向調査や人口推移の見込みなどを算出しているが、職員の事務作
業に加えて委託費などの経費もかかってきており、多大なコストがかかっている。
○計画策定や見直しに伴う市町村の負担の軽減や行政の効率化につながるよう、算出方法の見直しを求める。
○第二期子ども・子育て支援事業計画策定時、 国の指針に基づきアンケート調査を行い「量の見込み」を算出したが、実態との乖
離が大きく、そのまま計画上の「量の見込み」とすることができない項目が多かった。そのため、各事業の過去５年間の利用実績を
もとに算定し直す結果となった。アンケート調査対象は子育て中の保護者2,000人、約40項目あり、コンサル会社は入れず、すべて
職員で集計をしたため相当の時間を要した。第３期計画においても同様のアンケートを行なった場合、同様の結果が予測される。
担当としては、各事業の実績値等をもとに「量の見込み」を算定する方法が一番現実的と感じるが、潜在的ニーズを探る必要もある
ことから、国の基本指針や手引き（アンケート内容及び算出方法）の見直しも検討していただきたい。

市町村子ども・子育て支援事業計画に関しては、令和２年度を初年
度とする第２期の計画期間が開始したところであり、令和７年度を初
年度とする第３期の計画においては、計画策定時の「量の見込み」
の算出方法も含め市町村子ども・子育て支援事業計画の在り方等に
ついて、第２期市町村子ども・子育て支援事業計画の進捗状況等を
踏まえて検討していくものと考えている。

提案において示したとおり、第１期（平成27年～令和元年）、第２期（令
和２年～令和６年）の計画策定に際して、実態にそぐわない「量の見込
み」算出結果となった事例が既に複数発生している。
内閣府子ども・子育て本部として地方自治体の計画策定に関する状況
調査を行うなどにより、地方の実情をよく把握いただいた上で、アンケー
ト結果に基づき量の見込みを算出する項目の見直しや、実態に即した
量の見込みが算出できるよう算出方法について研究し、算出に係る手
引きを再考されたい。
また、第２期の計画策定時においては、計画策定期限の約１年半前に
算出に係る手引きが示されたが、第３期の計画策定に関しては、地方自
治体の負担軽減のため、前述の策定に係る事務作業の軽減とあわせ、
計画策定に関する方針を、計画策定期限の１年半より早期に提示いた
だくようお願いする。
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市町村子
ども・子
育て支援
事業計画
において
定める
「量の見
込み」の
算出方法
の見直し

市町村子ども・子育て支援事
業計画において定めることと
されている「量の見込み」の
算出にあたって、現在手引き
等において示されている利用
希望把握調査（アンケート調
査）に基づく算出方法は、分
析に要する労力とコストが大
きいことに加え、算出結果と
実態が乖離する事例が発生
することもあることから、利用
希望把握調査ではなくヒアリ
ングや実績値等に基づき「量
の見込み」の算出方法も可能
であることを明記するなど、柔
軟な算出方法を可能とするこ
と。

【現状】
子ども・子育て支援法に基づき国が定める「基本指針」
及び「量の見込み」の算出の考え方に係る手引きでは、
保護者に対する利用希望把握調査（アンケート調査）等
を行い、これを踏まえて「量の見込み」を推計し、具体的
な目標設定を行うことが求められている。
一方、幼児教育・保育の無償化の実施により、これまで
各市町村では把握することができなかった幼稚園に通う
就労家庭等の状況も把握することが可能になり、アン
ケート調査の活用によらずとも、詳細な分析が可能と
なっている。
【支障】
第１期（平成27年～令和元年）、第2期（令和２年～令和
６年）の策定に際して、国の手引きに基づいてアンケート
調査により算出したところ、項目によっては実態にそぐ
わない結果となった自治体がある。
アンケート調査そのものにも多大な労力や費用が必要
となっていることに加え、情報量が多く、調査結果の分
析にも長時間を要している。また、計画と実績値が乖離
する場合は中間見直し（補正）を行う必要が生じる。
手引きには、「具体的な算出方法等については、各市町
村及び都道府県において地方版子ども・子育て会議等
の議論を経て、適切に判断頂きたい。」や「教育・保育の
量の見込みの算出に当たっては、トレンドや政策動向、
地域の実情等を十分に踏まえること。」といった記載が
あるものの、結局、国の基本指針や手引きを無視してア
ンケート調査を実施せずに計画を立案するわけにはい
かない。このため、アンケート調査を実施し、実態から乖
離している場合は実績や過去の平均値等を参考に改め
て「量の見込み」を算出し直すという作業を行っており、
調査項目によってはアンケート調査が無駄なプロセスに
なっている。

各市町村が地域の実情に応じて「量の見込み」の算
出方法を選択することができるようになることで、計
画策定や見直しに伴う市町村の負担が軽減され、
行政の効率化につながる。

子ども・子育て支援
法第61条
子ども・子育て支援
法に基づく基本指針
（平成26年内閣府
告示第159号）
「市町村子ども・子
育て支援事業計画
における「量の見込
み」の算出等のため
の手引き」（平成26
年１月20 日内閣府
通知）
「第２期市町村子ど
も・子育て支援事業
計画等における『量
の見込み』の算出
等の考え方」（平成
31年４月23日内閣
府通知）

内閣
府、文
部科
学省、
厚生
労働
省

兵庫
県、姫
路市、
西宮
市、三
木市、
三田
市、宍
粟市、
たつ
の市、
神河
町、滋
賀県、
京都
府、鳥
取県、
徳島
県、堺
市

小樽市、
いわき
市、高崎
市、千葉
市、川崎
市、豊橋
市、豊田
市、和歌
山市、広
島市、高
知県、福
岡県、佐
世保市、
宮崎県、
全国町村
会



見解
補足
資料

措置方法
（検討状況）

実施（予定）
時期

これまでの措置（検討）状況 今後の予定

対応方針の措置（検討）状況各府省からの第１次回答を踏まえた追加提案団体からの見解

全国知事会・全国市長会・全国町村会からの意見 提案募集検討専門部会からの主な再検討の視点（重点事項） 各府省からの第２次回答
令和３年の地方からの提案等に関する対応方針（令和３年12月21日閣議決定）記載内容

※提案提出年以降の対応方針に記載があるものは当該対応方針の記載内容を
＜当該対応方針決定年＞として併記

２ポツ目
基本指針の見直し（告示）

令和５年５月19日公布 令和４年10月の第133回社会保障審議会障害者部会
で得た結論を踏まえ、令和５年５月19日に改正後の
基本指針について官報告示を行った。

（結論）
・各都道府県が定める障害保健福祉圏域に留意した
上で、市町村が作成する障害福祉計画等について
は、共同策定を可能とする。
・サービスの見込み量以外の活動指標については、
地方公共団体の実情に応じて任意に定めることを可
能とする。

結論を踏まえ、令和５年２月の第135回社会保障審議
会障害者部会において基本指針見直し案を取りまと
めた。

３ポツ目
・基本指針の見直し（告示）

・Q&Aの送付

令和５年５月19日事務連絡
発出

令和５年２月の第135回社会保障審議会障害者部会
において基本指針見直し案を取りまとめた。Q&A送付
は令和５年５月19日に行った。

前段　通知 令和４年３月18日通知済み 「第二期市町村子ども・子育て支援事業計画等に関
する中間年の見直しのための考え方について」（令和
４年３月18日事務連絡）にて通知済み

後段　通知 令和４年９月13日参考送付
済み

令和３年度子ども・子育て支援調査研究事業として取
りまとめられた「地方版子ども・子育て会議の取組に
関する調査」報告書（令和４年３月一般社団法人日本
開発構想研究所）を参考送付済み

令和５年５月19日公布 令和４年10月の第133回社会保障審議会障害者部会
で得た結論を踏まえ、令和５年５月19日に改正後の
基本指針について官報告示を行った。

（結論）
障害福祉計画等は、３年を一期として作成することを
基本としつつ、都道府県及び市町村が地域の実情や
報酬改定・制度改正の影響の有無を考慮して、柔軟
な期間設定を可能とする。ただし、国がこの指針を改
定した時点において、都道府県及び市町村が報酬改
定や制度改正の動向、地域の状況の変化、他の行
政計画の見直し等を踏まえて、支給実績、障害福祉
に関するニーズ、事業者の状況等について調査、分
析及び評価を行い、その結果として算出されたサービ
ス見込量と既存のサービス見込量について乖離が生
じた場合はサービス見込量の変更について３年を一
期として必ず計画に反映させるとともに、新しい指針
を踏まえた成果目標及び活動指標との乖離が生じた
時等必要がある場合には計画期間の途中であっても
見直しを行うこと。

― 【全国知事会】
障害福祉計画及び障害児福祉計画の計画期間に
ついては、地方自治体が地域の実情に応じた設定
が可能となるよう計画の根拠となる基本指針の見
直しを求める。
【全国町村会】
一層の事務負担軽減につなげるため、提案団体の
意見を十分に尊重し、積極的に検討していただき
たい。

○計画策定等の義務付けに関しては、法定された
条項数が、過去10年間で約1.5倍に増加するなど、
国会や全国知事会においても強い問題意識が示さ
れているところであり、本提案に関しては、まずは
法令上の対応を基本として見直しを検討いただき
たい。
○障害（児）福祉計画について、計画期間の短さが
ネックとなり、計画策定の業務負担が増大し、実際
の障害福祉サービスの提供に注力する時間が削
がれるといった問題が生じている。このような実態
や、計画策定というプロセスを踏まえると、３年とい
う期間では足りないのではないか。
○３年毎に改定される報酬改定との整合性が取れ
た対応等ができないとのことであるが、計画記載事
項について、報酬改定に関連する事項とそうでない
事項に分類し、前者については策定から３年経過
時に見直すこととした上で、計画期間自体は、地方
公共団体の負担軽減やPDCAサイクルの円滑な推
進の観点から、より適切な期間（６年間等）に見直
すべきではないか。
○報酬改定内容の公表が２月に実施されている
中、当該内容を地方公共団体が４月から始まる次
期計画に反映させることは、事実上困難な実態が
あるのではないか。
○上記について、地方公共団体が次期計画の策
定作業を令和４年度から開始することから、早急に
検討を進めていただきたい。

一次回答でも申し上げたとおり、国においては３年毎にサー
ビス提供の在り方の見直しを含めた障害福祉サービス等報
酬改定を行っていること等から、その改定内容等を踏まえて
作成する必要のある障害福祉計画及び障害児福祉計画につ
いては、この改定等に合わせた計画期間とすることが制度設
計上重要と考えている。
他方で、実質２年間の実績を踏まえた短いサイクルでの計画
見直しとなっており、施策効果の検証の時間が十分に取れて
いないというご指摘については真摯に受け止める必要があ
る。
以上のことから、一部、障害福祉サービス等報酬改定等、３
年毎に見直しを行っている政策の影響を受ける項目の期間
延長は難しいものと考えているが、その他の項目の期間につ
いては、今回の地方分権改革提案でも複数のご提案をいた
だいている点、他の計画との関係に留意しなければならない
点に加え、障害福祉行政を円滑に進めていくためにどの長さ
が適当か慎重に検討する必要があるため、次期計画の基本
指針の内容を議論する予定である令和４年度に議論を行うこ
ととしたい。
なお、令和４年度の検討に当たっては、期間延長が難しい項
目に係る見直し時期の考え方についても併せて議論を行うこ
ととしたい。
また、追加でご提案のあった指針の内容をお示しする時期に
ついては、各地方公共団体における計画作成の期間を確保
する観点から、少しでも前倒しできるよう努めてまいりたい。

５【厚生労働省】
（５）児童福祉法（昭22法164）及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的
に支援するための法律（平17法123）
（ⅱ）障害福祉計画（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた
めの法律88条１項及び89条１項）及び障害児福祉計画（児童福祉法33条の20
第１項及び33条の22第１項）については、以下のとおりとする。
・これらの計画期間については、障害福祉サービス等報酬改定が同計画に与
える影響を考慮しつつ延長する方向で検討し、社会保障審議会での議論も踏
まえ、令和４年中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。
・これらの記載内容については、地方公共団体の事務負担を軽減するため、
令和４年度に予定される基本指針（障害者の日常生活及び社会生活を総合
的に支援するための法律87条１項及び児童福祉法33条の19第１項）の策定
の際に簡素化する方向で検討し、結論を得る。その結果に基づいて必要な措
置を講ずる。
・基本指針の改正及び「障害福祉計画及び障害児福祉計画の作成に係る
Q&A」（厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課）の地方公共団体へ
の送付については、地方公共団体の円滑な計画策定に資するよう、可能な限
り早期に行う。

１ポツ目
基本指針の見直し（告示）

― 【全国知事会】
提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検討を
求める。
【全国町村会】
計画と実績の乖離を小さくするとともに、事務負担
軽減につなげるため、提案団体の意向及び関係府
省の回答を踏まえ適切な対応を求める。

〇子ども・子育て支援法第61条４項は「・・・子ども
の保護者の・・意向その他の事情を勘案して作成さ
れなければならない」としているが、アンケートのみ
が、意向その他の事情を勘案できる適切な手法で
あるとはいえないのではないか。
〇次期計画策定の手引きにおいては、これまで市
町村が蓄積してきたノウハウや調査結果及び実績
を勘案しながら、各市町村にあわせた合理的な方
法で算定を行うことができるよう、アンケート調査以
外の方法を示すべきではないか。
〇アンケートに関しても、実態と乖離が生じている
項目を見直し、実態を的確に把握することができる
必要最小限の項目に限定すべきではないか。
〇労働力調査や女性の就業率データ等、国で実施
されている調査結果を市町村単位で公表し、市町
村が計画策定の際に活用できるようすべきではな
いか。
〇市町村子ども子育て支援事業計画の策定には、
基本指針が示されてから１年半ほどの準備期間が
かかることから、次期計画策定については、市町村
において令和５年度中には作業を始める必要があ
ることから、手引きにおける「量の見込み」の算出
方法を令和４年度末までに示すべきではないか。

第１・２期の市町村子ども・子育て支援事業計画の策定に係
る手引きにおいて、潜在ニーズも含めた教育・保育及び地域
子ども・子育て支援事業（以下「教育・保育等」という。）の量
の見込みの算出に当たっては、アンケート調査以外の方法も
可能であることは記載しているところであるが、ご提案を踏ま
え、改めてよりわかりやすく周知することを検討したい。
なお、各地域で必要となる教育・保育等の量は地域の実情に
よって様々に変化するものであり、第１・２期の計画策定の手
引きではその標準的な算出方法を示したものであって、実態
と乖離する場合には、地域の実情に即したより効果的、効率
的な方法を取ることは可能である。その際、例えば、手引き
に記載されている算出方法の一部変更やアンケート項目の
追加・変更・削除などの方法も考えられる。
また、第３期の計画策定に関する手引きについては、地方自
治体の負担軽減の観点も含め、計画策定期限の１年半より
早期に提示することも今後検討したい。
なお、労働力調査については、一部の結果（モデル推計値）
について都道府県別に公表されているが、当該調査は、日
本全体の就業・不就業の実態とその変化を推計することを前
提として設計された標本調査であり、都道府県別の推計を前
提とした標本抽出を行っておらず、標本規模も小さいことなど
により、全国の結果に比べ結果精度が十分に確保できないと
みられることから、都道府県別の結果の利用に当たっては注
意を要するとされている。また、同様の理由により、市町村別
のデータは公表されていない。
＜参考＞労働力調査（基本集計）都道府県別結果（総務省
統計局HP）
https://www.stat.go.jp/data/roudou/pref/index.html
＜参考＞女性の就業者数及び就業率（内閣府男女共同参画
局HP）
https://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/r01/zent
ai/html/zuhyo/zuhyo01-02-01.html
※労働力調査（基本集計）より作成されたもの。

５【厚生労働省】
（50）子ども・子育て支援法（平24法65）
（ⅳ）市町村子ども・子育て支援事業計画（61条１項）における量の見込みの
算出方法については、市町村（特別区を含む。以下この事項において同じ。）
の事務負担を軽減する観点から、アンケート調査以外の手法を用いることも
可能である旨を明確化し、市町村に令和４年度中を目途に周知するとともに、
アンケート調査以外の手法を例示すること等について検討を行い、令和４年度
中を目途に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。
（関係府省：内閣府及び文部科学省）



区分 分野 団体名 支障事例 見解
補足
資料

根拠法令等
制度の
所管・関
係府省

団体名 その他（特記事項）

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞

各府省からの第１次回答
管理
番号

提案区分

提案事項名 求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）

各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの見解

B　地
方に
対する
規制
緩和

03_医
療・福
祉

小児慢性
特定疾病
指定医の
指定申請
先の一元
化

小児慢性特定疾病指定医の
指定等の申請先を一元化し、
「難病の患者に対する医療等
に関する法律」で定める指定
医と同様に、指定医の申請は
主として診断を行う医療機関
のある都道府県等にのみ行う
よう見直すこと。

【現行制度】
児童福祉法第19条の３に基づき、小児慢性特定疾病医
療費の支給を受けるには、都道府県等（都道府県・指定
都市・中核市及び児童相談所設置市）が定める指定医
が作成した診断書が必要となる。
指定医の指定を受けるには、勤務地の医療機関のある
都道府県等への申請が必要だが、複数の医療機関に
勤務する場合で、勤務地の都道府県等が異なる場合
は、各々の都道府県等への申請が必要なことが厚生労
働省課長通知等に定められている。また、申請は新規
申請だけではなく、変更申請及び５年ごとの更新申請が
必要となる。
＜申請件数＞
令和元年度 　新規：39件　 変更：12件　　更新：330件
令和２年度 　新規：35件　 変更：４件　　更新：31件
【支障事例】
現行制度では、医師が複数の医療機関に勤務する場合
で、その勤務地の都道府県等が異なる場合にはそれぞ
れの都道府県等に指定医の指定等の申請をしなければ
ならず負担が大きい。また、指定する都道府県等におい
ても負担が生じている。（当県が管轄する複数の医療機
関に勤務している指定医師数は、令和３年２月末時点で
510名のうち83名である。なお、当県が管轄する医療機
関に勤務し、かつ、他の都道府県等が管轄する医療機
関に勤務する医師については把握できない。）
また、「難病の患者に対する医療等に関する法律」で定
める指定医については、主として指定難病の診断を行う
医療機関のある都道府県（政令市含む）のみに指定医
の指定等の申請をすることとされており、類似の医療費
助成制度にもかかわらず、申請先の考え方が異なるた
め医師や医療機関からの問い合わせもあり混乱してい
る。
【制度改正における懸念の解消策】
指定医の指定等の申請先を一元化した場合、主として
診断を行う医療機関のある都道府県等以外の都道府県
等は、指定医の指定等の状況を把握することができな
いのではないかとの懸念も考えられるが、申請先の一
元化とともに指定医の指定等を行う都道府県等が指定
医師の指定・取消し等を行った場合には、公表すること
となっているため、他の都道府県等も指定等の状況を
把握することは可能である。

医師が複数の医療機関に勤務する場合で、その勤
務地の都道府県等が異なる場合に、各々の都道府
県に指定に指定等の申請を行う必要がなくなり、複
数の医療機関に勤務する指定医の負担軽減や行
政の効率化に繋がる。

埼玉
県、福
島県、
富山
県、長
野県、
岐阜
県、松
山市

岩手県、
宮城県、
茨城県、
前橋市、
千葉県、
横須賀
市、茅ヶ
崎市、山
梨県、愛
知県、京
都府、兵
庫県、岡
山県、倉
敷市、高
松市、高
知県、福
岡県、宮
崎県、鹿
児島県

○業務従事者届の印刷、回収、提出の催促等、本業務で必要とされる事務について、調査票（業務従事者届）の印刷数は100,000
枚におよび、配布先は約7,500件、回収枚数は約37,000枚にのぼることから、業者への委託を行うことにより事務の負担軽減を図っ
ているものの、業者への多額の委託経費が調査の都度発生するとともに、取りまとめ後の内容確認作業や衛生行政報告例の報告
事務等、人員が限られている中で依然として職員の負担は大きい。届出情報を全国一律によるオンライン化することにより、調査票
（業務従事者届）の配布や回収、集計作業等の事務の負担やコスト削減につながることはもとより、提出者である就業者本人及び
取りまとめを行う就業先の負担も大きく軽減される。また、オンライン化により提出が容易になることから、未提出者の減少が想定さ
れ、より精度の高い結果が期待でき、効果的な施策につなげることができるため、制度改正を強く求める。
○当保健所では、約600施設への届出票の配布業務及び、約3,000件の届出内容の確認、集計作業を担当者１～２名で行ってお
り、事務負担が非常に大きい。紙による届出のため、記載漏れ等が頻出しており、電子化することにより、担当者の記載確認の時
間短縮が期待される。また、紙で提出された届出項目を担当者が手入力し集計を行うため、作業が煩雑であることに加え、入力ミス
等統計業務の正確性を損なう恐れがある。
○当県においても届出内容の不備が非常に多く、各保健所での確認作業および担当課での最終確認、集計作業等に多大な労力と
時間を費やしている。届出表のデータ入力は外部委託しているものの、その後の衛生行政報告例として報告する際の不備データの
処理に時日を要している。当県では、令和２年度調査より、独自に電子申請を導入し、事務の簡素化を図ったが、電子申請実施割
合は３割程度にとどまり、期待したほどの事務負担軽減とはならなかった。マイナンバー制度が活用され、免許保有者および業務
従事者数の把握が可能となれば、従事者からの届出の必要もなく把握が可能となることから、保健所や担当課での事務負担の軽
減が期待できる。まずは、マイナンバー制度の利活用についての検討内容等を示し、今後、地方自治体の意見も反映したうえで、
制度を構築されるよう求めたい。
○当県においても、限られた人員で膨大な件数を処理するため、届出の回収及び集計作業にかかる事務負担が非常に大きい。ま
た、提出時にエラーチェックができる電子データとは違い、紙による届出は記入漏れやミスが多いことから、内容の確認作業が負担
であるだけでなく、統計調査の正確性が損なわれるおそれがある。
○当市においても、調査対象者数が多く、調査票の発送及び回答後の確認作業等の事務負担が非常に大きい。（歯科衛生士、歯
科技工士、保健師助産師看護師の従事者届出数　発送2,637施設　回答7,158件）
○業務自体を委託している自治体も多く、経費がかかっている。当市においては会計年度任用職員を採用しているため、２年に１回
職場環境を整える等、人件費や業務負担が生じている。
○非正規職員にも調査票を配布しているが、ダブルワークの方は他の職場に提出する場合もあるため、個別に確認が必要になる。
職場内で確実に回収するのに時間がかかる。調査票への自筆回答では、回答漏れなどが想定されるが、個人情報のため、職場内
では確認を行っていない。正確な調査ができているのか、疑問に感じる。資格についての回答は、通常変更が少ないため、毎回同
じ回答を記入している。簡略化・登録化を希望したい。マイナンバー制度を活用したオンライン回答の導入を望む。
○電子システムを導入している都道府県もあるが、個別システムより、全国一律のシステム管理とし、データ集約をすることが統計
の精度が上がると考え、制度改正が必要である。
○令和２年度の実施時はコロナ禍の中、業務多忙な保健所において届出の配付及び集計作業を行った。今後も新興感染症や災
害等で保健所の人員では対応できない状況が予想される。また、現在紙面による提出のみとなっているが、必須項目を空欄のまま
提出する事例が散見されるため、内容確認に時間を要している。届出のオンライン化により、集計作業の軽減化及び必須項目の入
力漏れの対応が可能と考える。
○看護職の就業先は多岐に渡り、届出実施の周知、用紙の配付には苦慮しているところである。また、年々看護職員数は増加して
おり、集計作業の期間としての１月15日の届出期限から衛生行政報告例報告期限の２月末まででは短すぎ、事務負担が大きい。
○約４万件の届出用紙の配布、回収、集計作業だけでなく、不備、未記入に対する電話や書面郵送による確認作業等の必要があ
り、限られた人員を総動員しても担当課及び保健所の事務負担が非常に大きい。３師調査と異なり、提出先が都道府県と定められ
ていることから、政令指定都市内の従事者分は全て本庁担当課で対応することなっている。また、集計作業は紙の届出用紙を手作
業で入力していることから、ミスが発生し統計の正確性が損なわれる恐れがある。
○短期間、少人数で約33,000件の届出用紙の印刷・配布・回収・内容確認・集計作業等を実施しなければならず、担当課及び保健
所の負担が非常に大きい。

看護師等の資格管理情報デジタル化の検討状況も踏まえ、可能なも
のから業務従事者届のオンライン化やデジタル化をすることや、それ
に伴う都道府県における事務の省力化について検討してまいりた
い。
なお、看護師等の資格管理情報デジタル化については、令和２年12
月25日に閣議決定された「デジタル・ガバメント実行計画」において
も、「各省庁が所管する各種免許・国家資格等の管理は、必ずしもデ
ジタル化が進んでおらず、資格者の各種届出等が徹底されていない
場合もある」ことや、「資格者の資格証明、行政機関等の資格確認の
負担も少なくない」ことから、「2023年度（令和５年度）までに、共同利
用できる資格管理システムの開発・構築を行い、2024年度（令和６年
度）にデジタル化を開始する」こととされており、これによって、「正確
な資格情報の管理が可能になり、人材確保策等の施策も実施できる
ようになる」とされている。

児童福祉法（昭和22年法律第164号）に基づく指定医の申請につい
ては、医師が診断書の作成を行おうとする全ての医療機関の所在地
を管轄する都道府県、指定都市、中核市及び児童相談所設置市・区
（以下「都道府県等」という。）に申請を行うこととしている。一方、難
病の患者に対する医療等に関する法律（平成26年法律第50号。以
下「難病法」という。）に基づく指定医の申請については、医師が診断
書の作成を行おうとする主たる医療機関の所在地を管轄する都道府
県及び指定都市に申請を行うこととしている。これは、児童福祉法に
おいては、難病法よりも多くの主体に支給認定等の事務を担ってい
ただいている中で、各都道府県等において管内の指定医を把握・管
理することで、例えば支給認定の審査の際に容易に指定医を確認す
ることができる等、円滑な運用に資するためのものである。
ご提案のように、児童福祉法においても主たる医療機関の所在地を
管轄する都道府県等にのみ指定医の指定の申請を行えばよいこと
とした場合、複数の医療機関で勤務する医師や、指定医の申請を受
け付ける都道府県等の負担が軽減されるという利点が考えられる一
方で、例えば医療費助成の申請を受けた都道府県等において、他
の都道府県等での指定状況を確認する手間が増えるほか、ある県
において指定や指定の取消等が行われた場合に、他の都道府県等
が当該処分を認識し、確実に必要な処分を行うことができなくなる可
能性があるといった課題も懸念される。
これらを踏まえ、ご提案については、一元化した場合の利点や課題
について、患者団体・医療関係者・自治体関係者等の意見を聴きな
がら、指定申請先を一元化するよう見直しを行う方向で検討すること
とする。

まず、「指定申請先を一元化するよう見直しを行う方向で検討する」と提
案の実現・対応に前向きな御回答をいただいたことに対して、感謝申し
上げる。
複数の医療機関で勤務する指定医師や指定医の申請を受け付ける都
道府県等の負担が軽減される一方で、他県等の指定や処分の状況を把
握する手間が増える可能性はあると考えている。
この点については、全国の指定医師の情報を取りまとめ、ホームページ
で一元的に公開するなどの対応を行うことができれば、状況把握の手間
は少ないと考えている。
※全国の難病法の指定医情報は「難病情報センター」のホームページ
で公開している。
指定医の負担軽減や行政の効率化の観点から、提案の早期の実現・対
応をお願いしたい。
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看護師等の資格管理情報のデジタル化が実現しても、業務従事者届に
関する一律のオンライン化が実現しなければ、看護師等は従来どおり紙
で提出せざるを得ず、届出をする当事者や関係機関への負担軽減、そ
れに伴う医療従事者勤務環境の改善、患者へのサービスの向上には繋
がらないと考える。
そのため、業務従事者届のオンライン化の検討・実施に関する具体的な
計画を策定・開示していただきたい。
また、業務従事者届のオンライン化に伴い、都道府県における事務の省
力化について御検討いただけるとのことだが、具体的な方法として、オ
ンライン化により取得されたデータから、衛生行政報告例の報告様式に
データ移送が可能となる仕組みの構築により、求める措置の記載のとお
り、都道府県における集計作業を廃止いただきたい。
（同じく当県から提出している調理師業務従事者届制度に関する提案に
ついては、貴省からの第一次回答で、オンライン化により取得された
データから衛生行政報告例の報告様式にデータ移送が可能となる仕組
み等を検討する旨を御回答いただいており、同様の措置を求めるもので
ある。）
なお、「看護師等の資格管理情報デジタル化については、（中略）2024
年度（令和６年度）にデジタル化を開始する」こととされているが、令和４
年度に実施される業務従事者届の提出及び衛生行政報告例における
届出の提出・集計・報告に関しては資格情報管理システムの構築に先
んじてオンライン化が実現できるよう検討していただきたい。
具体的には各資格での免許番号に基づいてオンラインでの届出提出を
求めることで、管理システム構築後に、各届出者の情報統合が比較的
容易にできると思料する。
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保健師助産師看護師法、歯
科衛生士法、歯科技工士法
に基づく業務従事者届を全国
一律でオンライン化し、都道
府県における「業務従事者
届」の配布・回収・内容確認に
係る作業を軽減すること。
また、衛生行政報告例にあわ
せた集計作業を廃止するこ
と。

【現行制度】
偶数年の12月31日現在、就業している保健師・助産師・
看護師・准看護師・歯科衛生士・歯科技工士は、保健師
助産師看護師法・歯科衛生士法及び歯科技工士法各
法の施行規則で定められた「業務従事者届」を、都道府
県知事に対して、提出しなければならない。
「業務従事者届」を受理した都道府県は、国からの統計
法に基づく依頼に応じて、その内容を衛生行政報告例と
して定められた様式にあわせて集計して、国へ提出する
必要がある。
【支障事例】
限られた人員及び提出期限の中で、約10万件もの「業
務従事者届」の印刷・配布、また、約76,000件の同届出
の回収及び内容確認（対象者への電話連絡等）、集計
作業を実施しなければならず、担当課及び保健所の事
務負担が非常に大きい。
また、人の手で内容確認及び集計作業を実施するた
め、ヒューマンエラーが生じ、統計調査の正確性が損な
われるおそれもある。
【制度改正の必要性】
令和３年１月に厚労省にて公表された「社会保障に係る
資格におけるマイナンバー制度の利活用に関する検討
会」報告書において、マイナンバー制度を利活用した資
格管理簿と就業届（業務従事者届）等の情報の突合に
よる人材活用の手法について検討されている。その中
で、現状、就業状況（業務従事者届）等の届出先は現行
制度通り都道府県とし、国と都道府県が共通のサー
バーを通して情報の共有化を図ることを想定されている
が、届出情報のデジタル化等今後の在り方については
別途検討とされており、当県が求める措置について具体
的に明示されていないため、改めて求めるものである。

現在実施している「業務従事者届」の印刷及び配
布、回収、集計作業等に係る事務の軽減・効率化が
期待される。
また、対象者が就労している場合には、各保健所が
届出内容を確認したくとも、対象者の勤務時間の都
合等、時間の制約が生じていたが、本提案が実現
することでそれらの時間制約がなくなることも期待さ
れる。
また、届出対象者においても届出の作成が容易に
なり、かつ返送等の負担軽減に繋がることが期待さ
れる。

保健師助産師看護
師法第33条及び同
法施行規則第33
条、歯科衛生士法
第６条及び同法施
行規則第９条、歯科
技工士法第６条及
び同法施行規則第
５条　など

厚生
労働
省

児童福祉法第19条
の３、59条の４
児童福祉法施行規
則第７条の11、第７
条の17
小児慢性特定疾病
指定医の指定につ
いて（平成26年12月
11日付雇児母発
1211第２号）
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茨城県、
柏市、相
模原市、
長野県、
豊田市、
岡山県、
倉敷市、
長崎県、
沖縄県

○近日中に意見書を作成する予定の医師が、当県での指定を受けていないことが分かった。当該医師は、他都道府県で指定を受
けていたため、当県での申請は不要と考えていたと思われる。医師の勤務する医療機関へ事情を説明し、取り急ぎ申請・指定の事
務を行った。
○提案どおりに実現してよい。
〇前段については、難病制度において、既に実施しており問題はない。
○現状では指定医であるかを確認するために、医療機関のある所在地の自治体のホームページを閲覧して調べていたため、左記
にあるような効果は十分に期待できると考える。
○申請先が複数あるために、医師や医療機関が申請先や書類の記載を誤る事例があり、修正の手間や負担が生じている。
○医師が県と当市に対し、使用する様式や申請先を誤る事例が発生している。
○当市においても、指定医の指定を受ける際に、当市以外の医療機関への勤務先変更届を提出される場合等があり、県への申請
をご案内するが、手続きの煩雑さや、申請のやり直しによる届け出の遅れが生じていると懸念される。



見解
補足
資料

措置方法
（検討状況）

実施（予定）
時期

これまでの措置（検討）状況 今後の予定

対応方針の措置（検討）状況各府省からの第１次回答を踏まえた追加提案団体からの見解

全国知事会・全国市長会・全国町村会からの意見 提案募集検討専門部会からの主な再検討の視点（重点事項） 各府省からの第２次回答
令和３年の地方からの提案等に関する対応方針（令和３年12月21日閣議決定）記載内容

※提案提出年以降の対応方針に記載があるものは当該対応方針の記載内容を
＜当該対応方針決定年＞として併記

― 【全国知事会】
提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検討を
求める。

○患者団体、医療関係者、地方公共団体関係者
の意見を確認した上で、指定申請先を一元化する
方向で見直しを行っていただきたい。
○本年度末までに結論を得ることを前提に、上述
の実態調査を含め、検討を進めていただきたい。

一元化の是非について、患者団体・医療関係者・自治体関係
者等の意見を聴きながら、指定申請先を一元化するよう見直
しを行う方向で検討することとする。
その際、一元化した場合の指定医の確認方法に関する運用
上の工夫も含めて対応を検討する。

５【厚生労働省】
（２）児童福祉法（昭22法164）
（ⅵ）小児慢性特定疾病の指定医の指定の申請（施行規則７条の10第１項）に
ついては、都道府県等並びに指定医の負担軽減を図るため、令和３年度中に
省令及び「小児慢性特定疾病指定医の指定について」（平26厚生労働省雇用
均等・児童家庭局母子保健課長）を改正し、診断を行う医療機関のある一の
都道府県知事、指定都市の市長、中核市の市長又は児童相談所設置市の長
にのみ申請を行うこととし、その旨を都道府県等及び関係機関に周知する。

省令・通知 省令施行日：令和４年４月１
日
通知発出日：令和４年３月１
７日

小児慢性特定疾病の指定医の指定の申請（施行規
則７条の10第１項）については、民法の一部を改正す
る法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等
に関する省令（令和３年厚生労働省令第201号）によ
り診断を行う医療機関のある一の都道府県知事、指
定都市の市長、中核市の市長又は児童相談所設置
市の長にのみ申請を行うこととする改正を行う、（令
和３年12月27日公布、令和４年４月１日施行）ととも
に、令和４年３月17日付けで「小児慢性特定疾病指
定医の指定について」（平26厚生労働省雇用均等・児
童家庭局母子保健課長）の改正通知を発出した。

令和４年度よりオンラインに
よる届出・調査を実施予定。
オンラインによる届出の実
施に伴い、都道府県が取得
した情報を衛生行政報告例
の報告様式に移送する仕組
みについて、令和４年衛生
行政報告例（提出期限：令
和５年２月末日）の報告から
運用を開始した。

保健師等の届出については、オンラインによる届出を
可能とすること、および都道府県が取得した情報を衛
生行政報告例の報告様式に移送する仕組みを構築
することとした。オンラインによる届出については、令
和４年12月から運用を開始した。
都道府県が取得した情報を衛生行政報告例の報告
様式に移送する仕組みについては、令和４年衛生行
政報告例（提出期限：令和５年２月末日）の報告から
運用を開始した。

― 【全国知事会】
提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検討を
求める。

看護師等の資格管理情報デジタル化の検討状況も踏まえ、
可能なものから業務従事者届のオンライン化やデジタル化を
することや、それに伴う都道府県における事務の省力化につ
いて検討してまいりたい。
衛生行政報告例については、業務従事者届のオンライン化
やデジタル化を実施することとなった場合は、オンライン化や
デジタル化により取得されたデータから衛生行政報告例の報
告様式にデータ移送が可能となる仕組み等を検討してまいり
たい。
なお、看護師等の資格管理情報デジタル化については、令
和２年12月25日に閣議決定された「デジタル・ガバメント実行
計画」においても、「各省庁が所管する各種免許・国家資格
等の管理は、必ずしもデジタル化が進んでおらず、資格者の
各種届出等が徹底されていない場合もある」ことや、「資格者
の資格証明、行政機関等の資格確認の負担も少なくない」こ
とから、「2023年度（令和５年度）までに、共同利用できる資
格管理システムの開発・構築を行い、2024年度（令和６年度）
にデジタル化を開始する」こととされており、これによって、
「正確な資格情報の管理が可能になり、人材確保策等の施
策も実施できるようになる」とされている。

＜令３＞
５【厚生労働省】
（16）保健師助産師看護師法（昭23法203）、歯科衛生士法（昭23法204）及び
歯科技工士法（昭30法168）
保健師助産師看護師法（33条）、歯科衛生士法（６条３項）及び歯科技工士法
（６条３項）に基づく届出については、オンラインによる届出を可能とするととも
に、オンラインによる届出により都道府県が取得した情報を衛生行政報告例
の報告様式に移送する仕組みを構築することについて検討し、令和３年度中
に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

＜令４＞
５【厚生労働省】
（16）保健師助産師看護師法（昭23法203）、歯科衛生士法（昭23法204）及び
歯科技工士法（昭30法168）
保健師助産師看護師法（33条）、歯科衛生士法（６条３項）及び歯科技工士法
（６条３項）に基づく届出については、オンラインによる届出を可能とするととも
に、当該届出により都道府県が取得した情報を衛生行政報告例の報告様式
に移送する仕組みを構築し、令和４年度中に運用を開始する。

システム構築



区分 分野 団体名 支障事例 見解
補足
資料

根拠法令等
制度の
所管・関
係府省

団体名 その他（特記事項）

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞

各府省からの第１次回答
管理
番号

提案区分

提案事項名 求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）

各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの見解

186 B　地
方に
対する
規制
緩和

03_医
療・福
祉

要介護・
要支援認
定有効期
間の新規
申請及び
区分変更
申請にお
ける期間
の見直し

高齢者人口の増加に伴う要
介護認定申請件数の増加に
対応するため、要介護・要支
援認定有効期間について、新
規申請及び区分変更申請に
おける期間を原則12か月とす
るとともに、上限を24か月に
延長することを求める。

高齢者人口の増加に伴い認定申請件数が増加してお
り、認定調査員、主治医、介護認定審査会委員等の関
係者の負担が増加している。令和３年の制度改正によ
り、更新申請における認定有効期間の上限が48か月ま
で延長されたものの、新規及び区分変更申請について
は、原則６か月、上限12か月に据え置かれている。
令和４年度の申請件数は、18％（令和元年度比）増加す
ることが見込まれ、（過去の実績から）申請日から処分
まで30日以内とする基準に対し、平成29年度の実績値
である58.76日程度要する可能性があり、市民生活への
影響が懸念される。

新規申請及び区分変更申請の認定有効期間を延
長することにより、要介護認定に必要な調査や主治
医意見書等の作成数が減少し、事務の効率化に資
するほか、審査会委員の負担軽減を図ることができ
る。

介護保険法第27条
４項、同法32条３
項、介護保険法施
行規則第38条、同
規則52条、平成29
年12月20日付厚生
労働省老健局老人
保健課長事務連絡

厚生
労働
省

さいた
ま市、
川越
市、
野々
市市、
指定
都市
市長
会

陸前高田
市、山形
市、前橋
市、朝霞
市、八王
子市、三
鷹市、横
浜市、高
山市、関
市、寝屋
川市、羽
曳野市、
生駒市、
広島市、
府中町、
松山市、
宇和島
市、大村
市、荒尾
市、宮崎
市、枕崎
市、南さ
つま市、
南九州市

○高齢者人口の増加に伴う要介護認定申請者数の増加は当市も例外ではなく、認定調査員、主治医、介護認定審査会委員等へ
の負担は年々増していることから、新規申請及び区分変更申請における期間及びその上限を延長する制度改正を求め、負担軽減
を図りたい。
○認定申請件数が年々増加していく中で、新型コロナウイルス感染症に係る臨時的な対応（期間延長12ヶ月）の件数も含めると、
令和４年度の申請件数はこれまでの想定以上の増加が予測される。新規及び区分変更申請における有効期間については、審査
会委員からも、期間及び上限の延長を求める意見が多数ある。また、調査や主治医意見書等の作成数も減少することから、事務の
効率化と審査会委員の負担軽減にも繋がる。

要介護認定は、要介護者等に必要なサービスを適切に提供するに
当たっての前提となるものであり、要介護・要支援認定の有効期間
に係る検討は、要介護者等のサービス利用に影響が生じないよう、
データに基づき行うことが必要であると考えている。
業務簡素化の観点から、要介護度の変化の状況等に関するデータ
に基づき、要介護・要支援更新認定の有効期間についてはこれまで
も見直しを行っており、令和３年度からは、認定審査会が判定した被
保険者の要介護・要支援状態区分が、当該被保険者が現に受けて
いる要介護・要支援認定に係る要介護・要支援状態区分と同一であ
る場合等には、その有効期間の上限を36か月から48か月に延長し
た。一方、新規・区分変更申請の有効期間については、新規・区分
変更申請を受けた者について、要介護度等の変更があった者が６か
月後では約２割であったのに対し、12か月後には約６割であったとい
うデータに基づき見直しを行っていない。
以上を踏まえると、新規・区分変更申請の有効期間の延長について
は慎重に対応する必要があると考えているが、令和３年度の見直し
後の状況や新規申請・区分変更申請に係るデータを改めて把握する
こととしたい。

更新申請者について、直前の要介護度と36か月経過後の要介護度が
異なる方と、直前の要介護度と48か月経過後の要介護度が同じ方の割
合がいずれも３割強とほぼ同じであることを根拠に、令和３年度に期間
延長したと理解しています。第１次回答では新規・区分変更申請者につ
いて、12か月後に要介護度の変更があった者が約６割というデータに基
づくとありますが、それは約４割の者は変更していないことも表します。
また、新規・区分変更申請者の約３割強が24か月経過時点で要介護度
の変更がないとのデータが明示されています。このような状況からも、更
新申請と同様に新規・区分変更申請の有効期間も延長することが妥当
と考えます。
当市の審査件数の将来推計は令和３年度の期間延長の見直しを加味し
ても、介護認定審査会の処理可能件数を超過しています。この状況で
は申請者がサービスの利用を控える場合や、認定を受けるまで暫定的
にサービスを利用し、認定結果によっては10割の自己負担が発生する
場合があります。多くの自治体が同じ状況と推察されるため、新規・区分
変更申請に係るデータの把握とあわせて、早急に対応をお願いします。
重度化、軽度化に関わらず、要介護者の状態に変化があれば、ケアマ
ネージャーが要介護者に対して区分変更申請の制度を説明し、必要に
応じて区分変更申請ができます。申請から処分までの法定日数30日を
全国平均が上回っている現状は制度設計が超高齢社会に追いついて
いないためと考えられ、その現状を踏まえ、認定有効期間の延長による
影響だけではなく、延長しないことにより申請から処分までの日数を要
することの影響を考慮し、迅速な対応を求めます。

176 B　地
方に
対する
規制
緩和

03_医
療・福
祉

保健師等
の業務従
事状況に
係る届出
の見直し

現在、業務従事者届の様式(第三号様式)で届出された情報を抽出し、
集計する作業を委託で実施している。
現状、本人や就業先が電子媒体で届出を行うことが可能であるとのこと
だが、現様式では集計作業にあたって県で再入力せざるを得ず、デジタ
ル化の推進に向けて、県及び就業先が簡易にデータ取り込みできる様
式及び集計システムを構築していただきたい。
それができるまでの間は、県や就業先において集約しやすいよう、必要
な情報に絞った独自様式を使用することを可能にしていただきたい。

○業務従事者届の印刷、回収、提出の催促等、本業務で必要とされる事務について、調査票（業務従事者届）の印刷数は100,000
枚におよび、配布先は約7,500件、回収枚数は約37,000枚にのぼることから、業者への委託を行うことにより事務の負担軽減を図っ
ているものの、業者への多額の委託経費が調査の都度発生するとともに、取りまとめ後の内容確認作業や衛生行政報告例の報告
事務等、人員が限られている中で依然として職員の負担は大きい。届出情報を全国一律によるオンライン化することにより、調査票
（業務従事者届）の配布や回収、集計作業等の事務の負担やコスト削減につながることはもとより、提出者である就業者本人及び
取りまとめを行う就業先の負担も大きく軽減される。また、オンライン化により提出が容易になることから、未提出者の減少が想定さ
れ、より精度の高い結果が期待でき、効果的な施策につなげることができるため、制度改正を強く求める。
○当保健所では、約600施設への届出票の配布業務及び、約3,000件の届出内容の確認、集計作業を担当者１～２名で行ってお
り、事務負担が非常に大きい。紙による届出のため、記載漏れ等が頻出しており、電子化することにより、担当者の記載確認の時
間短縮が期待される。また、紙で提出された届出項目を担当者が手入力し集計を行うため、作業が煩雑であることに加え、入力ミス
等統計業務の正確性を損なう恐れがある。
○当市では業務従事者届のデータ入力は委託をしているが、不備があった場合（必要事項の記入漏れ、記載欄誤り）、は保健所か
ら問合せをしており、人員と時間が限られる中、確認作業にかかる事務負担が非常に大きかった。業務従事者届の電子化が実現さ
れれば、届出対象者の記入漏れを防ぐことができ、保健所においても集計時の事務作業が非常に軽減されることが期待されるた
め、届出の見直しを要望する。
○当市においても、調査対象者数が多く、調査票の発送及び回答後の確認作業等の事務負担が非常に大きい。（歯科衛生士、歯
科技工士、保健師助産師看護師の従事者届出数　発送2,637施設　回答7,158件）
○非正規職員にも調査票を配布しているが、ダブルワークの方は他の職場に提出する場合もあるため、個別に確認が必要になる。
職場内で確実に回収するのに時間がかかる。調査票への自筆回答では、回答漏れなどが想定されるが、個人情報のため、職場内
では確認を行っていない。正確な調査ができているのか、疑問に感じる。資格についての回答は、通常変更が少ないため、毎回同
じ回答を記入している。簡略化・登録化を希望したい。マイナンバー制度を活用したオンライン回答の導入を望む。
○大量の紙媒体であるため、記載内容の確認作業等処理作業に相当の労力を要するのみならず、その後の保管や処分にも労力
を要する。集計及び確認作業等が行える業者が限られることから、集計作業に限定して委託をしており、記入誤り等の確認作業は
市及び県で行っている。そのため、確認作業による市及び県の負担はあまり変わっていない。
○業務従事者届については、保健師・助産師・看護師（准看護士を含む。）の他に歯科衛生士・歯科技工士の取りまとめ、同時時期
に三師調査として医師・歯科医師・薬剤師の調査の取りまとめも行っており、通常業務と並行して行っているため、負担の軽減が必
要と考えている。

保健師等の業務従事状況に
係る届出について、
①本人からではなく就業先か
らの届出を可能とすること
②電子での届出も可能とする
こと。

現状、本届出については本人⇒就業先⇒市町⇒県の流
れで取りまとめ、最終的には県が確認・集計作業を行っ
ている。
様式が厚生労働省令で定められているため、上記の作
業はすべて紙書類により行われており、特に県における
確認・集計作業については職員のみでは対応が困難で
あるため、業務委託を行っている。
＜参考＞
　調査対象数：約45,000人／２年
　業務委託料：約1,000千円／２年

本人及び医療機関における作業負担の軽減。様式
の電子化による市町及び県における確認作業の負
担軽減。併せて、県における確認・集計作業の業務
委託の廃止。

保健師助産師看護
師法第33条、保健
師助産師看護師法
施行規則第３号様
式

厚生
労働
省

広島
県、中
国地
方知
事会、
宮城
県、広
島市

岩手県、
茨城県、
前橋市、
茅ヶ崎
市、山梨
県、長野
県、広島
市、松山
市、高知
県、福岡
県、熊本
市、宮崎
県、鹿児
島県

看護師等の資格管理情報デジタル化の検討状況も踏まえ、可能なも
のから業務従事者届のオンライン化やデジタル化をすることや、それ
に伴う都道府県における事務の省力化について検討してまいりた
い。
また、保健師助産師看護師法（昭和23年法律第203号）第33条に規
定される業務従事者の届出については、現行制度下で
・就業先で取りまとめの上、届出を行うこと
・電子媒体で届出を行うこと
のいずれも可能であり、これらは実際に行われているものと承知して
いる。
なお、看護師等の資格管理情報デジタル化については、令和２年12
月25日に閣議決定された「デジタル・ガバメント実行計画」において
も、「各省庁が所管する各種免許・国家資格等の管理は、必ずしもデ
ジタル化が進んでおらず、資格者の各種届出等が徹底されていない
場合もある」ことや、「資格者の資格証明、行政機関等の資格確認の
負担も少なくない」ことから、「2023年度（令和５年度）までに、共同利
用できる資格管理システムの開発・構築を行い、2024年度（令和６年
度）にデジタル化を開始する」こととされており、これによって、「正確
な資格情報の管理が可能になり、人材確保策等の施策も実施できる
ようになる」とされている。



見解
補足
資料

措置方法
（検討状況）

実施（予定）
時期

これまでの措置（検討）状況 今後の予定

対応方針の措置（検討）状況各府省からの第１次回答を踏まえた追加提案団体からの見解

全国知事会・全国市長会・全国町村会からの意見 提案募集検討専門部会からの主な再検討の視点（重点事項） 各府省からの第２次回答
令和３年の地方からの提案等に関する対応方針（令和３年12月21日閣議決定）記載内容

※提案提出年以降の対応方針に記載があるものは当該対応方針の記載内容を
＜当該対応方針決定年＞として併記

― 【全国町村会】
提案団体の意向及び関係府省の回答を踏まえ適
切な対応を求める。

〇令和３年度の要介護更新認定の有効期間につ
いて、直前の要介護度と異なる者の36ヶ月経過時
点（認定期間の上限）と、直前の要介護度と同じ者
の48ヶ月経過時点の割合が約３割と同一であった
というデータを踏まえ、48か月に延長したと思われ
る。ここで、新規・区分変更認定を受けた者のうち、
24か月経過後に要介護度の変更がなかった者は
約３割であったというデータが厚労省ＨＰにて示さ
れているが、このデータに基づけば、新規・区分変
更認定の有効期間についても、更新認定と同様に
延長できるのではないか。
〇１次ヒアリングにおいて、介護認定審査会の簡素
化の具体的な運用状況について実態調査を行い、
市区町村の負担軽減策を検討していくとの説明が
あったが、今後の高齢化の進展により、ますます介
護需要が高まることが想定されるため、行政や被
保険者の負担軽減等の観点から、具体の改善策
を早急に検討すべきではないか。

要介護・要支援更新認定の有効期間の上限の見直しについ
ては、これまでもデータに基づき検討を行ってきており、令和
３年度の要介護・要支援更新認定の有効期間延長について
は、さらなる業務負担軽減のため、何らかの形で有効期間を
拡大できないか検討し、「要介護度が直前の要介護度と異な
る者」と「要介護度が直前の要介護度と同じ者」に分け、両者
の割合の均衡に着目することで、後者についてその有効期
間の上限を48か月に拡大することとしたものである。
新規・区分変更認定を受けた者については、一定期間後に
要介護度が変化した者のうち軽度化する割合も更新認定を
受けた者と比較して高いこと等も踏まえ、介護が必要な方に
必要なサービスを適切に提供する観点から、新規・区分変更
申請の有効期間の延長については慎重に対応する必要があ
ると考えているが、令和３年度の見直し後の状況や新規申
請・区分変更申請に係るデータを改めて把握した上で、令和
４年度中に検討する。

５【厚生労働省】
（45）介護保険法（平９法123）
（ⅺ）新規認定及び区分変更認定に係る要介護認定有効期間（施行規則38
条）及び要支援認定有効期間（施行規則52条）の延長については、社会保障
審議会の意見を聴いた上で検討し、令和４年度中に結論を得る。その結果に
基づいて必要な措置を講ずる。

社会保障審議会での議論を
経た上で検討し、新規・区分
変更申請の有効期間延長
は困難。

令和4年12月20日 ○令和４年９月26日の社会保障審議会介護保険部
会において検討を開始し、本件について議論を経た
上で、同年12月20日付けで「介護保険制度の見直し
に関する意見」（社会保障審議会介護保険部会）が取
りまとめられた。
○この意見書において、
「・要介護認定は、保険者がその責任と権限に基づ
き、被保険者に介護が必要な状態にあるかどうかを
確認する行為であり、認定された要介護度に応じてケ
アプランの作成・サービスの提供が行われることから
も、介護保険制度の根幹であること
・更新申請と比較して、認定から12か月経過後に、軽
度化している者の割合が多いこと
を踏まえ慎重に考える必要がある。」
とされたことを踏まえれば、新規・区分変更申請の有
効期間延長は困難。

― 【全国知事会】
提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検討を
求める。

看護師等の資格管理情報デジタル化の検討状況も踏まえ、
可能なものから業務従事者届のオンライン化やデジタル化を
することや、それに伴う都道府県における事務の省力化につ
いて検討してまいりたい。
衛生行政報告例については、業務従事者届のオンライン化
やデジタル化を実施することとなった場合は、オンライン化や
デジタル化により取得されたデータから衛生行政報告例の報
告様式にデータ移送が可能となる仕組み等を検討してまいり
たい。
また、保健師助産師看護師法（昭和23年法律第203号）第33
条に規定される業務従事者の届出については、現行制度下
で
・就業先で取りまとめの上、届出を行うこと
・電子媒体で届出を行うこと
のいずれも可能であり、これらは実際に行われているものと
承知している。
なお、看護師等の資格管理情報デジタル化については、令
和２年12月25日に閣議決定された「デジタル・ガバメント実行
計画」においても、「各省庁が所管する各種免許・国家資格
等の管理は、必ずしもデジタル化が進んでおらず、資格者の
各種届出等が徹底されていない場合もある」ことや、「資格者
の資格証明、行政機関等の資格確認の負担も少なくない」こ
とから、「2023年度（令和５年度）までに、共同利用できる資
格管理システムの開発・構築を行い、2024年度（令和６年度）
にデジタル化を開始する」こととされており、これによって、
「正確な資格情報の管理が可能になり、人材確保策等の施
策も実施できるようになる」とされている。

＜令３＞
５【厚生労働省】
（16）保健師助産師看護師法（昭23法203）、歯科衛生士法（昭23法204）及び
歯科技工士法（昭30法168）
保健師助産師看護師法（33条）、歯科衛生士法（６条３項）及び歯科技工士法
（６条３項）に基づく届出については、オンラインによる届出を可能とするととも
に、オンラインによる届出により都道府県が取得した情報を衛生行政報告例
の報告様式に移送する仕組みを構築することについて検討し、令和３年度中
に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

＜令４＞
５【厚生労働省】
（16）保健師助産師看護師法（昭23法203）、歯科衛生士法（昭23法204）及び
歯科技工士法（昭30法168）
保健師助産師看護師法（33条）、歯科衛生士法（６条３項）及び歯科技工士法
（６条３項）に基づく届出については、オンラインによる届出を可能とするととも
に、当該届出により都道府県が取得した情報を衛生行政報告例の報告様式
に移送する仕組みを構築し、令和４年度中に運用を開始する。

システム構築 令和４年度よりオンラインに
よる届出・調査を実施予定。
オンラインによる届出の実
施に伴い、都道府県が取得
した情報を衛生行政報告例
の報告様式に移送する仕組
みについて、令和４年衛生
行政報告例（提出期限：令
和５年２月末日）の報告から
運用を開始した。

保健師等の届出については、オンラインによる届出を
可能とすること、および都道府県が取得した情報を衛
生行政報告例の報告様式に移送する仕組みを構築
することとした。オンラインによる届出については、令
和４年12月から運用を開始した。
都道府県が取得した情報を衛生行政報告例の報告
様式に移送する仕組みについては、令和４年衛生行
政報告例（提出期限：令和５年２月末日）の報告から
運用を開始した。



区分 分野 団体名 支障事例 見解
補足
資料

根拠法令等
制度の
所管・関
係府省

団体名 その他（特記事項）

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞

各府省からの第１次回答
管理
番号

提案区分

提案事項名 求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）

各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの見解

187 B　地
方に
対する
規制
緩和

03_医
療・福
祉

介護認定
審査会を
簡素化し
て実施す
る場合に
おける通
知の省略

介護認定審査会を簡素化し
て実施する場合に、事前に審
査会から包括的同意を得るこ
とにより、審査会への通知を
省略できるよう制度改正を行
うこと。

平成30年度から導入された介護認定審査会の簡素化
は、介護認定審査会委員及び市町村の事務負担軽減
に一定の効果があるが、後期高齢者人口の増加に伴い
申請件数が増加していることから、さらに簡素化の効果
を上げ、審査会委員及び市町村の負担軽減をすること
は急務である。
審査会への通知を省略できない状況では、審査会にお
いて対象者リストを確認し審査判定とする等の取扱いが
求められているが、個別の案件を審査しているものでは
なく、形式上の取扱い手順となっている。これは制度改
正することなく運用で対処しようとした結果であると考え
られるため、実態に即した制度改正が必要である。
審査会の簡素化を、審査会にかけずに審査判定するこ
とを可能にすることにより、申請から結果を通知するまで
の所要日数の削減が可能となり、審査会委員及び市町
村の事務負担が軽減できる。

審査会にかけずに一次判定結果を審査判定結果と
することにより、一次判定から審査会までの期間が
不要となり要介護認定に係る日数の短縮に繋がる。
また、形式上の取扱いがなくなることにより審査会
委員の負担軽減を図ることができる。市町村におい
ても、資料作成の手間が省け、事務の負担軽減に
繋がる。

介護保険法第27条
４項、同法32条３
項、介護保険法施
行規則第38条、同
規則52条、平成21
年老発0930第６号
厚生労働省老健局
長通知（別添５）、平
成30年２月14日付
厚生労働省老健局
老人保健課長事務
連絡（Ａ１、Ａ５）

厚生
労働
省

さいた
ま市

山形市、
ひたちな
か市、前
橋市、江
戸川区、
八王子
市、三鷹
市、横浜
市、相模
原市、関
市、寝屋
川市、広
島市、府
中町、下
関市、久
留米市、
宮崎市、
枕崎市、
南さつま
市、南九
州市

○審査会に一覧表を送付することにより、資料作成の手間がかかり、さらに、委員からの問い合わせに対応するために資料を読み
込む必要があり、結果として事務の負担軽減には至っていない現状がある。
また、委員からも一覧表のみでどう審査するのか、といった声もあり、形式上のみで審査会に諮ることへの不安もある。
当区では、令和元年～２年度にかけて、資料を省略しない形での簡素化審査を行ってきたが、その一括承認率は99％に達してお
り、国が示す簡素化６要件での対象者抽出の正確性は検証されている。
このことから、簡素化対象として抽出された被保険者については、審査会に諮らず、審査判定を行えるようにすることは、申請から
結果通知を発送するまでの所要日数の削減が可能となる。
○当市は平成30年２月より介護認定審査会の簡素化を導入しており、介護認定審査会委員の負担軽減に一定の効果がみられて
いる。しかし、審査会当日に審査会資料を配布し、個別に案件を審査するが形式審査とはなっていることも否めず、反面一次判定
の変更がないにもかかわらず、通常の審査より時間を要する場合もある。
審査会の簡素化を審査会にかけずに審査判定するとともに、有効期間は国が一律に設定することにより、審査会委員及び市町村
事務局の負担が軽減され、かつ申請から結果を通知するまでの所要日数の短縮が可能となる。高齢者人口の増加に伴い申請件
数が年々増加していることから、簡素化の更なる効率化を図り、審査会委員及び市町村事務局の負担軽減をすることが必要である
と考える。
○当市では、簡素化対象の案件でも審査会委員が事前確認することになっているが、資料作成等のため、事務局職員の負担が大
きい状況である。

介護認定審査会は、要介護者等の保健、医療又は福祉に関する学
識経験を有する者から構成され、委員による総合的な判断の下、認
知症等の状況など個別の事情等も勘案し、一次判定の結果の修正
を含めて、要介護度等について最終的に判定する主体であり、介護
保険法に基づき、市町村は介護認定審査会の審査及び判定の結果
に基づき要介護認定等を行うこととしていることから、介護認定審査
会自体を省略することは困難である。

現状の簡素化の取扱いでは、第１次回答にあるような個別の事情等を
勘案した判定は行っていないものの、これまでの実績から簡素化条件
の正確性は担保されています。
介護認定審査会への通知の省略は困難とのことですが、簡素化対象案
件は、一次判定結果をもって須く認定されるという規定を審査会が自ら
定めることで、簡素化の対象となるような申請があった際、都度、審査会
を開催するのではなく、簡素化対象案件であることを以て、審査会の審
査を行ったこととする運用を認めていただくことを本提案では求めていま
す。本運用は、審査会が認定に際しての審査・判定を行うという制度趣
旨を逸脱するものではないと考えます。
また、令和元年度老人保健事業推進費等補助金 老人保健健康増進等
事業「要介護認定業務の実施方法に関する調査研究事業報告書」にお
ける市町村アンケートで「一層の業務簡素化が必要な点」の設問で最も
回答が多かったものが「現行の簡素化を、正式に審査会を省略できる法
改正をしつつ、対象者の要件を更に拡大する」（46.4%）」であったことから
も、多くの自治体で認定事務の簡素化を望んでいると考えます。
今後ますます進展していく超高齢社会では、統計等の手法を用いて負
担軽減を図らなければ、いずれ限界が訪れるものと考えます。申請から
処分までの法定日数である30日を全国平均が上回っている現状を打破
すべく、本提案をはじめ簡素化対象者のさらなる拡大等の要介護認定
事務の負担軽減に繋がる措置の実施を早急に求めます。

指定
都市
市長
会、川
越市、
野々
市市、
さいた
ま市

陸前高田
市、山形
市、前橋
市、朝霞
市、八王
子市、三
鷹市、高
山市、寝
屋川市、
羽曳野
市、広島
市、府中
町、松山
市、宇和
島市、久
留米市、
大村市、
荒尾市、
宮崎市、
枕崎市、
南さつま
市、南九
州市

○高齢者人口の増加に伴う要介護認定申請者数の増加は当市も例外ではなく、認定調査員、主治医、介護認定審査会委員等へ
の負担は年々増していることから、新規申請及び区分変更申請における期間及びその上限を延長する制度改正を求め、負担軽減
を図りたい。
○認定申請件数が年々増加していく中で、新型コロナウイルス感染症に係る臨時的な対応（期間延長12ヶ月）の件数も含めると、
令和４年度の申請件数はこれまでの想定以上の増加が予測される。新規及び区分変更申請における有効期間については、審査
会委員からも、期間及び上限の延長を求める意見が多数ある。また、調査や主治医意見書等の作成数も減少することから、事務の
効率化と審査会委員の負担軽減にも繋がる。

要介護認定は、要介護者等に必要なサービスを適切に提供するに
当たっての前提となるものであり、要介護・要支援認定の有効期間
に係る検討は、要介護者等のサービス利用に影響が生じないよう、
データに基づき行うことが必要であると考えている。
業務簡素化の観点から、要介護度の変化の状況等に関するデータ
に基づき、要介護・要支援更新認定の有効期間についてはこれまで
も見直しを行っており、令和３年度からは、認定審査会が判定した被
保険者の要介護・要支援状態区分が、当該被保険者が現に受けて
いる要介護・要支援認定に係る要介護・要支援状態区分と同一であ
る場合等には、その有効期間の上限を36か月から48か月に延長し
た。一方、新規・区分変更申請の有効期間については、新規・区分
変更申請を受けた者について、要介護度等の変更があった者が６か
月後では約２割であったのに対し、12か月後には約６割であったとい
うデータに基づき見直しを行っていない。
以上を踏まえると、新規・区分変更申請の有効期間の延長について
は慎重に対応する必要があると考えているが、令和３年度の見直し
後の状況や新規申請・区分変更申請に係るデータを改めて把握する
こととしたい。

更新申請者について、直前の要介護度と36か月経過後の要介護度が
異なる方と、直前の要介護度と48か月経過後の要介護度が同じ方の割
合がいずれも３割強とほぼ同じであることを根拠に、令和３年度に期間
延長したと理解しています。第１次回答では新規・区分変更申請者につ
いて、12か月後に要介護度の変更があった者が約６割というデータに基
づくとありますが、それは約４割の者は変更していないことも表します。
また、新規・区分変更申請者の約３割強が24か月経過時点で要介護度
の変更がないとのデータが明示されています。このような状況からも、更
新申請と同様に新規・区分変更申請の有効期間も延長することが妥当
と考えます。
当市の審査件数の将来推計は令和３年度の期間延長の見直しを加味し
ても、介護認定審査会の処理可能件数を超過しています。この状況で
は申請者がサービスの利用を控える場合や、認定を受けるまで暫定的
にサービスを利用し、認定結果によっては10割の自己負担が発生する
場合があります。多くの自治体が同じ状況と推察されるため、新規・区分
変更申請に係るデータの把握とあわせて、早急に対応をお願いします。
重度化、軽度化に関わらず、要介護者の状態に変化があれば、ケアマ
ネージャーが要介護者に対して区分変更申請の制度を説明し、必要に
応じて区分変更申請ができます。申請から処分までの法定日数30日を
全国平均が上回っている現状は制度設計が超高齢社会に追いついて
いないためと考えられ、その現状を踏まえ、認定有効期間の延長による
影響だけではなく、延長しないことにより申請から処分までの日数を要
することの影響を考慮し、迅速な対応を求めます。

190 B　地
方に
対する
規制
緩和

03_医
療・福
祉

要介護・
要支援認
定有効期
間の新規
申請及び
区分変更
申請にお
ける期間
の見直し

高齢者人口の増加に伴う要
介護認定申請件数の増加に
対応するため、要介護・要支
援認定有効期間について、新
規申請及び区分変更申請に
おける期間を原則12か月とす
るとともに、上限を24か月に
延長することを求める。

高齢者人口の増加に伴い認定申請件数が増加してお
り、認定調査員、主治医、介護認定審査会委員等の関
係者の負担が増加している。令和３年の制度改正によ
り、更新申請における認定有効期間の上限が48か月ま
で延長されたものの、新規及び区分変更申請について
は、原則６か月、上限12か月に据え置かれている。
令和４年度の申請件数は、18％（令和元年度比）増加す
ることが見込まれ、（過去の実績から）申請日から処分
まで30日以内とする基準に対し、平成29年度の実績値
である58.76日程度要する可能性があり、市民生活への
影響が懸念される。

新規申請及び区分変更申請の認定有効期間を延
長することにより、要介護認定に必要な調査や主治
医意見書等の作成数が減少し、事務の効率化に資
するほか、審査会委員の負担軽減を図ることができ
る。

介護保険法第27条
４項、同法32条３
項、介護保険法施
行規則第38条、同
規則52条、平成29
年12月20日付厚生
労働省老健局老人
保健課長事務連絡

厚生
労働
省



見解
補足
資料

措置方法
（検討状況）

実施（予定）
時期

これまでの措置（検討）状況 今後の予定

対応方針の措置（検討）状況各府省からの第１次回答を踏まえた追加提案団体からの見解

全国知事会・全国市長会・全国町村会からの意見 提案募集検討専門部会からの主な再検討の視点（重点事項） 各府省からの第２次回答
令和３年の地方からの提案等に関する対応方針（令和３年12月21日閣議決定）記載内容

※提案提出年以降の対応方針に記載があるものは当該対応方針の記載内容を
＜当該対応方針決定年＞として併記

【全国知事会】
介護認定審査会への通知については、地方分権
改革推進委員会第２次勧告を踏まえ、廃止又は
「できる」規定化若しくは努力義務化すべきである。
【全国町村会】
提案団体の意見を十分に尊重し、事務負担の軽減
を求める。

〇提案団体においては、簡素化案件について、コ
ンピュータによる一次判定結果≒二次判定結果
（約97％）となっていること、また、認定事務の効率
化を図る観点から、認定審査会において個別具体
に中身を審議せず、対象者をリスト化して配布する
のみという運用を行っているのが実態である。この
ようなことからすれば、簡素化案件については、認
定審査会において基準を設けることとし、以降、都
度、認定審査会に係らしめないという運用ができな
いか。
〇１次ヒアリングにおいて、介護認定審査会の簡素
化の具体的な運用状況について実態調査を行い、
市区町村の負担軽減策を検討していくとの説明が
あったが、今後の高齢化の進展により、ますます介
護需要が高まることが想定されるため、行政や被
保険者の負担軽減等の観点から、具体の改善策
を早急に検討すべきではないか。

一次回答のとおり、介護認定審査会自体を省略することは困
難であるが、介護認定審査会のさらなる簡素化については、
まずは市町村における簡素化の実施状況や、負担となって
いる具体的な事務等を把握した上で、具体的な対応につい
て令和４年度中に検討する。

【全国町村会】
提案団体の意向及び関係府省の回答を踏まえ適
切な対応を求める。

〇令和３年度の要介護更新認定の有効期間につ
いて、直前の要介護度と異なる者の36ヶ月経過時
点（認定期間の上限）と、直前の要介護度と同じ者
の48ヶ月経過時点の割合が約３割と同一であった
というデータを踏まえ、48か月に延長したと思われ
る。ここで、新規・区分変更認定を受けた者のうち、
24か月経過後に要介護度の変更がなかった者は
約３割であったというデータが厚労省ＨＰにて示さ
れているが、このデータに基づけば、新規・区分変
更認定の有効期間についても、更新認定と同様に
延長できるのではないか。
〇１次ヒアリングにおいて、介護認定審査会の簡素
化の具体的な運用状況について実態調査を行い、
市区町村の負担軽減策を検討していくとの説明が
あったが、今後の高齢化の進展により、ますます介
護需要が高まることが想定されるため、行政や被
保険者の負担軽減等の観点から、具体の改善策
を早急に検討すべきではないか。

【下関市】
介護認定審査会を簡素化するにあたり、その方法につい
ては各保険者の判断に委ねられているところ、簡素化を
実施する保険者のほとんどが、関係省から示された審査
会委員による対象者リストの確認をもって審査判定とする
取扱いを取り入れているのが実態である。本提案は、審
査会委員による実質的な審査判定が行われていない審
査会の簡素化の現状を踏まえ、要件に合致する対象案
件について審査会による審査判定を経ることなく認定を行
うことができるようにするための介護保険法の改正を前提
にした制度改正を求めるものである。

― 要介護・要支援更新認定の有効期間の上限の見直しについ
ては、これまでもデータに基づき検討を行ってきており、令和
３年度の要介護・要支援更新認定の有効期間延長について
は、さらなる業務負担軽減のため、何らかの形で有効期間を
拡大できないか検討し、「要介護度が直前の要介護度と異な
る者」と「要介護度が直前の要介護度と同じ者」に分け、両者
の割合の均衡に着目することで、後者についてその有効期
間の上限を48か月に拡大することとしたものである。
新規・区分変更認定を受けた者については、一定期間後に
要介護度が変化した者のうち軽度化する割合も更新認定を
受けた者と比較して高いこと等も踏まえ、介護が必要な方に
必要なサービスを適切に提供する観点から、新規・区分変更
申請の有効期間の延長については慎重に対応する必要があ
ると考えているが、令和３年度の見直し後の状況や新規申
請・区分変更申請に係るデータを改めて把握した上で、令和
４年度中に検討する。

５【厚生労働省】
（45）介護保険法（平９法123）
（ⅺ）新規認定及び区分変更認定に係る要介護認定有効期間（施行規則38
条）及び要支援認定有効期間（施行規則52条）の延長については、社会保障
審議会の意見を聴いた上で検討し、令和４年度中に結論を得る。その結果に
基づいて必要な措置を講ずる。

社会保障審議会での議論を
経た上で検討し、新規・区分
変更申請の有効期間延長
は困難。

令和4年12月20日 ○令和４年９月26日の社会保障審議会介護保険部
会において検討を開始し、本件について議論を経た
上で、同年12月20日付けで「介護保険制度の見直し
に関する意見」（社会保障審議会介護保険部会）が取
りまとめられた。
○この意見書において、
「・要介護認定は、保険者がその責任と権限に基づ
き、被保険者に介護が必要な状態にあるかどうかを
確認する行為であり、認定された要介護度に応じてケ
アプランの作成・サービスの提供が行われることから
も、介護保険制度の根幹であること
・更新申請と比較して、認定から12か月経過後に、軽
度化している者の割合が多いこと
を踏まえ慎重に考える必要がある。」
とされたことを踏まえれば、新規・区分変更申請の有
効期間延長は困難。

５【厚生労働省】
（45）介護保険法（平９法123）
（ⅻ）介護認定審査会における審査及び判定（27 条４項及び32 条３項）に係る
事務については、市区町村における事務の実態を踏まえつつ、社会保障審議
会の意見を聴いた上で市区町村の事務負担を軽減する方策を検討し、令和４
年度中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

事務連絡 令和5年5月8日 ○令和４年９月26日の社会保障審議会介護保険部
会において検討を開始し、本件について議論を経た
上で、同年12月20日付けで「介護保険制度の見直し
に関する意見」（社会保障審議会介護保険部会）が取
りまとめられた。
○意見書において、
「・介護認定審査会を簡素化して実施する場合の審
査会への通知の省略については、保険者の事務負
担の軽減に資する一方で、公正な立場にある専門家
の合議による審査を行わない場合、要介護認定の公
平性・医学的妥当性を確保することが困難になること
から、慎重に考える必要がある。
・一方で、要介護認定までの期間を短縮するために
は、各保険者における審査の簡素化・効率化の取組
を一層推進することが重要である。
・このため、より多くの保険者が審査の簡素化に取り
組むことができるよう、具体的にどのように審査を簡
素化しているかの事例を収集・周知することが適当で
ある。」
とされたことを踏まえ、介護認定審査会における審査
等を省略することは困難であるが、より多くの保険者
が審査の簡素化に取り組むことができるよう、具体的
にどのように審査を簡素化しているかの事例を収集
し、「介護認定審査会の簡素化に関する取組事例の
周知について（令和５年５月８日付け厚生労働省老健
局老人保健課事務連絡）」を発出し、周知を行った。



区分 分野 団体名 支障事例 見解
補足
資料

根拠法令等
制度の
所管・関
係府省

団体名 その他（特記事項）

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞

各府省からの第１次回答
管理
番号

提案区分

提案事項名 求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）

各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの見解

八王
子市

北海道、
前橋市、
千葉市、
小平市、
神奈川
県、長野
県、三島
市、豊田
市、西尾
市、稲沢
市、草津
市、寝屋
川市、広
島市、宇
和島市、
五島市、
宮崎市

○計画期間が３年間のため、２か年の実績を基に検証しなければならない。精査が不十分なままで次期計画の策定作業に着手し
ている状況となっている。
○市町村障害福祉（児）計画の策定は国の基本指針に即して、３年に１度策定しなければならないが、計画期間が短期間であり、
策定業務の事務負担が過大である。また、計画内容の進捗状況を含めた実態把握に加え、当該実態に応じて計画に基づく新たな
施策等を構築して目標を達成することや、施策効果を検証して次期計画に反映する十分な検討時間を確保することができない。当
県の障害福祉（児）計画では、各市町村における計画の数値等を報告し、策定されているため、早い段階での分析・検証が求めら
れることから、さらに期間的に厳しい状況にある。当県の場合は県の計画を策定するにあたって数値等を報告する必要があるた
め、都道府県の計画策定時期と市町村のそれが異なると分析や検証等を２度するようなことになってしまうことが考えられるため、
都道府県の計画策定時期は市町村のそれと同時期が望ましい。
○都道府県の障害（児）福祉計画の計画策定の方向性を踏まえて市町村障害（児）計画の策定を行うが、十分な検証期間がないま
ま短期間での策定が必要となる。また、当市においては市議会の開会時期が早く、都道府県の策定計画をすべて確認したうえでの
市町村計画の策定が難しい場合がある。
計画期間の延長を行うことで、当市の従前計画の検証及び他の市町村、都道府県の計画の方向性の調査、検討をする期間の確
保ができる。
○市町村障害（児）計画の策定は国の基本指針に即して、３年に１度策定しなければならいことから、計画策定業務の事務負担が
過大である。また、計画の策定に当たっては、都道府県の計画の内容を踏まえる必要があるが、都道府県も同時期に計画策定して
いるため、都道府県の計画策定の方向性を踏まえつつ、自治体ごとの課題を反映させ策定することは時間的に極めて厳しい状況
にある。
○障害児福祉計画等の策定に当たり、国の基本指針で示される成果目標等に掲げられている重症心身障害児や医療的ケア児に
対する支援等については、地域の社会資源を活用した多機関連携の仕組みの構築など、中長期的な視点が必要であり、現行の計
画期間３年では、障害者自立支援協議会等において、十分な検証ができていない現状があるとともに、計画策定に係る事務負担も
大きくなっている。一方で、障害児だけでなく、高齢者や子どもを含めた今後の地域包括ケアシステムの推進による地域共生社会
の実現のため、地域福祉計画や介護保険事業計画等との一体的な計画策定も含めて次期計画の策定を検討しているところであ
り、関連計画との方向性の在り方も課題となっている。
○計画期間が３年であるため、現行計画の実績評価は２年分の実績で評価せざるを得ず、現行計画の評価結果を十分に踏まえた
計画策定が難しい。また、介護報酬改定のスパンとまるまる重なるため、実績の変化が、報酬改定によるものなのか、施策によるも
のなのかを判断しがたい。
○市町村障害（児）計画の策定は国の基本指針に即して、３年に１度策定しなければならないが、計画期間が３年間とサイクルが短
く、策定業務の事務負担が大きい状況である。また、成果目標やサービスの必要量の見込みの設定について、実態把握や施策効
果を検証し、次期計画に反映する十分な時間を確保することが難しい状況である。

障害福祉計画及び障害児福祉計画については、国において基本指
針を定め、この指針を元に各地方自治体が約１年間で計画を作成
し、新たな計画期間を迎えることとなっている。また、国においては３
年毎にサービス提供の在り方の見直しを含めた障害福祉サービス
等報酬改定を行っていること等から、その改定内容等を踏まえて作
成する必要のある障害福祉計画及び障害児福祉計画については、
この改定等に合わせた計画期間とすることが制度設計上重要と考え
ている。
他方で、実質２年間の実績を踏まえた短いサイクルでの計画見直し
となっており、施策効果の検証の時間が十分に取れていないという
ご指摘については真摯に受け止める必要がある。
以上のことから、一部、障害福祉サービス等報酬改定等、３年毎に
見直しを行っている政策の影響を受ける項目の期間延長は難しいも
のと考えているが、その他の項目の期間については、今回の地方分
権改革提案でも複数のご提案をいただいている点、他の計画との関
係に留意しなければならない点に加え、障害福祉行政を円滑に進め
ていくためにどの長さが適当か慎重に検討する必要があるため、次
期計画の基本指針の内容を議論する予定である令和４年度に議論
を行うこととしたい。

障害福祉計画及び障害児福祉計画の各年度における指定障害福祉
サービス及び指定通所支援等の種類ごとの必要な量の見込みについて
は、国の基本指針に基づき、現在の利用実績等に関する分析、障害者
等のサービスの利用に関する意向、地域の実情等を踏まえて設定して
いる。３年毎の報酬改定に合わせて計画期間を設定しているとのことで
あるが、計画に報酬改定の内容を反映させなければならない根拠はな
く、報酬改定の内容が見込量の算定に大きな影響を与えることもない。
また、国から報酬改定の案が示されるのは計画策定年度の２月頃であ
り、スケジュール上、自治体の計画に反映させることができない現状を
考慮すると、報酬改定と計画期間を合わせる必要性はないものと考え
る。また、報酬改定の影響を受ける部分とそれ以外の部分に分けること
は、かえって手続が煩雑になり、住民にとってもわかりづらいものとな
る。
よって、計画期間は報酬改定とは関わりなく６年とし、自治体ごとの判断
で必要に応じて中間見直しするのがよいと考える。
基礎自治体において、最も重要なのは住民サービスである。計画に基
づく施策を執行し目的を達成するには現行期間では短過ぎる。また、計
画策定のための人員配置は困難であり、計画策定のために本来業務で
ある住民サービスにかける時間が大幅に削減されているのは本末転倒
であるため、柔軟な検討をお願いしたい。また、令和４年度を待たずして
至急検討いただき、自治体の負担軽減と基本指針の早期発出に努めら
れたい。
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市町村障
害（児）福
祉計画の
計画期間
の見直し

関係法令等により策定が義
務付けられている、市町村障
害（児）福祉計画について、計
画期間の延長を求める。

市町村障害（児）計画の策定は国の基本指針に即して、
３年に１度策定しなければならないが、計画期間が短期
間であり、策定業務の事務負担が過大である。また、各
自治体の障害福祉における計画内容の進捗状況を含
めた実態把握に加え、当該実態に応じて計画に基づく
新たな施策等を構築して目標を達成することや、施策効
果を検証して次期計画に反映する十分な検討時間を確
保することができない。さらに、市町村障害（児）計画の
策定に当たっては、都道府県の計画の内容を踏まえる
必要があるが、都道府県も同時期に計画策定している
ため、都道府県の計画策定の方向性を踏まえつつ、自
治体ごとの課題を反映させ策定することは時間的に極
めて厳しい状況にある。

従前計画の効果を十分に検討し、都道府県の計画
策定の方向性を踏まえた上で、市町村の次期計画
を策定することができる。
また、計画策定に関する自治体の負担が軽減され、
計画に基づく新たな施策等の構築や実質的なサー
ビスに注力することができる。

児童福祉法第33条
の20第１項、障害者
の日常生活及び社
会生活を総合的に
支援するための法
律第88条第１項、障
害福祉サービス等
及び障害児通所支
援等の円滑な実施
を確保するための
基本的な指針（平成
18年厚生労働省告
示第395号）

厚生
労働
省、こ
ども家
庭庁

厚生
労働
省

指定
都市
市長
会

旭川市、
宮城県、
須賀川
市、前橋
市、川口
市、富津
市、中野
市、吹田
市、兵庫
県、和歌
山市、高
松市、宮
崎県

○当市においても、10月集計の結果を有効に活用できておらず、加えて10月集計が実施される10月下旬から11月末の時期は当市
も同様に次年度の保育所等利用申込の受付開始時期であり、集計作業により保育所等利用申込事務が妨げられる事態が生じて
いる。
○当市においても10月集計について有効に活用しているとはいえず、実施するための業務量と比べると効果は著しく低いことから、
10月集計の廃止が望ましい。

厚生労働省において実施している10月１日時点における保育所等利
用待機児童数調査については、４月１時点における同調査と併せ、
全国的な待機児童数の動向等について把握するために実施してい
るものであるが、今般の提案事項については、全国の自治体に対し
て同調査の廃止に関するアンケート調査を実施し、その結果を踏ま
えて検討を行ってまいりたい。
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保育所等
利用待機
児童数調
査（10月
１日現在）
の廃止

待機児童対策の効率化のた
め、毎年４月１日時点及び10
月1日時点の２回実施されて
いる保育所等利用待機児童
数調査のうち、10月１日時点
の調査（以下「10月集計」とい
う。）の廃止を求める。

10月集計においては、「10月１日現在の保留児童の把
握」、「保育所等利用待機児童数調査要領に基づき待機
児童数に含めない事由に該当するか否かを確認するた
めの保留児童一人ひとりの状況把握（保護者への聞き
取り、一時預かり事業等実施施設からの利用者名簿提
供など）」、「待機児童の居所確認」、「厚生労働省への
報告様式の作成」といった多大な作業が必要となってお
り、自治体、事業者及び保護者への負担がかかってい
る。一方で、調査を行う10月時点と実際の次年度４月時
点では、施設の空き状況にも保護者の入所意向にも違
いがあるため、10月集計をもって次年度４月の待機児童
数を見込むことはできず、当市においては10月集計の
結果を有効に活用できていない。なお、厚生労働省の
公表資料においても、「10月１日の数は、自治体ごとに
保育所等入所手続が異なるため参考値として集計して
いる。全国的な待機児童数の動向は、毎年４月１日現在
で把握している。」とされており、待機児童対策に係る施
策・取組は基本的に４月１日の保育所等利用待機児童
数調査の結果を基に進められると考えられるため、10月
集計の結果が反映されることはないと推察される。加え
て、10月集計が実施される10月下旬から11月末の時期
は、次年度の保育所等利用申請の受付開始時期であ
り、業務繁忙期であるが、調査に係る事務作業により、
次年度の４月１日入所に向けた事務が妨げられている
状態である。
また、年度途中の保育所等利用待機児童数の把握につ
いては、各自治体の実情にあわせ、必要な調査項目、
調査方法、調査時期及び公表の要否等について判断し
たうえで実施すればよく、国主導で調査方法や時期を指
定したり、結果を公表する必要はないと考える。

10月集計を廃止することで、事業者及び保護者へ
の負担が軽減できるとともに、次年度の保育所等利
用申請時期における自治体の調査事務がなくなり、
次年度の４月１日入所に向けた事務（保護者に利用
可能で空きがある施設を紹介する、可能な限り受入
枠を拡大できるよう施設と利用定員の弾力的な運
用等の調整をするなど）に集中することができるよう
になる。これにより、できるだけ多くの方が４月１日
から希望に添った施設に入所できることとなり、待機
児童対策にも寄与すると考える。

保育所等利用待機
児童数調査につい
て（令和２年３月16
日付け厚生労働省
子ども家庭局保育
課長通知）、令和２
年度10月１日現在
の『保育所等利用
待機児童数調査』に
ついて（令和２年10
月22日付け事務連
絡）

10月集計については、提案内容に記載のとおり、自治体、事業者及び
保護者への負担が大きいにもかかわらず、結果を有効に活用できてい
ない。また、厚生労働省の公表資料においても、「10月１日の数は、自
治体ごとに保育所等入所手続きが異なるため参考値として集計してい
る。全国的な待機児童数の動向は、毎年４月１日現在で把握している。」
とされている。加えて、10月集計が実施される10月下旬から11月末の時
期は、次年度の保育所等利用申請の受付開始時期であり、業務繁忙期
であるが、調査に係る事務作業により、次年度の４月１日入所に向けた
事務が妨げられている状態であるため、10月集計を廃止し、自治体が
次年度の４月１日に向けた事務（保護者に利用可能で空きがある施設を
紹介する、可能な限り受入枠を拡大できるよう施設と利用定員の弾力的
な運用等の調整をするなど）に集中することで、待機児童対策にも寄与
すると考える。
なお、第１次回答では「全国の自治体に同調査の廃止に関するアンケー
ト調査を実施し、その結果を踏まえて検討する」と記載があり、７月には
調査を実施していただいている。
当市としては、多くの自治体が廃止を望む場合には今年度から調査を
廃止、または中断されることが望ましいと考えるが、自治体が施設への
利用者名簿提供依頼などを開始する９月中旬までに今年度の対応方針
や廃止に関する検討結果の共有が可能かなど、貴省の考える今後のス
ケジュールをお示しいただきたい。
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これまでの措置（検討）状況 今後の予定

対応方針の措置（検討）状況各府省からの第１次回答を踏まえた追加提案団体からの見解

全国知事会・全国市長会・全国町村会からの意見 提案募集検討専門部会からの主な再検討の視点（重点事項） 各府省からの第２次回答
令和３年の地方からの提案等に関する対応方針（令和３年12月21日閣議決定）記載内容

※提案提出年以降の対応方針に記載があるものは当該対応方針の記載内容を
＜当該対応方針決定年＞として併記

２ポツ目
基本指針の見直し（告示）

令和５年５月19日公布 令和４年10月の第133回社会保障審議会障害者部会
で得た結論を踏まえ、令和５年５月19日に改正後の
基本指針について官報告示を行った。

（結論）
・各都道府県が定める障害保健福祉圏域に留意した
上で、市町村が作成する障害福祉計画等について
は、共同策定を可能とする。
・サービスの見込み量以外の活動指標については、
地方公共団体の実情に応じて任意に定めることを可
能とする。

結論を踏まえ、令和５年２月の第135回社会保障審議
会障害者部会において基本指針見直し案を取りまと
めた。

３ポツ目
・基本指針の見直し（告示）

・Q&Aの送付

令和５年５月19日事務連絡
発出

令和５年２月の第135回社会保障審議会障害者部会
において基本指針見直し案を取りまとめた。Q&A送付
は令和５年５月19日に行った。

【全国知事会】
市町村障害福祉計画及び障害児福祉計画の計画
期間については、地方自治体が地域の実情に応じ
た設定が可能となるよう計画の根拠となる基本指
針の見直しを求める。

○計画策定等の義務付けに関しては、法定された
条項数が、過去10年間で約1.5倍に増加するなど、
国会や全国知事会においても強い問題意識が示さ
れているところであり、本提案に関しては、まずは
法令上の対応を基本として見直しを検討いただき
たい。
○障害（児）福祉計画について、計画期間の短さが
ネックとなり、計画策定の業務負担が増大し、実際
の障害福祉サービスの提供に注力する時間が削
がれるといった問題が生じている。このような実態
や、計画策定というプロセスを踏まえると、３年とい
う期間では足りないのではないか。
○３年毎に改定される報酬改定との整合性が取れ
た対応等ができないとのことであるが、計画記載事
項について、報酬改定に関連する事項とそうでない
事項に分類し、前者については策定から３年経過
時に見直すこととした上で、計画期間自体は、地方
公共団体の負担軽減やPDCAサイクルの円滑な推
進の観点から、より適切な期間（６年間等）に見直
すべきではないか。
○報酬改定内容の公表が２月に実施されている
中、当該内容を地方公共団体が４月から始まる次
期計画に反映させることは、事実上困難な実態が
あるのではないか。
○上記について、地方公共団体が次期計画の策
定作業を令和４年度から開始することから、早急に
検討を進めていただきたい。

一次回答でも申し上げたとおり、国においては３年毎にサー
ビス提供の在り方の見直しを含めた障害福祉サービス等報
酬改定を行っていること等から、その改定内容等を踏まえて
作成する必要のある障害福祉計画及び障害児福祉計画につ
いては、この改定等に合わせた計画期間とすることが制度設
計上重要と考えている。
他方で、実質２年間の実績を踏まえた短いサイクルでの計画
見直しとなっており、施策効果の検証の時間が十分に取れて
いないというご指摘については真摯に受け止める必要があ
る。
以上のことから、一部、障害福祉サービス等報酬改定等、３
年毎に見直しを行っている政策の影響を受ける項目の期間
延長は難しいものと考えているが、その他の項目の期間につ
いては、今回の地方分権改革提案でも複数のご提案をいた
だいている点、他の計画との関係に留意しなければならない
点に加え、障害福祉行政を円滑に進めていくためにどの長さ
が適当か慎重に検討する必要があるため、次期計画の基本
指針の内容を議論する予定である令和４年度に議論を行うこ
ととしたい。
なお、令和４年度の検討に当たっては、期間延長が難しい項
目に係る見直し時期の考え方についても併せて議論を行うこ
ととしたい。
また、追加でご提案のあった指針の内容をお示しする時期に
ついては、各地方公共団体における計画作成の期間を確保
する観点から、少しでも前倒しできるよう努めてまいりたい。

５【厚生労働省】
（５）児童福祉法（昭22法164）及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的
に支援するための法律（平17法123）
（ⅱ）障害福祉計画（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた
めの法律88条１項及び89条１項）及び障害児福祉計画（児童福祉法33条の20
第１項及び33条の22第１項）については、以下のとおりとする。
・これらの計画期間については、障害福祉サービス等報酬改定が同計画に与
える影響を考慮しつつ延長する方向で検討し、社会保障審議会での議論も踏
まえ、令和４年中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。
・これらの記載内容については、地方公共団体の事務負担を軽減するため、
令和４年度に予定される基本指針（障害者の日常生活及び社会生活を総合
的に支援するための法律87条１項及び児童福祉法33条の19第１項）の策定
の際に簡素化する方向で検討し、結論を得る。その結果に基づいて必要な措
置を講ずる。
・基本指針の改正及び「障害福祉計画及び障害児福祉計画の作成に係る
Q&A」（厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課）の地方公共団体へ
の送付については、地方公共団体の円滑な計画策定に資するよう、可能な限
り早期に行う。

１ポツ目
基本指針の見直し（告示）

令和５年５月19日公布 令和４年10月の第133回社会保障審議会障害者部会
で得た結論を踏まえ、令和５年５月19日に改正後の
基本指針について官報告示を行った。

（結論）
障害福祉計画等は、３年を一期として作成することを
基本としつつ、都道府県及び市町村が地域の実情や
報酬改定・制度改正の影響の有無を考慮して、柔軟
な期間設定を可能とする。ただし、国がこの指針を改
定した時点において、都道府県及び市町村が報酬改
定や制度改正の動向、地域の状況の変化、他の行
政計画の見直し等を踏まえて、支給実績、障害福祉
に関するニーズ、事業者の状況等について調査、分
析及び評価を行い、その結果として算出されたサービ
ス見込量と既存のサービス見込量について乖離が生
じた場合はサービス見込量の変更について３年を一
期として必ず計画に反映させるとともに、新しい指針
を踏まえた成果目標及び活動指標との乖離が生じた
時等必要がある場合には計画期間の途中であっても
見直しを行うこと。

―

【全国知事会】
提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検討を
求める。

― ５【厚生労働省】
（56）保育所等利用待機児童数調査
10月１日時点における保育所等利用待機児童数調査については、地方公共
団体等の事務負担を軽減するため、令和３年度調査から全国集計を行わない
こととする。
［措置済み（保育所等関連状況取りまとめ（令和３年４月１日）及び「子育て安
心プラン」「新子育て安心プラン」集計結果の概要資料（令和３年８月27日厚生
労働省子ども家庭局保育課））］

全国の自治体に対して、10月１日時点における待機児童数
調査の廃止に関するアンケート調査を実施したところ、「同調
査を廃止しても支障がない」と回答した自治体は、31都道府
県（66.0％）、1,675市区町村（96.2％）という結果となったこと
を踏まえ、今後国としては、10月１日時点における待機児童
数調査の全国集計を行わないこととし、本年８月27日（金）に
公表した令和３年４月１日時点における待機児童数調査の結
果に関する資料において、その旨お示ししたところである。な
お、都道府県の判断により調査を実施することは可能であ
る。
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根拠法令等
制度の
所管・関
係府省

団体名 その他（特記事項）

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞

各府省からの第１次回答
管理
番号

提案区分

提案事項名 求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）

各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの見解

八王
子市、
福島
県、さ
いた
ま市、
横浜
市

青森県、
相模原
市、長野
県、亀山
市、兵庫
県、神戸
市、徳島
県、宮崎
県、鹿児
島市

○当県においても、数件建築基準法第85条２項に基づく仮設建築物の申請があり、現在の新型コロナウイルス感染症の状況から、
２年の期間を超える可能性が高い。
○新型コロナウィルス感染症の状況に対応するため、既存施設について法第87条の３を適用し、一時的に用途変更を行い、軽症者
のための宿泊療養施設としている。コロナ禍の終息時期が見通せない中、令和４年夏には許可期限が到来することとなるが、同施
設が継続して必要とされる可能性がある。
○当市においても新型コロナウィルス感染症対策として、病棟、PCR検査棟など計５件の応急仮設建築物の許可を行っている。
現在、新型コロナウィルスの収束の見通しがつかないため、最大２年３か月の許可期限後の取扱いについて、既に相談を受けてお
り対応に苦慮している状況である。また、許可期限後において、施設を利用できないとなれば、別施設の整備や対応できる医療施
設の減少などにより社会混乱を生じさせかねないと考える。したがって、地域の感染状況に応じて、特定行政庁が２年３か月を超え
ての存続期間を許可できるよう制度を整備いただきたい。
○許可事例は２件あるが、現時点では存続期間延長の要望はない。許可を行って間もないこともあり、現時点で要望はないが、今
後も許可申請の可能性があり、新型コロナウイルス感染症の状況に柔軟に対応できるようにすることは望ましいと考える。

ご提案を踏まえ、特定行政庁の意見を踏まえつつ、新型コロナウイ
ルス感染症やその他の事情における仮設建築物に係る既存制度の
課題や制度変更による問題点の有無等を確認の上、対応を検討し
てまいります。

新型コロナ感染症対応のための応急仮設建築物の許可期限は、早け
れば来年夏に迎えることを鑑みれば、迅速に対応する必要があるため、
現場の実務に支障がでないよう対応を検討頂きたい。
また、新型コロナ感染症以外の災害全般に係る応急仮設建築物の許可
期間に関しても、復旧・復興が長期に渡る事案が多いことから、新型コロ
ナ感染症対応のための応急仮設建築物の許可期限の検討に支障がで
ないように留意しつつ、検討を進めて頂きたい。

200 B　地
方に
対する
規制
緩和

09_土
木・建
築

新型コロ
ナウイル
ス感染症
対応のた
めに設置
された応
急仮設建
築物の存
続期間の
延長

建築基準法第85条第１項及
び第２項の応急仮設建築物
については、その建築工事を
完了した後３ヶ月間存続させ
ることが可能であるが、特定
行政庁が安全上、防火上及
び衛生上支障がないと認める
ときに限り、許可により２年以
内の期間を限って存続期間
の延長が可能になっている。
新型コロナウイルス感染症へ
の対応のために設置される臨
時の医療施設などについて、
安全性等の観点から支障が
ないと認められる場合は、東
日本大震災や特定非常災害
の例も踏まえつつ、特定行政
庁が２年３ヶ月を超える存続
期間を柔軟に許可できるよう
に制度の見直しを求める。

新型コロナウイルス感染症の発生以降、全国的に隔離
診察施設やＰＣＲ検査棟などの応急仮設建築物が設置
されていると認識しているが、存続期間が最長２年３ヶ
月であることから、早ければ令和４年夏には許可期限が
到来することとなる。コロナ禍の収束時期が見通せない
中、応急仮設建築物について２年３ヶ月を超えて利用で
きない場合は、全国で支障が生じる可能性がある。
Ａ県の場合、令和２年８月以降、外来診療待合室などの
応急仮設建築物の許可を行っており、現在延べ33件と
なっている。
Ｂ市の場合、令和２年８月以降、仮設診療所などの応急
仮設建築物の許可を行っており、現在延べ13件となって
いる。
Ｃ市の場合、令和２年12月以降、新型コロナウイルス対
応発熱外来施設などの応急仮設建築物の許可を行って
おり、現在延べ４件となっている。
Ｄ市の場合、令和２年４月以降、医療機関から、ＰＣＲ検
査棟などの応急仮設建築物について多数の相談が寄
せられており、現在申請中が１件となっている。
コロナ禍の収束時期が見通せない中、地域によってコロ
ナの感染状況や医療施設等の状況が区々であることか
ら、地域の実情に応じて柔軟に対応できるように、特定
行政庁が安全性等の観点から支障がないと認めるとき
に限り、２年３ヶ月を超えて応急仮設建築物の存続期間
を許可できるよう、制度の見直しを求める。

新型コロナウイルス感染症の状況に柔軟に対応で
きるよう、特定行政庁の裁量を拡大することにより、
地域の実情に合わせた医療体制等の確保が可能と
なる。

建築基準法第85
条、第87条の３、新
型インフルエンザ等
対策特別措置法第
31条の２

内閣
官房、
厚生
労働
省、国
土交
通省

208 B　地
方に
対する
規制
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03_医
療・福
祉

介護保険
法に基づ
く地域支
援事業交
付金の変
更交付申
請受付時
期の見直
し

介護保険法に基づく地域支援
事業交付金の変更交付の内
示の時期を早めるか、変更交
付申請書の提出期限を見直
すこと。
なお、提出期限の遅くとも２週
間前には変更交付の内示を
いただくことが可能となるスケ
ジュールが望ましいこと。

変更交付申請書について、「地域支援事業交付金交付
要綱」では、毎年度１月末日までに地方厚生（支）局長
に提出するものとされているが、例年、期間間際又は期
限後に変更交付申請に係る内示及び変更交付申請書
の提出の指示があるため、当該申請書について要綱に
示された期限後の提出を余儀なくされるなど、支障が出
ている。
【現状】※令和２年度のスケジュール
・12月中旬：（国→県）変更交付申請事前協議書提出の
指示（期限：１月上旬）
・１月上旬：（県→国）変更交付申請事前協議書提出
（１月末：国の交付要綱上の変更交付申請書提出期限）
・２月中旬：（国→県）変更交付申請に係る内示
・２月中旬：（国→県）変更交付申請書提出の指示（期
限：２月中旬）
・２月下旬：（県→国）変更交付申請書提出

・期限後の申請書提出等が不要となることによる適
正な事務の執行
・短期間での作業による申請ミスの軽減

地域支援事業交付
金交付要綱

厚生
労働
省

岩手
県、青
森県、
宮城
県、宮
古市、
久慈
市、西
和賀
町、田
野畑
村、一
戸町

仙台市、
郡山市、
茨城県、
ひたちな
か市、八
王子市、
川崎市、
海老名
市、山梨
県、長野
県、寝屋
川市、広
島市、府
中町、徳
島県、香
川県、高
知県、福
岡県、大
村市、大
分県、宮
崎県

○変更交付申請書について、「地域支援事業交付金交付要綱」では、毎年度１月末日までに地方厚生（支）局長に提出するものとさ
れているが、例年、期間間際又は期限後に変更交付申請に係る内示及び変更交付申請書の提出の指示があるため、当該申請書
について要綱に示された期限後の提出を余儀なくされている。
○地域支援事業交付金は交付対象となる事業の範囲が広く、所管課をまたいだ調整が必要となることから、申請には一定の期間
を必要とする。
また、令和３年度の重層的支援体制整備事業の開始により、地域支援事業交付金の申請事務がこれまでよりも複雑化し、事務負
担が増加することが懸念されている。
このような中でいたずらに保険者の事務負担を増大させることの無いよう、スケジュールを見直していただきたい。
○変更交付申請書について、「地域支援事業交付金交付要綱」により、毎年度1月末までに地方厚生（支）局長に提出することと
なっているが、実務上は、変更交付申請に係る内示や変更交付申請書の提出依頼が要綱期限の間際や期限後となっていることか
ら、県から市への依頼等は期限以降の日付（起案や提出書類のかがみ文等は基本的に遡り）となっている。
変更交付申請書提出までに、国や市町村とのやりとりが多く、短期間のうちに様々な処理を行う必要があることから、事務処理のミ
スの恐れがある。
また、県分の変更交付申請（国の様式や通知に準じて実施）も同時並行で行っているため、事務処理が更に煩雑となっている。
ついては、余裕のあるスケジュール等を検討いただくとともに、要綱の期限と実態が合っていないことから、要綱改正を視野に検討
いただきたい。
○内示後、すぐに対応、決裁をとる必要があるため、申請業務のみに集中しなければならない。また、他課に合議を依頼するが、そ
の際、遅延した理由等を課ごとに説明する必要があるため、時間や手間がかかり負担になっているため、変更交付申請受付時期
の見直しを求める。
○なお、変更交付申請に係る内示及び変更交付申請書の提出依頼が遅れる原因の一つとして、交付金の一部である総合事業調
整交付金の算定期間が
(1)国保連合会等で審査支払を行った費用については12月請求分まで（保険者は１月にならないと金額を確認できない）
(2)それ以外の方法により支払いを行った費用については12月末までを対象としていることが考えられる。
変更交付額を確定する上で、調整交付金額が確定してからでないと依頼ができないため、算定期間を前倒しするすることは可能か
検討されたい。
また、それが難しい場合は、余裕を持った期日を確保した上で、要綱上の変更交付申請の期日を２月末にすることを検討されたい。
○国、県、支払基金と提出する書類が酷似していたり、それぞれに同じ書式の書類を作成しなければならず、非効率となっている。

地域支援事業交付金については、介護予防・日常生活支援総合事
業分の国庫負担率25％のうち、全国一律に交付するものを20％と
し、残りの５％分について、市町村における介護保険財政を調整す
るために傾斜を付けた交付金（総合事業調整交付金）として交付して
いる。
総合事業調整交付金の算定に係る調整基準標準給付費額の算定
期間については、これまで、「前年度１月～当該年度12月」としてお
り、これが、ご指摘の変更交付のスケジュールが短期間となる要因と
なっていたところである。
この算定期間については、令和３年４月に施行された「介護保険の
調整交付金等の交付額の算定に関する省令及び介護保険法第百
二十二条の二第二項に規定する交付金の額の算定に関する省令の
一部を改正する省令」（令和３年厚生労働省令第69号）により、「前年
度10月～当該年度９月」に変更した。
これにより、総合事業調整交付金の算定に係るデータの取得時期が
１月程度早くなる見込みであり（※）、それに伴い、令和３年度以降は
変更交付申請にかかる内示及び変更交付申請書の提出依頼につい
て、従前より早期に行うことができるよう努めることとしている。
（※）算定期間は３月早まるが、データの確定までに２月を要するた
め。

変更交付申請に係る内示及び変更交付申請書の提出依頼が早期に行
われるよう引き続き対応いただくとともに、地方公共団体に対し事前にス
ケジュールを示すなど、地方公共団体が対応しやすいよう配慮された
い。



見解
補足
資料

措置方法
（検討状況）

実施（予定）
時期

これまでの措置（検討）状況 今後の予定

対応方針の措置（検討）状況各府省からの第１次回答を踏まえた追加提案団体からの見解

全国知事会・全国市長会・全国町村会からの意見 提案募集検討専門部会からの主な再検討の視点（重点事項） 各府省からの第２次回答
令和３年の地方からの提案等に関する対応方針（令和３年12月21日閣議決定）記載内容

※提案提出年以降の対応方針に記載があるものは当該対応方針の記載内容を
＜当該対応方針決定年＞として併記

【全国知事会】
コロナ禍の収束時期が見通せない中、新型コロナ
ウイルス感染症対応のために設置された応急仮設
建築物の存続期間を延長できるよう、制度の見直
しを求める。
【全国市長会】
提案の実現を求めるものであるが、「安全性等の
観点から支障がないと認められる場合」の判断が
非常に困難であるため、安全上支障がないとする
要件等を示してただきたいとの意見が寄せられて
いるため、その点については配慮していただきた
い。

○１次ヒアリングにおいて、新型コロナウイルス感
染症対応の応急仮設建築物の存続期間が延長可
能となるよう検討したいとの説明があったが、医療
機関などの現場に支障が出ないよう、早急に具体
の検討を進め、２次ヒアリングまでに具体的な方向
性を示し、現場が予見可能性を持って取り組めるよ
うにしていただきたい。
○１次ヒアリングにおいて、新型コロナウイルス感
染症対応以外の応急仮設建築物の存続期間につ
いても延長可能とすべきか地方公共団体の意見を
踏まえて検討したいとの説明があったが、地方公
共団体の負担とならないよう必要最小限度で早急
に確認し、検討いただきたい。
○上記各検討においては、存続期間を延長する場
合における安全性等の具体的な考え方等について
も検討いただきたい。

建築基準法第85条第1項、第2項等に規定する応急仮設建築
物については、応急の必要性の観点から、建築基準法令の
全部又は一部を適用除外としつつ、安全性に係る規定を緩
和している建築物が長期間存続することは適当でないことか
ら、その存続期間を、工事完了後、最長２年３ヶ月として規定
している。
一方、災害発生後、応急仮設建築物を建設してから、恒久的
な建築物への移行に向けた各種調整に時間を要したこと等
により、結果的に、存続期間である2年3ヶ月を越えて、応急
仮設建築物を使用せざるを得ない場合が生じ、特定行政庁
が、法制度上の運用に苦慮しているといった声があることも
承知している。
新型コロナウイルス感染症対策として建設された応急仮設建
築物についても、感染状況に応じて引き続き使用することが
必要となる場合が想定されることから、建設時点に想定され
ていなかった２年３カ月を超える場合について、個々の建築
物ごとに、安全性や公益上の必要性を担保するため、地域
の有識者の活用等の仕組みを前提としつつ、制度上の枠組
みに関して、引き続き検討を進めてまいりたい。
また、特定行政庁に対しては、応急仮設建築物の実情を確
認する際に、存続期間の延長について検討していることを情
報提供しており、引き続き、適切に情報提供を図ってまいりた
い。

５【厚生労働省】
（20）建築基準法（昭25法201）
新型コロナウイルス感染症対応等のために建築する応急仮設建築物の存続
期間（85条４項）又は建築物の用途を変更して使用する災害救助用建築物等
の存続期間（87条の３第４項）については、特定行政庁が、一定の手続を経
て、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、公益上やむを得ないと認め
る場合には、２年３か月を超えて、その存続期間を延長することを可能とする
方向で検討し、令和３年度中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置
を講ずる。
（関係府省：内閣官房及び国土交通省）

法律 第12次地方分権一括法案を
第208回通常国会に提出：
令和４年３月４日
可決・成立：令和４年５月13
日
公布：令和４年５月20日
施行：令和４年５月31日
※建築基準法に係る部分

応急仮設建築物等について、２年３ヵ月を超えて存続
期間の延長を可能とする建築基準法の改正法案を含
む「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の
推進を図るための関係法律の整備に関する法律案」
（令和４年３月４日閣議決定）を第208回国会に提出
（令和4年3月4日）した。
本法案は、全会一致により可決・成立（令和４年５月
13日）し、公布(令和４年５月20日)された。なお、建築
基準法に係る部分については、令和４年５月31日に
施行した。.

―

【全国知事会】
提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検討を
求める。

【八王子市】
総合事業調整交付金の算定には、類似する交付金であ
る介護給付費財政調整交付金の算定用係数を用いてい
るため、仕組み上、総合事業調整交付金の係数決定及
び変更交付申請実施の時期は介護給付費財政調整交付
金と同時期となる。
令和３年５月７日付厚生労働省老健局介護保険計画課事
務連絡「令和３年度介護給付費財政調整交付金の交付
申請について」に示された令和３年度の介護給付費財政
調整交付金交付スケジュールでは、諸係数の保険者へ
の提示は令和４年２月中旬（例年と同時期）となっており、
総合事業調整交付金のスケジュールについても同時期と
なることが懸念される。
今回の回答では、早期に内示及び変更交付申請依頼を
行うことが出来るよう努めるとのことであるため、提案団
体及び追加提案団体から示された支障事例を踏まえ、早
期に事務スケジュールを改善し、改めて示していただきた
い。

５【厚生労働省】
（45）介護保険法（平９法123）
（ⅴ）地域支援事業に係る交付金については、地方公共団体の円滑な事業の
執行に資するよう、省令を改正しその算定期間を見直すことにより、変更交付
申請に係る手続の運用の改善を図る。
［措置済み（介護保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令及び介
護保険法第百二十二条の二第二項に規定する交付金の額の算定に関する
省令の一部を改正する省令（令和３年厚生労働省令第69号）、令和３年３月31
日付け厚生労働省老健局長通知等）］

総合事業調整交付金の算定に係る調整基準標準給付費額
の算定期間については、「介護保険の調整交付金等の交付
額の算定に関する省令及び介護保険法第百二十二条の二
第二項に規定する交付金の額の算定に関する省令の一部を
改正する省令」（令和３年厚生労働省令第69号）により、総合
事業調整交付金の算定に係るデータの取得時期が１月程度
早くなる見込みであり（※）、それに伴い、令和３年度以降は
変更交付申請にかかる内示及び変更交付申請書の提出依
頼について、従前より早期に行うことができるよう努めること
としている。
（※）算定期間は３月早まるが、データの確定までに２月を要
するため。
こうしたスケジュールについて、地域支援事業の執行に係る
作業依頼時に地方公共団体へ周知する等の取組を通じて、
地方公共団体における対応に配慮してまいりたい。
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